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圏域 センター 総   評 

① 社協こもれび 

・３つの小学校区が合同で開催している元気づくり・地域づくり会議において、高齢者が外出時に休憩できる椅子の設置場

所の拡大に向けて継続的に取り組んでおり、取り組みの方向性や手法等に対する助言等を行い、課題解決を後押ししてい

る。 

・担当圏域だけでなく他の圏域と合同で事業所懇談会を開催し、多くのケアマネジャーに対して権利擁護をテーマとした講

義を行うことでケアマネジャーの育成を行っている。また、ケアマネジャーの孤立対策として、同懇談会の中で意見交換を行

う時間を設け、ケアマネジャー間のネットワークの構築に努めている。 

② 社協ふれあい 

・健康講座のテーマに応じて、過去のアンケート結果から興味・関心を寄せる高齢者へ個別に開催案内を送付し、同講座

への参加率の向上を図っている。 

・担当圏域だけでなく他の圏域と合同で事業所懇談会を開催し、多くのケアマネジャーに対して権利擁護をテーマとした講

義を行うことでケアマネジャーの育成を行っている。また、ケアマネジャーの孤立対策として、同懇談会の中で意見交換を行

う時間を設け、ケアマネジャー間のネットワークの構築に努めている。 

・民生委員とケアマネジャーが介護予防サービス計画書を用いた事例検討を行い、職種を超えたネットワークの構築に努め

た。 

③ 聖徳園 

・様々な関係機関から情報を収集し、高齢者本人や家族について実態を把握するとともに、地域から相談がある場合は保

健所、市、社会福祉協議会コミュニティソーシャルワーカー等の各専門機関と連携し、地域のネットワークを活用した高齢

者の支援を行っている。 

・膝痛教室やノルディック・ウォーキング講座など地域課題に応じた講座等を開催し、単に講座を開催するだけでなく、その

後の自主的な取り組みにつなげるための支援を行っている。また、フレイルの周知と予防啓発の講座を開催し、ヘルスリテラ

シーの向上を目指すなど地域課題の解決に向けた取組みを実施している。 
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圏域 センター 総   評 

④ 安心苑 

・地域の通いの場で相談会を行い、相談者自身の相談だけではなく、近隣住民で心配な方の相談も受けるなど隠れた問題

やニーズの把握に努めている。 

・地域課題からのりあいタクシーの運行に向けた「おでかけタクシー」の試行実施や他の圏域と合同で「男だけの簡単ズボラ

飯料理教室」の開催など取組みの充実を図っている。 

・地域の通いの場とセルフケアの内容を記載したセンターが作成した「介護予防手帳」を活用しており、体力測定の記録を

前回の記録と比較できるような工夫を施し、高齢者の介護予防への意識向上を図る内容となっている。 

⑤ サール・ナート 

・センターが作成する成年後見制度に特化した冊子の配布、日頃から連携している担当圏域内の司法書士から得た詐欺・

消費者被害に係る情報を地域住民に対して共有するなど、高齢者の権利擁護に関する情報の周知活動を積極的に行っ

ている。 

・センターに隣接するスペースで毎週実施する「水曜体操」には毎回 20 名前後の高齢者が参加しており、高齢者における

交流や元気づくりの場となっているだけでなく、センターからの情報発信や高齢者の安否確認の場として活用することで、効

率的に実態把握を行っている。 

⑥ 松徳会 

・男性が地域活動に顔を出さないという地域課題に対して、他の圏域と合同で、既存の畑を中心としたコミュニティづくりであ

る「サンサンファーム」の活動を行うのに加え、「男だけの簡単ズボラ飯料理教室」を新たに開催するなど、取組みの充実を

図っている。 

・「認知症と共生社会」に関して、センター主催で認知症当事者を招いたフォーラムを開催し、地域住民及び多職種の関係

者がそれぞれの立場で認知症の方やその家族のためにできることは何かを考える機会となり、今後の支援体制の展開につ

なげる取組みとなった。 
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圏域 センター 総   評 

⑦ 美郷会 

・定期的に担当圏域に在籍しているケアマネジャーに対して事例検討会を開催することにより、意見交換や交流できる機会

を積極的に設けており、ケアマネジャー間のネットワークの構築に努めている。また、居宅介護支援事業所の管理者を対象

とした懇談会を開催し、ケアマネジャー間の個別のネットワークに加えて、事業所間のネットワーク構築につながる取組みを

積極的に実施している。 

・高齢者の入院時における医療機関への情報提供、退院時の在宅生活への円滑な移行を目的とした医療機関及びケア

マネジャーとのカンファレンスの調整や支援を行い、医療・介護関係者の連携の強化を積極的に図っている。 

⑧ みどり 

・認知症カフェの参加者から声の上から、センターが後方支援を行い、地域住民が主体となる家族会の発足に至った。定

期的に開催される家族会へ参加し助言を行うなどして、家族介護者の支援に努めている。 

・センターからの働きかけにより、第２層生活支援コーディネーターが個別地域ケア会議や医療職との多職種連携研究会、

ひきこもりネットワーク会議等の会議に参加することとなり、住民の地域課題の共有につながっている。 

・ケアマネジャーの初任者、中堅職員及びベテラン職員が集うそれぞれの懇話会を開催し、ケアマネジャーが地域課題に

ついて意見交換を行うとともに、横のつながりを深める機会を多数設けている。 

⑨ アイリス 

・認知症高齢者への対応に関して、金融機関に協力依頼や近隣のスーパーマーケットと意見交換を行うなど「高齢者見守

り 110番」協力店舗への巡回訪問を行い、顔の見える関係づくりに力を入れ、見守りのためのネットワークの充実に努めてい

る。 

・介護予防を目指す自主活動グループが新たに組成された場合、活動時に訪問して参加者の心身機能のアセスメントやグ

ループ全体としての課題を把握することにより、スムーズに活動を継続することができるよう積極的にグループの支援に努め

ている。 



資料③－１ 

枚方市地域包括支援センター（包括的支援事業）の実地確認結果（総評） 

 

 

 

 

 

圏域 センター 総   評 

⑩ 
大阪高齢者

生協 

・センターが作成した名刺サイズの啓発物を医療機関、薬局、歯科医院、金融機関に配架してもらっており、センターが高

齢者の総合相談窓口であることの周知に努めている。 

・街かどデイハウス、高齢者居場所、地域のサロン等の社会資源を高齢者の実態把握や情報収集の場として活用し、それ

らの積み重ねとアセスメントにより、地域の潜在的な課題の発見に努めている。 

・ケアマネジャーからのニーズを踏まえ、「みなさんはこんなときどうしていますかケアマネあるあるカード」といったケアマネジ

ャーの悩みや課題を引き出すツールを作成することで、積極的にケアマネジャーの支援を行っている。 

⑪ 
パナソニック  

エイジフリー 

・元気づくり・地域づくり会議にて抽出した地域課題を踏まえ、医療・介護・福祉などの様々な専門職が参加する家族介護

者の支援を目的とした取組みを実施している。家族介護者同士の情報共有や交流による介護負担の緩和に加えて、介護

負担に起因する虐待の予防につながる取組みである。 

・他の圏域と合同開催した疾病についての研修会やセンターが主催する多職種連携研究会を通して、より多くの医療・介護

関係者のネットワーク構築に努め、連携の強化を図っている。 

⑫ 大潤会 

・担当圏域にある医療機関と連携して今年度より認知症カフェを開催し、参加した認知症高齢者の介護者同士が交流する

ことで、地域からの孤立を防ぎ、介護者の心理的負担の軽減を図る機会としている。また、介護サービス事業者による認知

症高齢者支援の取組みが紹介されるなどの情報提供が行われることで、地域がサービスを早期に認知でき、介護負担の

軽減や適切な支援につながる機会としている。 

・他の圏域と合同開催した待合室懇談会において、歯科医師による高齢者の歯科受診の必要性をテーマとした講義や医

師とケアマネジャーが意見交換を行うことができる機会とし、医療と介護の連携体制の構築を積極的に実施している。 
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圏域 センター 総   評 

⑬ 東香会 

・担当圏域にある商業施設の従業員を中心に地域住民等に対して積極的に認知症サポーター養成講座を実施するととも

に、認知症すごろくを活用し、地域における認知症への理解の深化に努めている。 

・医療機関や介護保険事業者が地域の防災の取組みを把握できることを目指し、担当圏域の小学校区で開催される避難

訓練に医療・介護関係者の参加を促すことで地域の防災の取組みを把握できる機会とした。また、医療機関、介護保険事

業者、校区コミュニティ協議会等が参加する多職種連携研究会を開催しており、多職種と地域住民が意見交換を行い、災

害時のそれぞれの役割を明確にすることで連携の強化につなげている。 



当課評価 (①～⑦) 資料③－１

【

解
釈
】

①
センターの設置目的を踏まえて事業計画をたてるなど、計画
的な運営を行っている。 〇

基本方針・重点事項を掲げ、年間事業計
画を作成している。定例のセンター会議
や朝礼等でも各種事業等の企画について
共有している。また、第１圏域の地域特
性を鑑みた事業計画を立てて計画的に事
業を実施しており、事業実施後、セン
ター会議等にて振り返りや回覧を行って
いる。

〇

次年度の基本方針、重点事項を掲げ事業
計画を作成し、それに基づき運営してい
る。年間予定などを職員で分担し、定例
のセンター会議で検討や振り返りを行う
ことにより職員全員で共有している。 ○

毎年、前年度末にセンター職員で検討
し、事業計画を作成している。その都
度、必要に応じて修正、見直しを行いな
がら、計画的に運営している。

〇

年度末に年度の振り返りを行い、地域の
課題を検討し、それをもとに、センター
設置目的を踏まえて事業計画を作成し、
計画的な運営を行っている。

〇

年度当初にセンターの設置目的を踏まえ
て事業計画を作成し、計画的な運営を
行っている。進捗状況は計画表を掲示
し、職員全員が確認できるようにしてい
る。また、毎年1月～2月ごろにヒアリ
ングを行い事業計画に反映している。

〇

各種データを全職員で共有・分析し、地
域性を勘案した計画を作成している。
中間、年度末に事業計画等の評価・修正
を行うなどして、PDCAサイクルで計画
的な運営を行っている。 〇

事業計画に関しては3職種が中心となり
設置目的をふまえた上で、スタッフ全員
に意見を聞き事業計画を作成し、運営を
行っている。定期的に会議を実施し、進
捗状況を確認している。

②
センター設置の主旨やセンター業務等について研修等を行う
ことにより職員が理解している。 〇

新入職員に業務及び地域特性について研
修を行っている。センターの役割や業務
について職員間で随時確認している。

〇

新入職員には、センターの役割や業務等
について研修を行っている。また、その
他職員に対してもセンター業務等の研修
に参加を促し、スキルアップの向上を
図っている。地域の状況や事業計画の進
捗状況なども共有することでセンター業
務の理解と周知を図っている。

○

設置目的や、基本方針はセンター内に掲
示し、全員がいつでも見られるようにし
ている。新入職員研修の際にセンター設
置の主旨やセンター業務等を必ず取り扱
うことにより、理解をすすめている。 〇

センター設置の主旨やセンター業務等に
ついて、センターマニュアルをもとに確
認を行っている。新入職員には、各職種
の職員が新人研修を行っている。新人研
修を行うことで、各職員もセンター設置
の主旨等を再確認することにつながって
いる。

〇

センターマニュアルの熟読と、長寿社会
開発センター主催の外部研修の受講を勧
奨している。毎月のセンター内会議で総
合相談実績などを提示し業務の意識づけ
をしている。 〇

センター設置の主旨やセンター業務等に
ついてはセンターマニュアル等を熟読
し、職員全員が理解している。
また、管理職向けに「地域包括・在宅介
護支援センターリーダー職員研修」の研
修視聴と意見交換を行い、センター業務
や関連する事業等に関する最新情報を学
んでいる。

〇

センターマニュアル、センター独自の業
務マニュアルなどを用い、定期的に研修
を行っている。適宜、事業計画を確認し
センター設置の主旨を理解し業務を行え
るよう務めている。

③
センターに在籍するすべての職員が高齢者等の権利擁護に関
する研修を受講している。 〇

センター職員が成年後見制度、高齢者虐
待、特殊詐欺、障害者差別解消等をテー
マとした研修に参加し、朝礼や回覧等で
内容について共有している。 〇

法人が実施する障害者差別解消法等の研
修やひらかた権利擁護成年後見センター
が開催している意思決定支援研修にセン
ター職員が参加することで知識の向上に
努めている。

○

高齢者の権利擁護に関する研修につい
て、今年度中の受講及びセンター職員へ
の伝達研修を実施している。

〇

センター内研修で高齢者等の権利擁護に
関する研修を行い、すべての職員が受講
している。

〇

毎年１回センター内研修をしている（高
齢者等の権利擁護に関する外部研修を受
けた者による伝達研修）。

〇

センター内ミーティングで虐待防止研修
や事例検討等を行い、高齢者の権利擁護
に関する知識と対応についてすべての職
員が学んでいる。 〇

法人での権利擁護の研修に参加し伝達講
習を行っている。またセンター内におい
ても虐待などの研修を定期的に実施して
いる。

④
センターに対する利用者や家族からのカスタマー・ハラスメ
ントに適切に対応する体制を整備しているか。 〇

法人内において職員に対するカスタマー
ハラスメント行為対策要綱及び暴力行為
等対策要綱を制定しており、また、法人
が契約している弁護士に相談できる体制
を整備している。

〇

法人内において職員に対するカスタマー
ハラスメント行為対策要綱及び暴力行為
等対策要綱を制定しており、また、法人
が契約している弁護士に相談できる体制
を整備している。

○

法人内にて規定を定めており、その体制
をセンター内で共有している。

〇

利用者や家族からのカスタマー・ハラス
メントに適切に対応するために、カスタ
マー・ハラスメント相談担当者を設置
し、対応する体制を整備している。 〇

「介護現場におけるハラスメント対策マ
ニュアル」を参考に、体制を整備してい
る。他事業所からの相談対応も含め随時
管理者へ報告し適切な対応ができるよう
努めている。

〇

センター内ミーティングで「ハラスメン
ト」をテーマに勉強会の時間を設け、カ
スタマー・ハラスメント等への対応を学
んでいる。また、相談体制（相談を受け
た場合のフローチャートや相談窓口）を
周知している。

〇

ハラスメント対策マニュアルを整備して
いる。

【

解
釈
】

①

支援にあたっては、保健･医療･福祉サービスが特定の事業者
に不当に偏らないよう、また利用者を不当に誘導しないよ
う、総合的かつ効率的に、多様な事業者から提供されるよう
配慮している。

〇

サービス事業者の案内について、相談者
本人の状況及び希望を最優先するととも
に、事業所一覧等を用いて偏らないよう
配慮している。新設されるサービス事業
所等については、チラシ等を回覧し職員
間で情報共有している。介護保険以外の
サービス等についても、多くの情報を職
員間で共有して特定の事業者に偏らない
よう配慮している。

〇

相談者や家族等の意向を確認し、相談者
のニーズに合わせながら事業所一覧表等
を用いて、各種事業所の情報を複数提供
している。情報提供した各種事業所を職
員間で共有し、特定の事業所に偏らない
よう公平性を図っている。また、事業所
が新設された場合は、チラシやパンフ
レットを回覧し職員間で情報共有してい
る。

○

事業所を選定する際は、相談者の意向を
まず確認し、できるだけ尊重するように
している。意向がない場合は、自宅から
近いか、主治医関連の事業所かどうか
等、個々の状況に応じて複数の事業所を
提示し、相談者が選びやすいように工夫
している。各事業所が作成したパンフ
レットを活用したり、事業所の動向、特
徴について日頃からセンター内で共有し
ている。

〇

センターで作成したサービス一覧表を提
示しながら本人の意向を確認し、条件に
合う事業所を提案するようにしている。
ミーティングで利用状況を共有し、偏り
のないよう配慮している。

〇

相談者の意向に沿った情報提供を行い、
選択・決定を促している。また、相談者
自身が自己決定が困難でセンターが紹介
する場合は管理者に報告し、管理者が不
当に偏りがないことを確認している。ま
た、具体的な情報提供により相談者自身
が最終決定できるよう努め、支援してい
る。

〇

相談者や家族の意向に沿って、複数の情
報提供を行っている。紹介する際には介
護保険サービスだけでなく、インフォー
マルサービスなども積極的に紹介してい
る。
総合相談データを活用し、定例のセン
ター内ミーティングで偏りがないかなど
の確認を行っている。

〇

情報の一覧をサービスごとに分類し、
ファイリングしている。ファイルやパン
フレットなどは誰でも閲覧できるところ
に設置し、相談時は相談者の意向を確認
しながら一覧表を提示し、各事業所の特
徴などを説明し、偏りのないよう選択し
てもらっている。偏りがないかの確認は
毎月の請求業務時に所長が確認してい
る。

【

解
釈
】

①
継続的な支援が必要な高齢者に対し、責任体制等を明確にす
るため、「主担当職員」を決めている。 〇

ケースの相談内容の専門性等を考慮し、
主担当職員を決めて対応を行っている。

〇

相談を受け付けた職員が管理者と協議
し、ケースの相談内容等に応じて主担当
職員を決めて支援を行っている。

○

新規ケースは管理者が内容を確認したう
えで、主担当職員を決める。虐待・生活
困難・認知症・精神疾患・近隣トラブル
等の継続的支援に関わりが必要とされる
ケースでは、特定の職員に偏らないよう
に配慮し、異なる職種の２人体制をとっ
ている。

〇

継続的な支援が必要な高齢者に対し、主
担当を決めて関わることとしているが、
相談内容によっては複数で対応するよう
にしている。 〇

管理者・専門職種で協議し、ケースの主
担当者を決定している。原則、総合相談
の記録をもとにどの職員でも対応できる
よう体制を整えている。 〇

相談内容に応じてケースの主担当を決め
て対応している。また、必要に応じて複
数職員での対応も適宜行っている。

〇

利用者の状態に応じて職員全体で協議
し、主担当者を決めている。状況によっ
ては複数で関わることもある。

②
必要性に応じ随時センター内でカンファレンスを行うなど、
チームとして検討･支援していく場を設けている。 〇

毎日の朝礼にて、前日に対応したケース
の情報共有を行い、今後の対応・支援に
ついて検討している。必要に応じて都度
ケースの検討を行い、また、定例のセン
ター会議においても検討するようにして
いる。

〇

定例のセンター会議でケースを共有する
時間を設けて職員間での共有や検討を行
うが、緊急性が高い場合などは朝礼の場
や都度協議を行い対応している。 ○

毎朝、毎夕礼時と月1回の定期ミーティ
ングで報告し、共有している。その他の
ケースおよび虐待相談などの緊急時は随
時協議している。 〇

新規ケースや対応に迷ったときは、毎日
のミーティングで報告し、必要に応じカ
ンファレンスを行いチームとして検討・
支援している。 〇

前日に受けた相談のうち支援方向を共有
すべきケースについては朝礼で、また新
規相談受付時はその日在籍している職員
間で可能な限り全件の情報共有と検討を
し、支援方向を決定している。

〇

支援困難事例は随時センター内でカン
ファレンスを行い、職員全員が協議に関
与する体制をとっている。

〇

必要に応じて随時カンファレンスを行
い、職員全員に周知しながら対応を検討
している。経過に関しては毎朝のミー
ティングや月１回の定例会議の場などを
利用し職員全員で情報共有している。

③
支援困難ケースの対応や緊急性の判断等について、「主担当
者」だけでなく、複数の職員が関わる配慮をしている。 〇

支援困難ケース等の対応について、管理
者が緊急性の判断を行うこととし、担当
者に管理者等も加わった複数制を導入し
ている。また、担当者の孤立を防ぎ、専
門職の意見も踏まえながら様々な視点か
ら課題に対応できるよう配慮している。

〇

支援困難ケースの対応や緊急性の判断に
ついては、基本的に職員全員が関わる体
制をとっている。また、必要に応じて2
人体制で訪問するなど複数名で対応して
いる。

○

支援困難ケースは、基本的に異なる職種
の２人体制をとっている。緊急性の判断
は、管理者が行い、不在時は在席職員で
相談して判断している。 〇

支援困難ケースの対応や緊急性の判断に
ついては、随時、職員が管理者と相談し
必要に応じて複数で関わっている。

〇

緊急性の判断については、管理者に報告
し、センター内で検討後、対応者を決定
している。チームアプローチを意識し、
複数で関わるようにして効果的な支援の
手法、方向性を検討し対応している。

〇

担当者が孤立することのないよう、職場
全体で支える体制を作っている。緊急性
の判断については、複数職員で行ってい
る。 〇

支援困難ケースや緊急を要する場合には
単独では対応せず、複数の職員で対応で
きる体制をとっている。

④
職員間で情報共有や検討ができるよう所内会議等を開催して
いる。 〇

定例のセンター会議を開催している。毎
日の朝礼でも相談内容や、その日の確認
事項等情報共有を行っている。

〇

定例のセンター会議を開催している。必
要に応じて、朝礼の場や都度ケースを検
討して確認事項の共有を行っている。

○

毎朝、毎夕礼時と定例のミーティングで
ケース報告や検討を行っている。

〇

毎日ミーティングで情報共有し、必要に
応じて検討している。また、定例のセン
ター内会議を開催している。

〇

毎日の朝礼と定例のセンター内会議に加
え、随時、情報共有や検討をしている。

〇

定例でセンター内ミーティングを行い、
情報共有や課題の検討を行っている。ま
た、随時の情報共有はチームLINEを活
用するなどして情報伝達にタイムラグが
生じないように心がけている。

〇

毎朝のミーティング、定例会議を実施し
情報共有や検討ができるようにしてい
る。

◎：よくできている。　○：できている。　△：努力が必要。

【基本項目】（運営全体に関すること）

１．地域包括支援センターの設置目的について職員に周知・理解させ、運営に活かしているか。

社協こもれび 聖徳園 松徳会サール・ナート 美郷会社協ふれあい

令和６年度　枚方市地域包括支援センター（包括的支援事業）評価表

安心苑

高齢者が住み慣れた地域で尊厳あるその人らしい生活を継続することができるようにしていくためには、できるだけ要介護状態にならないような予防対策から、高齢者の状態に応じた介護や医療サービス等の様々なサービスを高齢者の状態の変化に応じて、切れ目なく提供することが重要です。
地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、地域支援事業等を地域において一体的に実施する役割を担う中核的機関として設置されました(介護保険法第115条の46第1項)が、これらのことを職員一人ひとりが理解して業務を遂行していく必要があります。

地域包括支援センターの運営は、公正・中立性を確保しつつ適正にされなければならないとされており、地域の関係者全体がそれを評価する場として、「地域包括支援センター運営等審議会」が設置されています。センター職員は、その運営が常に運営等審議会の関与、すなわち地域の意思に基づいて行われるものであることを理解していく必要があります。

各職種が地域包括支援センターの業務全体を十分に理解し、常に情報を共有し、相互に連携･協働しながら、「３職種」が「４つの業務」を行う「チームアプローチ」の考えが基本であると認識することが必要です。

２．運営において公正性･中立性が確保されているか。

３．チームアプローチが図られているか。
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当課評価 (①～⑦) 資料③－１

社協こもれび 聖徳園 松徳会サール・ナート 美郷会社協ふれあい 安心苑

【

解
釈
】

① センターの看板や案内等が、わかりやすく表示されている。 〇

センターの立地を活かし、目立つように
のぼりを立てている。ガラス窓にも内張
看板を設置してわかりやすく表示してい
る。 〇

建物１階の入り口にのぼりを設置すると
ともに、センターが入る３階の窓に看板
を張り出し、遠くからでも見えるように
している。また、１階エレベーター横に
も案内板を設置している。 ○

センターが入るビルの１階ロビーに立て
看板を設置、２階のセンター入り口前に
のぼりを設置し、来た人がわかりやすい
ようにしている。2階ベランダから外に
向けてかけ看板を出している。 〇

大きな看板をわかりやすく設置し、毎日
のぼりを設置している。

〇

正面玄関に大きく見やすい看板を設置
し、のぼりも入口両側に設置している。
正面玄関横の掲示板に啓発ポスターや、
センターからの案内等を貼り出してい
る。 〇

センターの入り口に2か所、通行量の多
い道路に面したベランダ外側に１か所看
板を設置。季節に合わせてデザインを変
えるなど工夫しながら、介護保険に関す
ることや運動教室など地域住民に向けた
チラシ等を設置し情報発信を行ってい
る。

〇

建物に看板を設置、名称、電話番号を大
きく掲示している。わかりやすい場所に
センターののぼりを設置している。

②
センターの案内や業務内容を、地域住民や関係機関に積極的
に周知を図るとともに、センターの理解が深まるように働き
かけている。（３段階評価）

〇

センター入口付近に、啓発用のポスター
やチラシを設置している。また、歩道に
面している内窓に介護予防に関するポス
ター、消費者被害に関する注意喚起等を
掲示し、歩行者の目を引くような工夫を
している。また、広報紙を年４回、校区
コミュニティ協議会協力のもと圏域全体
に配布するとともに医療機関や薬局にも
設置を依頼している。玄関の外に自由に
休憩できる椅子を置き、気軽に相談でき
る雰囲気を作ることでセンターに関心を
持ってもらうなどの工夫を行っている。

〇

地域のサロンや喫茶等への出前相談時に
はセンターのパンフレットやチラシの配
布だけでなく、介護相談、健康相談及び
ひらかた元気くらわんか体操の啓発を行
うなどして、地域住民へ積極的にセン
ターの業務内容の周知を図っている。ま
た、広報紙を自治会、圏域にある医療機
関、居宅介護支援事業所及び行政機関等
に配布し、回覧や掲示してもらえるよう
働きかけている。

○

専門職が作成するチラシや、センターの
パンフレットを会議や行事および自治会
を通じて全戸配布したり、銀行、郵便局
で設置してもらう等で周知をはかってい
る。

〇

校区コミュニティ協議会の役員として極
力会議に参加しセンターの周知を行い、
役員会に参加していない校区コミュニ
ティ協議会については、会長や役員と連
絡を密にし必要に応じて回覧板などの活
用により広報をしている。また、老人会
や校区福祉委員等の集まりに参加しセン
ターの理解が深まるように働きかけてい
る。

◎

センターの広報紙を年に２回発行し、セ
ンターがどういうところか、地域資源の
紹介、第2層協議体や通いの場での活
動、研修案内などの情報を圏域内の全自
治会へ回覧している。その他、センター
職員の似顔絵入り簡易チラシの活用や
LINE配信(月に5回程度)により周知に努
めており、LINEアカウントともだち登
録者数は少しずつ増えている(登録数
131)。

◎

センター独自のホームページとLINE公
式アカウントを定期更新している。
ホームページでは事業所向けの研修等の
活動報告など様々な情報を随時掲載し、
センターの業務内容の周知を図ってい
る。
LINEは登録者が601名。開始から6年
経過し、毎年約100人ペースで登録者
が増えている。また、圏域の介護保険事
業所のみを対象にしたLINEアカウント
を新規開設。制度改定や枚方市からのお
知らせ等を配信している。
さらに、商業施設や薬局、医療機関の協
力により、チラシ等を常時ラックに入れ
ている。

◎

年４回広報紙を作成し、老人会や自治会
を通じて圏域全体に配布している。近隣
のクリニックなどにも持参し置いても
らっている。内容に関しては認知症予防
や健康情報など興味を持ってもらえる内
容となるよう工夫している。センターの
壁面、カフェボードにセンターの業務内
容や取り組み、開催している講座などを
掲示している。

【

解
釈
】

①

総合相談対応時の個人情報の第三者への提供にあたっては、
「誰」に「どのような情報」を「何の目的」で提供するのか
を説明したうえで、書面にて利用者の同意を得ている。ま
た、書面での同意が困難な場合は必ずその内容を記録してい
る。

〇

総合相談対応時に口頭にて説明して、書
面での同意が困難な場合は同意を得てそ
の内容記録している。 〇

個人情報を第三者に提供する場合は、事
前に本人や家族に確認し、同意を得てい
る。書面での同意が難しい場合は、口頭
で説明したうえで同意を得て、その旨を
記録している。

○

総合相談対応時は、必要に応じて関係者
へ情報提供を行う際、本人、家族に説明
し同意を得たうえで行うものとし、必ず
総合相談の記録に残すようにしている。 〇

文書での同意を得ている。ただし、電話
による総合相談等の際に書面での同意が
得られない場合は、口頭にて説明し同意
を得て、記録している。 〇

相談室には同意書を置き、必要に応じて
説明し、書面で同意を得ている。電話相
談等で書面による同意が得られない場合
は口頭で確認し、必ず記録している。 〇

第三者に情報提供する場合は、説明し書
面にて同意を得ている。口頭で同意を得
た場合は記録に残している。 〇

書面で同意をもらっている。書面で同意
をもらうことが困難な場合には口頭で説
明し、同意を得たことを記録している。

②
個人情報保護について職員がきちんと理解できるよう、個人
情報保護に関する市の取扱方針に従って対応マニュアルの整
備や職員への研修等を行っている。

〇

法人が作成する個人情報保護に関する方
針及び個人情報取扱マニュアルを整備
し、センターに掲示している。また、新
入職員に対して、個人情報に関する誓約
書の提出を義務づけている。

〇

個人情報取り扱いマニュアルは、セン
ター内に掲示し、常に職員間で意識でき
るようにしている。新入職員に対し、個
人情報保護についての研修を行うととも
に個人情報遵守の誓約書を提出させてい
る。

○

法人が規定している個人情報保護１０ケ
条をセンター内に掲示し、常に意識でき
るようにしている。また、新人職員には
入職時に個人情報の取り扱いについての
研修も行っている。

〇

個人情報保護に関する市の取扱方針に
従って対応マニュアルを整備し、毎年確
認している。また、個人情報保護に関す
る研修も開催している。 〇

法人共通の個人情報保護規定を整備して
いる。個人情報保護に関する市の取扱い
方針に従い対応マニュアルを整備し、毎
年１回センター内会議で研修を実施して
いる。守秘義務については、新入職員に
誓約書を提出している。

〇

個人情報保護マニュアルを整備し、適宜
更新している。
また、毎年職員が個人情報の外部研修に
参加し、伝達研修を全職員が受講してい
る。

〇

個人情報保護のマニュアルを整備し周知
している。新入職員は法人にて個人情報
保護の研修を受け誓約書を提出させてい
る。

③
法人内やセンター内、職員間等で不必要に個人情報が流れて
いない。 〇

相談スペースに仕切りを設置し、相談者
が安心して話しやすい空間となるように
配慮している。職員が離席する際は、
ケースファイル等の個人情報を含む書類
の取り扱いに注意し、職員以外の目に触
れることがないようにしている。職員の
会話で不必要に個人情報を出していな
い。

〇

個室の相談スペースを利用し、相談者の
プライバシーを守っている。また、職員
間の会話内容や声の大きさに注意し、個
人情報の流出に注意している。

○

電話の伝言メモは、パソコンの共有フォ
ルダ内で実施し、担当者のみが確認のう
え、対応次第削除している。他の個人情
報については、口頭で確認し、不必要な
情報流出を予防している。法人とセン
ター間で個人情報のやりとりは行ってい
ない。

〇

法人職員はセンターに来ることはなく、
センター職員同士でも必要な共有事項以
外の個人情報を伝えていない。

〇

法人内や、センター内、職員間におい
て、不必要に個人情報が流れないように
業務上最低限の共有にとどめている。

〇

相談室は個人情報が漏れないように仕切
られている。また、法人と個人情報を共
有することはない。職員間において、不
必要に個人情報が流れないように業務上
最低限の共有にとどめている。 〇

相談スペースには仕切りをしている。自
席を離れるときは個人情報を含む書類は
なおし、パソコンの画面も閉じている。
職員間において、不必要に個人情報が流
れないように業務上最低限の共有にとど
めている。

④ 個人情報の保管が確実にされている。 〇

ケースファイル及びその他個人情報を含
む書類については、施錠できる書庫に保
管している。

〇

個人情報は施錠できる書庫に収納して必
ず施錠している。

○

ケースファイルは、施錠できる場所で保
管している。各職員のデスクも不在時は
施錠している。個人情報の持ち出しは原
則禁止している。 〇

個人情報は鍵のかかるロッカーに保管
し、また鍵の管理は管理者が行ってい
る。

〇

鍵付き書庫と金庫を利用し個人情報を保
管している。

〇

個人情報を含む書類は鍵のかかるロッ
カーに保管するなど、マニュアルに沿っ
て対応している。

〇

個人情報を含む書類は鍵のかかる保管庫
に保管している。

⑤
個人情報の持出・開示時は、管理簿への記載と確認を行って
いる。 〇

個人情報持ち出し時は、管理簿に記載し
ている。

〇

個人情報持ち出し時は、管理簿に記載し
ている。

○

個人情報持ち出し時は、管理簿に記載し
ている。

〇

個人情報持ち出し時は、管理簿に記載し
ている。

〇

個人情報持ち出し時は、管理簿に記載し
ている。

〇

個人情報持ち出し時は、管理簿に記載し
ている。

〇

ケースファイルの持ち出しに関しては禁
止している。

【

解
釈
】

①
苦情受付の担当者・責任者を置いている。また、苦情受付台
帳を作成し、対応記録を残している。 〇

苦情対応担当者は管理者が、苦情対応責
任者は法人の担当者が担っている。苦情
があった際は対応を記録して苦情受付記
録ファイルに保管している。 〇

苦情受付の担当者は管理者が担い、責任
者は法人の担当者が担っている。苦情処
理台帳を作成し、対応記録を残してい
る。 ○

法人の規定にて、苦情受付担当者（担当
者）、苦情解決担当者（責任者）を配置
し、法人内規定の仕様による苦情受付台
帳にて記録している。 〇

苦情受付担当者・責任者を置いており、
苦情対応記録を保管している。

〇

各職員が随時対応し、責任者は管理者と
している。対応経過等は記録を残し台帳
管理のうえ、法人に定期的に報告してい
る。 〇

苦情受付の責任者は管理者が担ってい
る。苦情があった際には受付簿に記録し
ている。

〇

管理者が責任者となり、各職員が苦情対
応を行っている。苦情があった場合は台
帳に記載しセンター内で情報共有してい
る。

②
苦情についてきちんと対応できるよう、対応マニュアルの整
備や職員への周知を行っている。 〇

苦情対応に関する体制や対応の流れなど
をセンター内に掲示し、いつでも閲覧で
きるようにしている。

〇

苦情対応マニュアルを作成し、苦情受付
の体制を整備している。ヒヤリハットや
苦情対応の流れを掲示し周知を行ってい
る。 ○

苦情受付マニュアルを作成し、所定の場
所に保管し、いつでも確認できるように
している。

〇

苦情対応マニュアルを整備し職員に周知
している。

〇

苦情対応マニュアルで研修し、個々の職
員が適切に対応できるよう準備してい
る。毎月のセンター内会議でも再度共有
し対応結果を振り返るように努めてい
る。

〇

苦情マニュアルを整備して全職員が対応
できるようにしている。

〇

苦情対応マニュアルを作成し各職員が対
応できるようにしている。苦情があった
場合には法人に報告している。

③
苦情の対応や問題の解決方法については書面（第三者機関の
活用や法人との連携等も含む。）を掲示し、利用者等にもわ
かりやすく説明している。

〇

苦情受付や第三者機関等について、利用
者にわかるよう相談室に提示し、説明し
ている。

〇

苦情受付窓口の設置について相談者から
見えやすい壁面に掲示している。利用者
等にわかりやすく説明している。

○

相談室に苦情受付担当者、第三者委員を
掲示し、説明している。

〇

苦情対応や苦情の窓口を掲示し説明して
いる。

〇

苦情相談窓口及び解決に至る対応方法に
ついて掲示し説明している。

〇

苦情受付対応者や相談機関についてセン
ター内に掲示し、説明している。

〇

苦情受付担当者、第三者機関について相
談スペースに掲示し、説明している。

６．苦情受付の体制整備が整っているか。

地域包括支援センターは、要援護高齢者の相談・支援に関わる機関であることから、苦情解決には社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応をすることが求められています。

５．個人情報の保護について、適切に取り組んでいるか。

地域包括支援センターは高齢者の総合相談や権利擁護を担うことから、自ら支援を求めることができない高齢者であっても活用できるよう、積極的に周知を図る必要があります。そのためには、高齢者のみならず、高齢者を取り巻く地域住民や地域活動を行う関係者等に対しても積極的に周知を図っていくことが必要です。

地域包括支援センターは運営上、多くの個人情報を扱うことになるため、取り扱いには充分留意する必要があります。また、相談者等のプライバシーを尊重し、相談や情報収集においては支援をするうえで必要な範囲内にとどめるとともに、常に守秘義務を負うものであることを自覚する必要があります。

４．地域住民への周知が図られているか。
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【

解
釈
】

①
夜間や休日における緊急時には、職員と連絡がとれる体制が
整っている。 〇

夜間、休日、長期休暇について、留守番
電話の内容を管理者が随時チェックして
いる。また、連絡網を整備して職員と連
絡が取れるようにしている。

〇

職員連絡網を作成し、職員間で連絡が取
りあえる体制を整えている。休日はセン
ターの留守番電話に入ったメッセージを
管理者が確認している。長期休暇の場合
はセンターの携帯電話を管理者が所持し
緊急時の対応に備えている。

○

開所時間外は、センターの電話は留守番
電話に切り替え、緊急時は緊急用携帯電
話の番号を案内している。緊急用携帯電
話は職員が持ち回りで対応している。

〇

夜間や休日は留守番電話にて緊急連絡先
を提示している。管理者から担当者に連
絡できるように、緊急連絡網を作成し、
連絡体制を整えている。

〇

夜間・休日は留守番電話対応。長期休業
時には管理者が緊急携帯を所持し、留守
番電話でその電話番号をアナウンスして
いる。法人の協力もあり、必要時は速や
かに連絡がとれる体制となっている。 〇

営業時間外には留守番電話から業務用の
携帯電話に転送されるようになってい
る。緊急性がある場合には担当者に連絡
するなど体制を確保しており、センター
のホームページにもこのことを記載して
いる。急な職員間の連絡等はＬＩＮＥを
活用している。

〇

時間外は留守番電話に設定し、１日２回
メッセージを確認している。職員間は連
絡網を作成し緊急時に連絡がとれる体制
にしている。緊急時の連絡はグループラ
インも活用している。

【

解
釈
】

①
法人代表者やセンター管理者は、センター職員がスキルアッ
プのための研修にできるだけ参加できるよう配慮している。 〇

研修情報については、朝礼や回覧により
周知し、希望者が参加できるよう配慮し
ている。センター職員全員が外部研修等
へ参加し、スキルアップできるよう促し
ている。

〇

職員の研修参加について、研修情報を回
覧し、参加を奨励している。法人が開催
する研修にも可能な限り参加を勧めスキ
ルアップができるように促している。

○

外部の研修は、必要な内容については可
能な限り参加するようにしている。ま
た、法人内の研修も同様に可能な限り参
加している。

〇

必要な研修は受講してもらい、また職員
の希望を聞き受講させるなど、法人の支
援を受け、積極的な研修受けさせてい
る。

〇

法人の支援により、職員がスキルアップ
のため外部研修を受けられる環境が整っ
ている。

〇

外部研修の案内は全員で供覧し、研修参
加等によって新しい情報を取り入れるよ
うに努めている。職員全員に外部研修へ
の積極的な参加を促すとともに、職種に
よって必要と思われる研修については個
別に案内している。法人は外部研修を自
己研鑽の機会として推奨しており、交通
費や参加費等の負担をするなど配慮して
いる。

〇

研修案内は全員に回覧し、希望の研修に
参加できるよう配慮している。研修費用
や交通費は法人が負担している。

②
知り得た情報や知識については、全員にフィードバックし共
有している。 〇

研修資料は回覧したうえ、定例のセン
ター会議にて内容の伝達を行うことによ
り共有している。

〇

受講した研修内容については、定例のセ
ンター会議で報告を行い、職員全員に共
有している。研修資料は回覧後、研修
ファイルに綴り閲覧できるようにしてい
る。

○

センター内での会議や、研修資料、参加
記録等の回覧にて共有している。

〇

研修の記録、資料を共有し、疑問点があ
れば質疑に答えている。研修資料はデー
タ化し、いつでも確認できるようにして
いる。 〇

研修参加後は、朝礼やセンター内会議に
おいて伝達研修し、学びを深め共有して
いる。また、研修資料はファイリングし
供覧できるようにしている。 〇

朝のミーティングでの報告や伝達研修等
で共有している。

〇

知りえた情報や知識に関しては、毎朝の
ミーティングなどで伝達研修を行い周知
している。研修資料は回覧し、その後
ファイリングしていつでも閲覧できるよ
うにしている。

③
センターの人材確保や定着を図るため、実習生の受け入れを
行っている。 〇

大学及び専門学校から実習生の受け入れ
を行っている。

〇

大学や専門学校から実習生の受け入れを
行い、助言や指導を行っている。

○

近隣の大学等から依頼がある。職種に
よって法人からの受け入れ依頼もあり、
可能な範囲で受け入れている。 〇

現在保健師の実習を積極的にうけてい
る。今後は社会福祉士の実習も検討して
いる。 〇

大学からの看護学生実習や、大阪府看護
協会から看護師のセカンドレベル実習の
受け入れを随時行っている。 〇

実習生の受け入れは出来るだけ行ってい
る。また、圏域内医療機関の看護師長実
習等の受け入れも積極的に行っている。 〇

毎年看護師の実習生を受け入れている。

④
センターの人材確保や定着を図るため、休暇の取得機会を確
保している。 〇

労働基準法に基づき、年次有給休暇を付
与している。夏季休暇も付与し、職員が
希望する休暇を取得できるよう体制を整
えている。 〇

休暇は本人の意向を確認するなどして取
得機会を確保している。

○

休暇は本人の意向を確認するなどして取
得機会を確保している。

〇

休暇は本人の意向を聞き、取得できてい
る。

〇

有給休暇取得の管理表、業務の月間予定
表を掲示し、自ら休暇希望日を貼りだし
て暇を取得しやすい環境としている。

〇

年次有給休暇が取得しやすい職場環境を
意識しており、希望に応じて連休も取得
できるようにしている。

〇

前月に希望休を確認しシフトを調整して
いる。ほぼ希望通り休暇を取得できてい
る。

⑤
センターに在籍する全ての職員に対して、センター又は受託
法人がメンタルヘルス対策を実施している。 〇

法人が年１回ストレスチェックを実施
し、必要に応じて医師の面談を行ってい
る。

〇

法人が年1回のストレスチェックを行っ
ている。治療の必要性が認められる職員
には面談を行い、医療受診を勧めるなど
の配慮を行っている。 ○

法人がメンタルヘルスチェックを年１回
実施している。

〇

年に２回メンタルチェックを行い、必要
者に医師の面談を提示している。

〇

毎年法人内でストレスチェックを実施
し、問題があれば産業医へ相談できる体
制が整っている。

〇

全ての職員が年１回メンタルヘルス
チェックを受けている。管理者が職員と
個別に相談や意見等を聞く機会として、
個人面談を実施している。 〇

法人の定期健診時にストレスチェックを
実施、高ストレス者に該当した場合は産
業医の受診を勧めている。

【

解
釈
】

①
インフォーマルサービスを含めた地域の社会資源を把握し、
機能や役割を整理したうえで、暮らしまるごとべんりネット
の更新を行っている。

〇

介護サービス事業所、医療機関、公共施
設、その他インフォーマルサービスに関
する情報を収集し、暮らしまるごとべん
りネットの情報を随時更新している。 〇

自治会や老人会など社会資源の情報収集
を行い、随時暮らしまるごとべんりネッ
トの情報の更新を行っている。

○

暮らしまるごとべんりネットについて、
新たな情報を把握した際は、随時情報を
更新している。

〇

インフォーマルサービスは地域の情報の
把握につとめ、情報の変更があれば、暮
らしまるごとべんりネットを更新してい
る。 〇

大きい地図に社会資源を見やすく示した
ものをセンター内に掲示し随時更新して
いる。また、暮らしまるごとべんりネッ
トの情報や見守り１１０番協力店舗数を
増やし情報更新している。

〇

地域の情報を積極的に集め、暮らしまる
ごとべんりネットの入力及び更新を定期
的に行っている。

〇

介護保険事業所、インフォーマルサービ
スなどの社会資源の情報を把握して、情
報を整理し、暮らしまるごとべんりネッ
トの更新を適宜行っている。

②
圏域における高齢者のニーズ把握を行い、ニーズを検討する
ネットワークを構築している。（３段階評価） 〇

出張相談等で把握した高齢者のニーズを
踏まえ、元気づくり・地域づくり会議の
中で共有及び地域課題として検討を行う
ことで、課題解決を図っている。また、
民生委員地区委員会が主催する定例会議
にセンター職員が参加して顔の見える関
係の構築に努め、センターに相談しやす
い関係性を築くことによって問題の早期
発見を図っている。

◎

自治会や老人会の役員との懇談を行い、
地域で開催されるサロンやカフェなどで
実施する出張相談、健康相談及び公園で
の体操を継続することによって高齢者の
ニーズ把握を行っている。また、第2層
協議体の立ち上げ支援を行い、地域の活
動や高齢者を取り巻く課題について話し
合いができるネットワーク構築ができて
いる。

○

第2層協議体会議に参加し、地域の情報
やニーズを把握している。第2層協議体
以外では、出前講座や地域活動に参加す
る場で民生委員等からの情報や相談を通
じて把握し、多職連携研究会や各連絡会
等で共有しネットワークの構築につなげ
ている。

○

地域の総合相談によりニーズを把握し地
域の通いの場や、デイサービス、民間企
業等とニーズを検討するネットワークを
構築し、課題解決に向けて協働してい
る。

◎

地域活動参加時や出前講座を通して、民
生委員はじめ地域住民からニーズ把握を
行い、第２層協議体等でその検討ができ
るよう努めている。民生委員や生活支援
コーディネーター等の地域の担い手と管
理者携帯のLINEがつながり個別件数も
増えタイムリーな情報共有がしやすく
なっている。

◎

日頃から介護保険事業所や民生委員、街
かどデイハウス、商店街、企業、金融機
関、など様々な関係機関等とネットワー
ク構築を図っており、高齢者のニーズ把
握に努めている。
「ひらかた☆いすプロジェクト」に関す
るアンケートを、商店街の組合の協力に
より、商店街の店舗や金融機関、事務所
等を対象にニーズ調査を実施している。

〇

老人会やサロンでの出前講座、第2層協
議体などで高齢者のニーズの把握を行
い、自治会、民生委員、社会福祉協議会
などと連携をしネットワークを構築して
いる。

③
既存のネットワークが有機的に機能できるよう維持・改善に
努めている。（３段階評価） 〇

居宅介護支援事業者、訪問介護事業者、
通所介護事業者との懇談会等を通じて
ネットワークの強化を図り、個別支援の
対応に活かしている。また、見守り１１
０番協力店舗の拡充を目指し既存ネット
ワークの維持・改善に努めている。

〇

見守り110番協力店舗に継続して協力
依頼を行っている。
食品ロスを減らすための取り組みである
フードバンクに参加している民生委員に
対して、地域活動に関する状況の聞き取
りを行い、当該民生委員やコミュニティ
ソーシャルワーカーと連携して食糧支援
が必要な住民をフードバンクの取り組み
へ繋いでいる。

○

圏域内で新たな医院、店舗等が開設され
た場合は、積極的にセンターからアプ
ローチするようにしている。圏域内の地
域ケア会議、事業所連絡会等を通じて、
ネットワーク構築、維持、有機的な機能
強化に努めている。

○

地域の通いの場に定期的に訪問し活動を
支援することで維持・改善に努め、そこ
に総合相談で把握した相談者をつないだ
りしている。

◎

第５圏域地域づくり会議は年6回の定期
開催により、参加者が交代しても顔の繋
がりがあり、分野を超えてよりよい支援
につながる体制が維持できている。その
他既存のネットワーク（民生委員、UR
都市機構、医療機関、郵便局、工務店、
飲食店、司法書士総合事務所などの他業
種）とはセンターの広報紙紙面への協力
依頼（郵便局への取材等）や配布の機
会、高齢者見守り１１０番事業協力の更
新案内等で関係構築、深化に努めてい
る。

◎

日頃から関係機関との取り組みについて
維持・改善を図りつつ、ネットワークの
拡大や新たな取り組みができるよう常に
地域の情報を収集し、接触を図るなど新
たな関係が構築できるよう努めている。
昨年度から始まった移動販売の停留所選
定において、自治会を通じ新しい停留所
開拓に至っている。現在は移動販売の停
留所でセンターが開催する講座や教室等
のチラシ配布など協力いただいている。

〇

見守り110番協力店舗を訪問し、顔の
見える関係づくりに努めている。新店舗
ができた場合は訪問し協力の依頼をする
など新たなネットワークが構築できるよ
う努めている。地域の集まりや事業所懇
談会などを通じてネットワークの維持改
善に努めている。

④
地域のネットワークを活用し、他の関係機関と連携して要援
護高齢者を支援している。（３段階評価） ◎

複合的な課題を抱えた支援困難ケースに
対して、医療機関、市、コミュニティ
ソーシャルワーカー、法律専門家等と連
携して様々なネットワークを活用するこ
とによって、本人のみならず家族全体を
支援対象として課題解決に取り組んでい
る。 ◎

高齢者に関係する機関だけでなく、障害
者からの相談に対応する地域活動支援セ
ンターとの連携をはじめ、民生委員、自
治会役員、医療機関、金融機関、消費生
活センター、コミュニティソーシャル
ワーカー、保健所、市担当課、ひらかた
権利擁護成年後見センターなどと連携
し、様々なケースにおいて要援護高齢者
の支援を行っている。本人のみならず家
族全体を支援対象として課題解決に取り
組んでいる。

◎

医師、銀行、民生委員等地域からの相談
があった場合は、保健所、市担当課、社
会福祉協議会コミュニティソーシャル
ワーカー等と連携し、必要に応じて地域
のネットワークの協力を得て支援してい
る。 〇

相談者にとって地域の通いの場が適切で
あると判断した場合には、同行支援を
行っている。デイサービスと相談し、要
支援高齢者の能力に合わせて、ボラン
ティアとして活動できるように体制を整
えている。 ◎

既存のネットワーク（民生委員、UR都
市機構、医療機関、郵便局、工務店、司
法書士総合事務所などの他業種）からの
相談による実態把握と支援につながる
ケースが増えており、ネットワーク機能
の強化が図れている。 ◎

要援護高齢者の支援にあたっては、本人
の親族、近隣住民、民生委員、介護事業
所、医療機関、行政機関、民間企業等と
連携して、本人だけでなく家族を含めて
支援を継続している。

◎

民生委員、見守り１１０番協力店舗、行
政機関、各関係機関などとネットワーク
を構築し、要援護高齢者を支援してい
る。他機関連携会議を定期的に実施し、
高齢者のみならず世帯支援を行えるよう
努めている。支援困難ケースがあれば家
族や民生委員、関係機関を含め個別地域
ケア会議を実施している。

７．夜間や休日の体制について確保できているか。

８．人材の育成や支援について、取り組んでいるか。

地域包括支援センターは、担当圏域にネットワークを構築することで、支援を必要とする高齢者等を見い出すことができます。各種サービス、関係機関等へ適切に支援できるようつなぎ、継続的な見守りを行います。更なる問題の発生を防止するためのネットワーク構築も必要となります。ネットワークは構築するだけでなく、既に機能しているネットワークも把握・整理し、定期的に見直すことが必要です。

地域包括支援センターは、高齢者の権利擁護や虐待など様々な相談・支援に関わることから、緊急時には職員と連絡がとれる体制を確保しておく必要があります。

配置されている専門職の専門性を活かし、サービスの質の向上を図るためには、管理者や法人は、与えられた研修のみならず、研究･事例検討など様々な機会を職員一人ひとりが活用できるよう配慮する必要があります。また、研修等によって得られた知識や情報を他の職員と共有することでセンター全体の質の向上につなげる姿勢が求められます。

【事業実施計画】（総合相談支援業務）

１．ネットワーク構築が図られているか。
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当課評価 (①～⑦) 資料③－１
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【

解
釈
】

①
隠れた問題やニーズを早期発見するために、高齢者の個別訪
問を行うなど必要に応じて、アウトリーチによる相談・対応
をしている。（３段階評価）

〇

出張相談や出前講座の実施、あるいはサ
ロン等でアウトリーチによる手法を用い
ることで、地域に潜在する問題やニーズ
の早期発見に取り組んでいる。また、関
係者等とともにアセスメントを行い即時
対応の必要があると判断した場合、問題
や事態が深刻化する前に解決に向けて取
り組んでいる。特に高齢者虐待の恐れが
あるケース等については、市担当課や関
係機関との連携を取りながら迅速な訪問
対応をしている。

〇

隠れた問題等を早期発見するため地域で
開催されるサロンや出張相談の場を活か
し、些細なことでも相談するよう参加者
等に声をかけるなど働きかけている。ま
た、家族だけでなく民生委員、自治会役
員、近隣住民若しくは医療機関等からの
相談がある際は、高齢者の自宅を訪問し
て実態把握等の対応を行っている。

○

当センターが高齢者の総合相談窓口であ
ることは定期的に発行しているチラシ等
で周知を図っている。地域住民や民生委
員からの個別相談や情報提供があった
ケースは速やかに訪問し、実態把握に努
めて、関係機関との対応にあたってい
る。地域の会議や行事に参加すること
で、地域住民との信頼関係は構築できて
いる。

◎

基本的にアウトリーチによる相談を行
い、早期発、見早期対応に努めている。
通いの場では定期的に相談会を行い、自
身の相談だけではなく、ほかの心配な方
の相談もできることを周知したことによ
り、実際に知り合いからの相談もあるな
ど、そこで隠れた問題やニーズを把握す
ることができ、個別訪問による支援の
きっかけとなっている。

◎

健康状態不明者の実態把握と相談・対応
を継続している。また、アウトリーチリ
スト（対象者ごとにリスクに応じて対応
頻度等を記載）を作成し、段階的にアプ
ローチし解決を目指している。

◎

普段、高齢者の見守り活動等を担ってい
る民生委員が一同に集まる地区定例会に
参加し、情報交換を行っている。
地域の高齢者の身近な相談相手である民
生委員と連携を密にすることで、民生委
員が抱える困りごとをヒントに、地域の
隠れた問題やニーズを早期発見できるよ
うにしており、必要に応じてアウトリー
チをするなどして対応している。

◎

民生委員、地域からの相談や情報提供が
あれば、個別に訪問し実態把握を行い早
期対応できるよう努めている。
元気はつらつ健康づくり事業などで高齢
者の実態把握を行い、早期対応ができる
ように努めている。隠れた問題やニーズ
を早期発見するために、サロンへの出張
相談なども行っている。

②
様々な社会資源や関係機関等から情報収集を行い、高齢者の
心身の状況や家族の状況等について実態把握を行っている。
（３段階評価）

〇

日頃から民生委員、医療機関、薬局、金
融機関、新聞配達業者、配食業者等との
連携を密にすることで高齢者の実態把握
を行い、適切な早期対応を実施してい
る。 〇

家族、民生委員、自治会役員、医療機
関、薬局、商店、金融機関、コミュニ
ティソーシャルワーカー、保健所及び市
担当課などと連携して地域の情報収集や
高齢者の実態把握に努めている。 ○

地域住民・民生委員、医療機関、介護保
険事業所、保健所、薬局、金融機関、郵
便局等から情報を収集し、実態把握して
いる。

◎

民生委員、UR都市機構、自治会、配食
事業所、医療機関等、地域から得た情報
を基に訪問を行い、本人から聞き取りを
行っている。不足している情報は関係機
関へ確認し、実態把握に努めている。 ◎

地域活動参加時や民生委員及び地域住民
から継続して情報収集している。既存の
様々なネットワークと見守り110番協
力店舗からの情報提供は毎年増えてお
り、関係機関と連携し実態把握するとと
もに、支援拒否あるケースについては連
携して支援介入のタイミングをはかって
いる。

◎

地域の店舗に直接足を運び、センターが
相談窓口であることを周知した結果、金
融機関に頻繁に行く認知症高齢者のこと
についてセンターに相談が入り、高齢者
の安全確保や不安への対応等について当
該金融機関と協議を重ねながら家族の状
況等の実態把握を行うことにつながって
いる。

◎

民生委員、地域住民、介護保険事業所、
その他関係機関などから情報を収集し実
態把握に努めている。

【

解
釈
】

①

本人、家族、近隣住民、地域のネットワーク等を通じた様々
な相談に対して、相談者との信頼関係を構築しながら、的確
な状況把握を実施すると同時に、相談内容に即したサービス
や制度に関する助言、関係機関の紹介等を行っている。（３
段階評価）

〇

相談内容に応じた制度及びサービスの説
明や利用手順を伝え、インフォーマル
サービスである高齢者居場所も含めた多
様なサービスの紹介を柔軟に行ってい
る。 〇

相談者との信頼関係の構築を心がけなが
らアセスメントを行い、相談内容に即し
た情報提供を行っている。近隣住民や民
生委員からの相談には、関係者へ連絡し
初回訪問時の同行を依頼するなど、ケー
スに応じて関わり方を工夫し支援に繋げ
ている。

○

相談をうけた際はできるだけ早く訪問し
て状況の把握につとめ、地域のイン
フォーマルサービスや制度につなげてい
る。相談内容に応じて社会福祉協議会や
保健所とも連携して対応している。 ◎

本人、家族、近隣住民、地域のネット
ワーク、医療機関との連携をはかり、状
況に応じて必要な制度やサービスにつな
いでいる。相談者本人を適切な支援・機
関に繋いだ後も、家族についても必要に
応じて、継続的な支援を行っている。

◎

主訴が不明瞭で実態把握が難しい相談
や、複合的課題が潜在している場合、信
頼関係構築に努めながら困りごと・ニー
ズを整理できるように対応している。相
談内容に即したサービスや制度に関する
助言、関係機関への紹介や仲介も行って
いる。

◎

家賃滞納があり家主からセンターに相談
が入った事例では金銭管理ができず、入
院中に勝手に退院してしまう高齢者であ
り、本人との信頼関係を粘り強く構築し
ながら家主や市担当課と連携し支援を
行っている。適切なタイミングでサービ
スに繋いだことで、在宅生活の維持がで
きている。

◎

相談があった場合、その後の状況を確認
するため訪問や電話で継続した関りを持
つようにし、信頼関係の構築や状況判断
を行うようにしている。相談内容に応じ
て各制度のパンフレットなどを用いて説
明し具体的な情報を提供するようにして
いる。

②
家族介護者に対する予防的な取組（ニーズに応じた情報提供
や家族介護者会の実施等）を行っている。（３段階評価） 〇

家族介護者からの相談内容に応じ、地域
で開催されるサロンなど様々な事業者が
実施する講座等の情報提供を行ってい
る。

〇

初期段階で家族が感じる負担について聴
き取りを行い、必要に応じた介護保険
サービスを紹介している。また、地域の
高齢者や障害者が自身の作品を自由に制
作及び展示することができる場所、校区
福祉委員会が開催するサロン、広報ひら
かた等で案内されている講座等の情報提
供を行っている。 ○

総合相談時に、状況に応じて家族にも必
要な情報提供等を行っている。今後、状
況に応じて介護者の会の設置の検討を
行っている。

◎

金銭管理ができない高齢者の支援で関
わった同居家族が、金銭管理体制をつ
くったり、様々な手続きをすることが難
しいため支援している。信頼関係もでき
ており、予防的な視点から家族に対する
情報提供を随時行うなど、継続的な支援
を行っている。

◎

家族介護者の為に、広報の最新情報や、
社会福祉協議会の情報等の家族介護者会
の情報をまとめ、必要時に提供してい
る。また、事業所連絡会で案内した認知
症カフェにケアマネジャーから情報を得
た介護者家族の参加につながっている。

◎

企業の人事担当者等を対象に「介護離職
防止のために企業ができること」をテー
マに情報提供や制度説明等を実施してい
る。家族介護者支援の観点から、企業の
サポートを行っている。

〇

介護者から相談があった場合はニーズに
応じた情報提供を行っている。今年度か
ら認知症カフェを開催している。今後、
家族介護者の会の開催も想定している。

③
初期段階での相談については、的確に状況を把握した上で、
緊急性を判断し、適切な対応ができている。 〇

初期段階での相談に対し、朝礼等を通じ
て職員間で情報共有し、中でも緊急性が
高いと判断した場合は市担当課や関係機
関と連携し対応している。 〇

初期段階での相談については、その時点
で在席する職員全員で緊急性を含めて協
議し、必要に応じて複数職員で適切に対
応している。 ○

初期段階で必要な情報を聞き取り、緊急
性があると判断した場合は市担当課や関
係機関と連携しながら複数職員で対応に
あたっている。 〇

初期段階にミーティングでケースを共有
し、適切に対応できるようにしている。
緊急性の有無について管理者と相談し、
対応している。 〇

初回相談については管理者へ報告し、緊
急性の判断はセンター内にて検討したう
えで、速やかに対応するよう努めてい
る。 〇

随時の話し合いや、毎朝のミーティング
等で必要に応じて複数職員での緊急性の
判断を行っている。

〇

センター職員全員での情報共有や対応の
検討により緊急性の判断を行っている。
必要に応じて複数の職員で対応し様々な
方向性から支援方法を検討し、各関係機
関に協力要請している。

④
本人のライフステージや役割、環境との関わりを考慮しなが
らニーズを把握し、適切なスクリーニングを実施し、専門
的・継続的な支援をしている。（３段階評価）

〇

本人の意向や状態を踏まえ関係機関や関
係者と情報共有を図り、見守り訪問、電
話連絡を継続するなどの専門的・継続的
な支援を行っている。

〇

必要に応じて関係機関や関係者と情報共
有し、見守り訪問や電話連絡を継続する
など、専門的・継続的な支援を行ってい
る。特に家族で抱え込むことによって支
援に繋がらないケースや夏季に冷房機材
が備わっていない高齢者などについて
は、関係機関と協議し、見守り訪問の頻
度を増やしたりするなど支援している。

○

実態把握したのち、必要に応じて関係機
関と連携し、支援している。総合相談で
継続支援が必要なケースは各担当者が継
続してフォローに努め、必要に応じてセ
ンター内で共有している。 ◎

一人暮らしや高齢世帯の場合は、初期の
段階から、本人のライフステージと共に
家族関係を考慮しながら対応し、速やか
に関係機関につなぎ、次の対応を検討
し、共同で支援を続けている。 ◎

既存のスクリーニングツール（基本
チェックリスト、認知症ケアパス、生活
べんり帳、人生会議）を適切に活用し、
アセスメントしている。また、その結果
すぐに支援につながらず継続的なかかわ
りが必要と判断するケースをリスト化
（アプローチリスト作成）し、段階的に
フォローしている。

◎

介護保険サービスを修了した就労意欲の
高い高齢者を地域就労に繋ぐなどしなが
ら専門的・継続的な支援を行っている。
ケアマネジャーの後方支援として継続し
て支援していたケースについては、家族
とも面談し認知症初期集中支援チームに
繋ぎ、適切な治療につながっている。

◎

継続的な支援が行えるようセンター内で
検討し、その後の経過などを関係機関に
確認するなどしている。ニーズを把握し
専門的・継続的な支援ができるよう努め
ている。

⑤
対応した職員以外でも再相談等に応じられるよう相談記録を
作成し、整備している。 〇

相談記録をシステムに入力し、毎日の朝
礼にて情報共有を行い、他の職員でも対
応できるようにしている。

〇

対応した職員以外でも再相談に応じられ
るよう、相談記録はシステム入力し、朝
礼などで情報共有している。

○

総合相談を受けるごとに記録をシステム
に入力し、共有できるようにしている。
再度相談があった場合は、過去の経緯を
確認し、円滑かつ継続的に相談に応じら
れるようにしている。

〇

初期段階でのケースはミーティングで共
有している。相談記録はシステムに入力
し、どの職員でも対応できるようにして
いる。 〇

相談記録はシステムに入力し、今後の方
針までを記載することにより、対応した
職員以外でも再相談に応じられるように
している。継続的な対応が予測される
ケースについてはその都度情報共有して
いる。

〇

相談記録は随時システムに入力し、対応
した職員以外でも再相談に対応出来るよ
うに整備している。

〇

相談記録は随時システムに入力し、毎日
の朝礼で前日に対応したケースの報告を
行い、対応方法の検討や情報共有ができ
るようにしている。

３．適切に総合相談業務が実施されているか。

地域包括ケアとしての継続支援の「入り口」となるのが「総合相談」です。
地域に住む高齢者の様々な相談を全て受け止める、ワンストップサービスに心掛け適切な機関、制度、サービスにつなぎ、継続的にフォローアップしていくことが重要です。
身近に信頼し継続的に相談できる拠点となり、相談者の多様な状況に的確に対応できる仕組みが必要となっています。

２．ネットワークを活用し実態把握を行っているか。

地域包括支援センターは、ネットワークを活用しながら様々な手段により、地域の高齢者の心身の状況や家庭環境等についての実態把握を行うことが必要です。常に高齢者の実態を把握していれば、ニーズを予測することが可能となり、「早期発見」「早期対応」につながり、予防的対応や未然防止をするための対応ができます。
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【

解
釈
】

①
担当する圏域内の地域課題を整理し、課題解決に向けた計画
を作成するなど、取り組みを行っている。（３段階評価） 〇

第2層協議体で地域課題に関する意見交
換を行い、当該意見を踏まえ計画を作成
したうえ課題解決に向けて取り組みを
行っている。

◎

第2層協議体、校区福祉委員会、自治
会、民生委員などから聞き取りを行うな
どして、地域課題を整理し、事業計画を
作成している。第２層協議体で取り組ん
でいる「みんなのやさしさいすプロジェ
クト」を通して、高齢者を地域で支えて
いく重要性を介護サービス事業所等の多
様な主体に理解してもらうよう働きかけ
ている。

○

自立支援型地域ケア会議や個別地域ケア
会議で把握した地域課題を第2層協議体
会議で共有し、各校区で課題解決にむけ
た取り組みをサポートしている。把握し
た課題を事業計画にも反映させている。 ◎

担当圏域の課題を検討し、計画を進めて
いる。また、近隣の圏域に共通する課題
についても、ひらかた☆いすプロジェク
トや男の料理教室等の取り組みを計画的
に実施している。 ◎

各小学校区ごとの地域課題をKDBデータ
も加えて整理し、年度当初に課題解決に
向けた業務計画を策定し取り組んでい
る。糖尿病をはじめとする生活習慣病の
多い校区では、糖尿病をはじめとする生
活習慣予防目的としてポピュレーション
アプローチを行うとともにフレイル予防
の周知啓発と健診の受診勧奨を行ってい
る。

◎

担当圏域の課題について、「サンサン
ファーム」に加え、腰痛等で畑作業がで
きない方や畑には興味のない方向けの新
たな取組として「男だけの簡単ズボラ飯
料理教室」を第４圏域と協働で立ち上げ
実施している。男性高齢者がそれぞれの
興味・関心に合わせ自主的で多様なスタ
イルで参加できるよう仕組みづくりを
行っている。

〇

第2層協議体を通じて課題抽出し整理し
ている。抽出された課題は事業計画に反
映させ取り組んでいる。

②
担当する圏域内の協議体に参画し、助言や技術的支援などに
より、活動や取り組みの支援を行っている。（３段階評価） 〇

３校区合同の第２層協議体事務局とし
て、運営事務、事業の実施、第2層生活
支援コーディネーターによる活動支援等
の役割を積極的に担い、有効な関係性を
構築している。

◎

事務局として元気づくり・地域づくり会
議に参加するとともに、他校区における
第2層協議体の立ち上げ支援を行ってい
る。第2層協議体が開催しているカフェ
活動に健康相談や出張相談として参画
し、ひらかた元気くらわんか体操の普及
など活動支援を行っている。

○

４校区のうち３校区で事務局を担い、会
議や行事に関わっている。事務局をして
いない校区でも会議に参加し、活動や取
り組みをサポートしている。

◎

担当する圏域の第２層協議体の運営する
通いの場等に参加し運営の支援をしてい
る。また、校区のイベント企画において
も継続的な取組となるよう支援してい
る。

◎

第2層協議体会議に出席し、その活動に
企画段階から参画をしている。４校区の
事務局を担い令和6年度から校区合併に
よる新しい協議体発足時には、関係者へ
様々な助言を行い、円滑に移行できるよ
う支援している。 ◎

全校区の第２層協議体に事務局として参
画している。担当する４校区の第２層協
議体とは定期的な話し合いの場を設けて
いる。意見交換を通じて、各校区の特色
やニーズに応じて地域と役割分担しなが
ら活動の取り組み支援を行っている。
健康フェスタの開催、住民主体の生活支
援サービスのサポーター募集等の様々な
局面で助言するなど、取り組みの支援を
行っている。

◎

地域の課題やニーズに合わせてMCIやフ
レイル予防、介護保険の利用などの出前
講座などを実施し、第2層協議体の活動
や取り組みの支援を行っている。また認
知症やフレイルの早期発見及び潜在する
課題やニーズを抽出するため地域に向け
たアンケートを実施している。

③
担当する圏域内の協議体と医療・介護連携にかかる会議等と
の連携や調整を行い、具体的な課題共有や課題解決を連携し
て行っている。（３段階評価）

〇

第１層協議体の取組である「ひらかた☆
いすプロジェクト」について、元気づく
り・地域づくり会議で共有し、プロジェ
クトのチラシ作成、椅子の設置場所の拡
大などに取り組むことによって課題解決
を目指している。

〇

元気づくり・地域づくり会議の構成員と
して開業医に参加を促し、医療職として
専門的な分野から認知症予防や健康づく
りについて情報を発信してもらう機会を
作れたことにより、他の構成員に対して
課題の共有を図ることができている。

○

把握している地域課題を各事業所連絡会
でも共有し、必要に応じて連携できるよ
うにしている。

〇

担当圏域で第２層協議体の連携は随時行
い、医療・介護連携にかかる会議等との
調整も随時行っている。それぞれの共通
の課題は、災害時の連携であったので、
共通の課題を共有して双方の課題解決を
連携して取り組んでいる。

◎

各生活支援コーディネーターとは随時、
医療と介護の連携をはじめとする地域課
題の共有に努めており、課題解決に向か
えるよう事務局対応している。ある校区
では特別養護老人ホームが校区夏祭りに
協力をしたり、在宅医療の勉強会開催に
講師として医師を派遣し、地域課題の共
有と取り組みが進んでいる。

◎

医療・介護連携に係る会議及び第２層協
議体での圏域共通の課題である「認知症
と共生社会」について認知症当事者の方
等をお招きし、認知症フォーラムを開催
した。参加対象者は圏域の多職種連携研
究会、圏域の第２層協議体、一般住民等
としている。

◎

地域事業所懇談会を開催し、第２層協議
体から抽出された課題である認知症カ
フェ開催に向けて意見交換を行い、開催
につながっている。

④
担当する圏域内において第3層生活支援コーディネーターの
継続的な育成を行い、必要に応じて養成研修を行っている。
（３段階評価）

〇

第３層生活支援コーディネーターである
圏域ケアマネジャーに対して、地域資源
情報一覧を活用して情報を発信するな
ど、継続的な育成を行っている。

〇

枚方市介護支援専門員連絡協議会圏域コ
ンダクターと連携し、圏域連絡会に参加
するなどして第3層生活支援コーディ
ネーターの継続的な育成を行っている。

○

地域のケアマネジャーに対して、日頃か
ら第3層生活支援コーディネーターとし
ての役割を意識してもらえるよう、事業
所連絡会等で情報を発信している。

〇

担当圏域の第３層生活支援コーディネー
ターは養成講座受講後、圏域内居宅介護
支援事業所にて継続して勤務しておられ
る方が多いが、地域資源や地域の実情に
つき改めて意識してもらうべく、自立支
援型地域ケア会議、圏域居宅介護支援事
業所連絡会等により継続して支援してい
る。 ◎

枚方市介護支援専門員連絡協議会圏域コ
ンダクターと第3層生活支援コーディ
ネーターの養成・育成について随時話し
合いをしながら、センター主催の各種事
業開催機会を通じてその意識向上に努め
ている。特に自立支援型地域ケア会議に
おいては、第３層生活支援コーディネー
ターの役割を理解しやすい場となってい
る感想があり、傍聴者も増加している。

◎

第3層生活支援コーディネーター養成講
座を開催している。養成講座では圏域内
の未受講のケアマネジャーを全てリスト
アップし、個別に参加の呼びかけを行
い、出来るだけ多くの参加があるように
２日間に分けて開催している。
すでに受講済の第3層生活支援コーディ
ネーターに対しては、枚方市介護支援専
門員連絡協議会圏域コンダクターと協働
してひらかた☆いすプロジェクトについ
て適宜情報提供や進捗報告を行い、地域
課題解決に向けた取り組みについて働き
かけている。

◎

昨年度に引き続き、第3層生活支援コー
ディネーターの養成研修を実施してい
る。

【

解
釈
】

①
個別ケースの支援内容の検討を通じ、地域の介護支援専門員
の、法の理念に基づいた高齢者の自立支援に資するケアマネ
ジメントの支援を行っている。

〇

圏域のケアマネジャーに自立支援型地域
ケア会議への参加を促し、自立の概念や
自立を目指す支援について、事例の検討
を通じて共有する機会を持つことで支援
している。 〇

自立支援型地域ケア会議を開催するとと
もに、必要に応じ個別地域ケア会議を開
催している。また、個別ケースを通じ
て、ケアマネジャーが高齢者の自立支援
や地域課題などについて考えることがで
きる機会とし、自立支援の考え方の共有
を図っている。

○

事業計画に基づいて個別地域ケア会議等
を実施している。この際、自立支援型地
域ケア会議の開催目的と、自立支援の考
え方について、参加者に説明し、自立支
援の概念の理解を図っている。 〇

自立支援型地域ケア会議において個別
ケースの検討を行い、自立支援に資する
ケアマネジメントの支援をしている。

〇

自立支援型地域ケア会議を開催してい
る。傍聴案内により参加者は増えてい
る。事例提供するケアマネジャーとは開
催準備の段階から会議終了後の経過を通
じてケアマネジメントの支援を行うよい
機会となっている。

〇

自立支援型地域ケア会議を開催時には毎
回、圏域の居宅介護支援事業所に見学案
内を送付し実際に見学参加の受け入れを
行っている。自立支援につながる委託
ケースを取り上げて開催するなどし、高
齢者の自立支援に資するケアマネジメン
トの支援を行っている。

〇

自立支援型地域ケア会議を開催してい
る。圏域内の居宅介護支援事業所にケー
スの事例の協力を依頼し、自立支援に資
するケアマネジメントの意識を持っても
らえるように努めている。

②

個別ケースの支援内容の検討を通じ、課題分析等を行うこと
による地域課題の把握を行っている。また、把握された地域
課題の解決にむけて地域ケア会議等で検討されている。（３
段階評価）

〇

自立支援型地域ケア会議において、個別
ケースの検討を行うことにより、地域課
題の把握を行うとともに、当該課題の解
決に向けて取り組んでいる。

◎

個別ケースから高齢者の移動手段に関す
る課題が抽出され、自立支援型地域ケア
会議で検討し、課題を解決するために第
2層協議体で「みんなのやさしさいすプ
ロジェクト」に取り組んでいる。 ○

自立支援型地域ケア会議、個別地域ケア
会議、その他支援困難ケースの検討会議
にて把握した地域課題について、各校区
の第２層協議体等で発信している。

◎

地域課題を抽出し解決に向けて、外出支
援（お出かけタクシー、ひらかた☆いす
プロジェクト）、施設のミスマッチ等の
解決策を検討し、具体案を実行に移して
いる。また、男性の地域の行事の参加が
少ないことに対しては「男の料理教室」
を継続開催し、男性の地域の行事への参
加を促している。

◎

会議から抽出した地域課題のうちフレイ
ル予防は校区の介護予防イベントの定期
開催が広がっている。今年は口腔機能
（口腔フレイル予防）に関する講座の開
催や第2層協議体への情報提供を行い、
啓発に努めている。

◎

事前に抽出した地域課題について、自立
支援型地域ケア会議の参加者でその解決
策について意見やアイデアを意見交換し
ている。「定年後の男性の居場所」につ
いては、今年度から男性限定で新たな取
組（料理教室）を定期開催している。

〇

個別地域ケア会議、自立支援型地域ケア
会議で課題分析することで地域課題を把
握している。課題を整理し、第2層協議
体などで解決方法を検討している。

③
検討した個別事例を、一定期間モニタリングを行い、評価や
方針の修正を行っている。またモニタリング結果を会議の参
加者等に情報提供している。（３段階評価）

〇

自立支援型地域ケア会議で検討した個別
事例について、モニタリング期間を設定
し評価や方針の修正を行うとともに、次
回の同会議で参加者に情報共有してい
る。

〇

自立支援型地域ケア会議で検討した個別
事例について、モニタリング期間を設け
て評価や方針を修正をしている。同会議
で再度、自立に向けて利用者への働きか
けや生活課題について検討し、当該モニ
タリング結果を会議の参加者等と共有し
ている。 〇

個別地域ケア会議で検討を行ったケース
は、定期的にモニタリングし関係機関と
情報共有を行っている。自立支援型地域
ケア会議で検討したケースはその後も各
担当者がモニタリングし、必要に応じて
他職員にも情報共有している。

〇

検討した個別事例をモニタリング、アセ
スメントし、会議参加者と情報共有して
いる。

◎

検討した個別事例については、担当者が
モニタリングを行い、必要に応じて随時
会議参加者へ情報提供や同一担当者に声
かけを行い、２度目の会議を開催し振り
返りと評価をしている。傍聴する介護保
険事業所が増えるとともに、地域課題解
決に向けた意識向上の感想が得られてい
る。

◎

複数の個別地域ケア会議を開催し、それ
ぞれのケースに応じた期間や関わり方で
継続的なサポートを行い、支援の方向性
の確認や修正を行っている。モニタリン
グの結果等の情報共有も行っている。継
続ケースは、適宜ケースの進捗状況を担
当職員に確認しながら協議している。自
立支援型地域ケア会議の見学案内には個
人が特定できないようにした上で前回の
事例情報とともに助言者からのアドバイ
スを記載し情報共有している。

〇

検討した個別事例に関しては一定期間経
過後に状況確認を行い、評価や方針の修
正を行っている。会議の参加者には経過
の報告を行っている。

④
センター主催の地域ケア会議において、議事録や検討事項を
まとめ、参加者間で共有している。 〇

地域ケア会議を開催した場合、検討事項
をまとめた報告書及び議事録を作成し、
速やかに参加者に情報共有を行ってい
る。

〇

個別地域ケア会議においては、議事録や
検討事項をまとめて次回の同会議にて参
加者間での共有を図り、自立支援型地域
ケア会議においても、同様に議事録等を
まとめ、後日、対面又は口頭で共有して
いる。

○

会議後に議事録を作成し、月１回の定期
ミーティング等で伝達または回覧を通じ
て共有している。

〇

参加者に議事録や検討事項を提示し、ア
ンケート等でも意見を徴取し、それを
フィードバックしている。

〇

毎回郵送により、参加者と検討事項のま
とめを共有しており、事業所からその後
の結果の報告を受けることがある。

〇

自立支援型や個別地域ケア会議ではホワ
イトボードを活用し、これを記録として
印刷及び配布し共有している。近隣のセ
ンター主催で行った地域ケア会議では、
枚方市高齢者住まい連絡会や入居相談に
関する民間事業者と協議を重ね、議事録
や進捗状況を共有している。

〇

地域ケア会議、自立支援型地域ケア会議
実施後は議事録を作成し参加者間で共有
している。

【事業実施計画】（個別地域ケア会議）

１．個別地域ケア会議（個別地域ケア会議・自立支援型地域ケア会議）

４．生活支援の体制構築が図れたか。

医療、介護のサービス提供だけでなく、NPO法人、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、介護サービス事業所、シルバー人材センター、老人クラブ、家政婦紹介所、商工会、民生委員等の生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に行っていくことが重要です。
元気づくり・地域づくりプロジェクトの取り組み内容の共有や、医療・介護連携にかかる会議等の開催や連絡調整、元気づくり・地域づくりコーディネーターの支援を行う等により、互助を基本とした生活支援サービス等が創出されるような積極的な取り組み体制の整備・運営を行うものです。

地域ケア会議の目的は、以下のとおりです。
　ア　個別ケースの支援内容の検討を通じた、（ⅰ）地域の介護支援専門員の、法の理念に基づいた高齢者の自立支援に資するケアマネジメントの支援　（ⅱ）高齢者の実態把握や課題解決のための地域包括支援ネットワークの構築　（ⅲ）個別ケースの課題分析等を行うことによる地域課題の把握
　イ　その他地域の実情に応じて必要と求められる事項
なお、地域ケア会議はひとつの手段であり、かつ地域包括ケアシステムもひとつの体制であることを再認識し、それぞれを実施や構築することを目的化することなく、すべての活動は地域の高齢者を始めとする住民が尊厳を保持した生活を地域で継続できることを目指していることを忘れてはなりません。
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【

解
釈
】

①

自立支援の視点に基づき、一定期間取り組むことにより実現
可能なこと、そしてそれが達成されたかどうかが具体的に評
価できる目標を設定し、継続的な支援をしている。（３段階
評価）

〇

数値化して評価できるだけでなく、その
人らしさに焦点を当てた目標の設定を意
識している。プラン作成時から自立支援
の視点に基づき、本人の理解を得ながら
継続的な支援を行っている。

〇

高齢者が自身の自立を認識するといった
気づきを与えられるようにアセスメント
するとともに、達成可能な目標設定を行
い、段階に応じた支援をしている。ま
た、行動変容がある時期には必要に応じ
て現況を把握して評価している。 ○

基本チェックリストや必要に応じて興味
関心チェックシートを活用してアセスメ
ントを行い、高齢者の生活歴を踏まえて
具体的で達成可能な目標を設定してい
る。評価しやすいように回数や数値など
で表現し、個別性のある支援内容を心が
けている。目標の達成状況を確認、評価
し、状況に合わせた修正や見直しを行
い、継続的に支援している。

◎

リハ職行為評価事業やリハ職訪問通所事
業を積極的に活用し、本人の意向を基
に、本人の強みを活かした具体的に評価
できる目標を設定している。リハ職行為
評価事業やリハ職訪問通所事業の修了後
も教室型通所事業やここから介護予防事
業などを提案し、継続的な支援を行って
いる。また、センター内で修了者をファ
イルで管理し全職種が情報共有し、自立
支援の概念を意識できるようにしてい
る。

◎

地域や生活の中からその人らしさが引き
出せ、自ら介護予防に取り組める目標設
定ができるように努めている。サービス
利用修了者は必要に応じ、一般介護予防
事業やセンター独自の事業に繋いだり、
リスト化して継続フォローに努めてい
る。目標は達成可能な具体的でわかりや
すい表現としている。

◎

身体や生活状況、趣味など本人の状況か
ら具体的で実現可能な目標を設定し評価
している。サービス修了者などを地域で
開催している「男の料理教室」や「ひら
夢エクササイズオンライン」「みんなの
居場所ぷーちゃんカフェ」などに繋ぎ、
参加状況の確認や参加の声掛けを行うな
どセンター職員間で情報共有しながら継
続的に支援している。

〇

対象者の状況をアセスメントし課題を把
握している。具体的に自立できる視点を
考えて目標を立てるように努めている。

②
自分の健康増進や介護予防についての意識を持ち、自ら介護
予防、健康の維持・増進に向けた取り組みを行うための支援
を行っている。（３段階評価）

〇

基本チェックリストの結果を踏まえ、
チェック箇所における注意点などについ
て指摘している。指摘対象者に対する行
動変容の有無を確認できるような仕組み
づくりを検討していく。

◎

老人会や民生委員等と連携を取りながら
地域あるいは個人の現況把握を行ったう
え、健康講座や地域活動等への参加を促
すにあたって、テーマ別健康講座受講希
望リストを用いることにより、興味のあ
る健康講座等を案内し、高齢者が自身の
介護予防等を意識できるよう支援を行っ
ている。 ○

介護予防や健康増進に取り組むための
「健康だより」を発行し、フレイル予防
に必要なセルフケアについての啓発を
行っている。

◎

自ら介護予防に取り組めるように介護予
防手帳を作成している（3校区作成
済）。介護予防手帳は、地域での体力測
定実施の際に配付し、体力測定結果に基
づいたアドバイスを保健師が行い、その
後も自身で介護予防に取り組めるように
地域の特性に応じた居場所や介護予防方
法を記載している。体力測定結果表につ
いて、今年の結果が去年の結果と比較で
き、視覚的に評価できるよう工夫されて
いる。

◎

自分の健康増進や介護予防についての意
識を持てるよう、基本チェックリスト等
で気づきを促し、セルフケア状態を把握
し参加できる活動情報の提供を行ってい
る。特にセンター近隣の対象者には「水
曜体操」を案内し、参加者は入れ替わり
ながら毎回20名前後が集う地域資源と
なっている。新しい情報発信の場とし
て、また、安否確認や参加者同士の交
流、元気づくりの場として定着してい
る。昨年に引き続き骨密度測定と講座を
行い、フレイル予防についての周知啓発
を行っている。骨密度の結果が低かった
方には医療機関を受診するよう促してい
る。

◎

開催した「ノルディック×認知症予防」
の取組で認知症の予防講座やmoka-j、
体力測定、アプリを使用したウォーキン
グ距離、歩数、時間等の確認と記録を行
うことにより、参加者の予防意識が高ま
り、自らの介護予防や健康維持・増進に
向けた行動につながっている。

〇

自立や介護予防の重要性を説明し、介護
保険サービスに限らず、インフォーマル
サービスも含めて、対象者にあったサー
ビスの利用を考慮した提案を行うように
している。センター入り口にも介護予防
の重要性を知ってもらうため、リーフ
レットや自分で掃除ができるグッズなど
を置いている。

③
自立支援の視点に基づき、適切な支援ができるよう地域包括
支援センター内での課題検討等の取り組みを行っている。
（３段階評価）

〇

職員が支援に迷う場合、あるいは問題が
発生した場合などはセンターで情報共有
し、センター会議や朝礼の機会を利用し
て課題解決のための検討を行っている。
また、自立支援型地域ケア会議にて取り
扱った課題について、職員間で共有する
ことによってその後の支援に活かしてい
る。

〇

自立支援型地域ケア会議にて介護保険
サービス事業者や居宅介護支援事業所の
参加を促し、それぞれの立場から自立支
援をどのように捉え取り組んでいるか情
報交換の機会するとともに、自立支援型
地域ケア会議に参加していない職員に対
して、定例のセンター会議の中で情報共
有を図り課題検討等を行っている。

○

定期ミーティングを活用して、個別ケー
スの課題検討、情報共有を行っている。
自立支援型地域ケア会議では、今年度は
センターが担当しているケースを選定
し、会議前に課題の検討、支援の方向性
等の意見交換を行っている。また長期プ
ランの内容を検討し、職員全体で自立支
援について考える機会を持っている。

〇

各自担当ケースをセンター内で共有し自
立支援の視点に基づき課題の検討を実施
している。自立支援型地域ケア会議の検
討ケースは、センター職員で輪番制で事
例を提出している。センター職員全員が
自立に資する意識が高められるように
行っている。また、事後の振り返りとし
てセンター内会議でケースや地域課題の
共有を行っている。

◎

月１回介護予防ケアマネジメントの目標
設定期間を長期で妥当か否かを検討する
センター内会議を継続しており、個別の
目標レベルや内容を確認し、支援の方向
性を『案』として決定している。それを
もとに委託先の担当ケアマネジャーと自
立支援を念頭に意見交換する時間を持つ
ようにしている。

◎

自立支援型地域ケア会議前にセンター内
で課題の検討や支援の方向性について検
討、会議開催後には情報共有を行ってい
る。また毎月実施のプランチェック等で
助言を得たり、随時職員間で課題につい
て検討、助言し合う体制ができている。 〇

自立支援型地域ケア会議時及び定例ミー
テイング時に、プランのケース検討を
行っている。

④

介護予防・日常生活支援総合事業や地域の取組等の情報を集
め、介護予防・生活支援サービス事業や一般介護予防事業、
社会資源等を一体的に組合わせながら支援している。（３段
階評価）

〇

介護予防・生活支援サービスや一般介護
予防事業の利用を検討する際、社会資源
情報を集約している一覧表も併せて活用
することで様々な支援方法を検討してい
る。また、初回相談の際、インフォーマ
ルサービスについての情報提供を行って
いる。

○

圏域内に教室型通所事業、ここから介護
予防教室の利用を視野に入れたアセスメ
ントを行っている。センターが実施する
各種講座、サテライト会場でのひらかた
夢かなえるエクササイズ、対面にて実施
するひらかた元気くらわんか体操への参
加を促している。また、教室型通所事
業、リハ職行為評価事業及びリハ職アセ
スメント事業なども有効的に活用してい
る。

○

一般介護予防事業の情報をファイルに整
理している。フローチャートを活用しな
がら一般介護予防事業や社会資源等の情
報提供を行い、組み合わせて支援してい
る。また、必要な時はリハ職行為評価事
業、リハ職訪問通所指導事業、栄養士派
遣指導事業を提案し、生活課題の改善に
向けた支援を行っている。

〇

総合事業フローチャートを各自閲覧でき
るようにセンター職員個々にチラシを入
れてファイルを作成し、いつでも持参で
きるように工夫している。地域性が分か
るように通いの場やインフォーマルサー
ビスも追加し情報共有している。 ◎

個別ケースのニーズ・能力・興味関心の
状況をアセスメントしたうえで、一体的
に組み合わせてプランに位置付けるよう
に取り組んでいる。サービス事業・一般
介護予防事業・社会資源情報等、最新の
情報を整理したファイルを作成し、各職
員が一冊ずつ所持し、相談対応時に活用
している。新しい情報は随時保健師が各
職員へ渡し、情報更新している。

◎

介護予防・生活支援サービスや一般介護
予防事業、地域の取り組み等の情報収集
しラックに整理、一体的に組み合わせ支
援している。また、イズミヤラジオ体操
や男の料理教室、ひらしん健康ステー
ション、街かど健康ステーション等の見
学や取材を行い、情報収集した内容を職
員間で共有し、わかりやすく詳細案内が
できるようにしている。

〇

一般介護予防事業等などの情報は相談ス
ペースに張り出しており、「総合フロー
チャート」を参考に活用しながら支援し
ている。

⑤
初回の介護予防ケアマネジメントは地域包括支援センター職
員が行っている。 〇

初回の介護予防ケアマネジメントはセン
ター職員が行っている。

〇

初回の介護予防ケアマネジメントはセン
ター職員が行っている。

○

初回の介護予防ケアマネジメントはセン
ター職員が行っている。

〇

初回の介護予防ケアマネジメントはセン
ター職員が行っている。

〇

初回の介護予防ケアマネジメントはセン
ター職員が行っている。

〇

初回の介護予防ケアマネジメントはセン
ター職員が行っている。

〇

初回の介護予防ケアマネジメントはセン
ター職員が行っている。

【介護予防ケアマネジメント】

１．介護予防ケアマネジメント（介護予防・日常生活支援総合事業）

介護予防ケアマネジメント事業は、介護予防および日常生活支援を目的として、その心身の状況等に応じて、対象者自らの選択に基づき、介護予防・日常生活支援総合事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に実施されるよう必要な援助を行うものです（法第115条の45第1項第1号）。介護予防ケアマネジメント業務の実施に当たっては、自立支援の視点によって、今後、対象者がどのような生活をしたいかという具体的
な日常生活上の目標を明確にし、その目標を対象者、家族、事業実施担当者が共有するとともに、対象者自身の意欲を引き出し、自主的に取り組みを行えるよう支援します。そのためには、介護予防・日常生活支援総合事業や地域の取組等の情報を集め、介護予防・生活支援サービス事業や一般介護予防事業を一体的に組合わせながら支援していくことが必要です。既存の資源は何があるのかを把握し、活用するとともに、不足
する資源を把握し創出に向けた取組につなげていくことが求められます。

介護予防・生活支援サービス事業におけるケアマネジメント

6／28



当課評価 (①～⑦) 資料③－１

社協こもれび 聖徳園 松徳会サール・ナート 美郷会社協ふれあい 安心苑

⑥
虚弱な高齢者を把握するための取り組みを行っている。（３
段階評価） 〇

日頃から地域で開催されるカフェ、サロ
ン及び老人会等に出向き、民生委員や地
域住民などから情報を得ている。また、
出前講座の際、参加者の状況に目を配
り、ADLや理解力などの低下がある高
齢者を把握した場合は、民生委員等から
の情報収集や本人への声掛けを行うなど
により高齢者の実態把握に努めている。

〇

虚弱な高齢者を把握するために日頃から
地域で開催されるサロン、カフェに参加
し、住民や自治会長等から情報を得られ
るよう取組を行っている。本人又は家族
の拒否等により医療・介護に繋ぐことが
困難なケースに関しては、複数の職員で
対応を行い長期間の経過観察を行ってい
る。

○

地域に出向いた時にすこやかチェック票
を記入してもらったり、民生委員等から
の情報提供により、虚弱な高齢者の把握
に努めている。健康状態不明者へのアプ
ローチでは、アンケートの回答内容によ
り虚弱が疑われる人は、電話や訪問で実
態把握を行っている。

◎

通いの場に参加している方から参加して
いない方の相談も聞き、参加していない
虚弱な高齢者を随時訪問し、状態の把握
をしている。今後は、アウトリーチ機能
を高めるため、通いの場に参加していな
い人にもポピュレーションアプローチ等
の案内を送付するため、虚弱な高齢者の
リストを作成し、状態の把握と支援内容
を管理できるようにしていく予定であ
る。

◎

個別ケース対応や地域で把握した虚弱
者、健康状態不明者へのアプローチによ
り把握した見守りが必要な虚弱者等を
ファイル管理し、月一回のセンター内会
議で全職員で状況確認を行う仕組みがあ
り、継続的にフォローしている。また、
出前講座の機会には「基本チェックリス
ト」で虚弱者の把握に努めている。

○

地域の出前講座等などで基本チェックリ
スト実施し、結果をフィードバックする
とともに、一般介護予防事業や地域の講
座等の案内をしている。また、民生委員
定例会では、地域の虚弱が気になる高齢
者について情報共有している。 ◎

家族や民生委員からの相談時は、同行訪
問し状況把握を行う。出前講座とポピュ
レーションアプローチ時には、役員から
の情報があり把握ができている。また、
ポピュレーションアプローチでのすこや
かチェック票で参加者の状態も把握がで
きている。

⑦

一般介護予防事業の紹介等の必要な情報を提供し、高齢者本
人が地域における集いの場に自ら積極的に参加していくこと
などセルフケアに取組むための個別支援を行っている。（３
段階評価）

〇

高齢者からの相談時、本人や家族に介護
予防事業や地域資源に関する情報提供を
行うが、こもれび体操の案内をする場
合、週2回実施していることによる参加
のしやすさや参加者の様子を丁寧に説明
することにより、本人の参加を促してい
る。また、地域においてグループが自主
的にこもれび体操等を実践していくこと
ができるようなセルフケアの仕組みづく
りを第２層協議体で検討していく。

◎

介護保険サービスの必要性を判断しなが
ら、高齢者に対してセンターでの各種講
座や地域で活動しているグループの紹介
等を行っている。初回の総合相談時など
において、興味のあるテーマ（運動、認
知、口腔）の聞き取りを行い、テーマ別
健康講座受講希望リストに登録を行って
いる。当該リストを用いて高齢者に興味
のある健康講座に係る案内を発送するこ
とにより、講座参加を促し、セルフケア
に取り組めるような働きかけを行ってい
る。

◎

地域に出向いたり相談があったときに、
一般介護予防事業に関する情報を提供
し、必要時は民生委員に声掛けを依頼す
るなど、地域行事への参加を促してい
る。前年度からの引き続き月１回、地域
の事業所の協力を得て運動教室を開催
し、自宅でできる運動の指導を行ってい
る。チェック表に記入してもらい、毎回
参加者の取り組み状況を確認し個別支援
を行うことで本人のモチベーションを引
き上げ、セルフケアが実践できるよう取
り組んでいる。

◎

受付に閲覧できるように事業の案内の
ファイルを設置するとともに、センター
職員が高齢者に情報提供できるように持
参用のファイルを作成している。個別相
談があれば地域の通いの場を紹介し、一
人での参加が不安であればセンター職員
が同行し、継続的に参加できるように通
いの場の役員に紹介し、気に留めてもら
うように働きかけている。また、定期的
にセンター職員が通いの場に参加し、継
続して利用ができているか確認してい
る。

◎

昨年度より、サービス事業、一般介護予
防事業及び社会資源情報等を専用のファ
イルにまとめ、各職員が1冊ずつ所持し
活用している。また、センターの公式
LINEにより圏域内の地域活動情報等を
継続的に配信している。センター前の掲
示板にも新しい情報チラシがあれば掲示
している。

◎

相談の際や教室型通所事業が修了した際
に一般介護予防事業や地域の教室、講座
等の紹介を行い、必要な方は同行した
り、参加の確認を行っている。また、教
室開催時等にサポートボランティアとし
て活動していただくなど個別の支援を
行っている。半年間実施した「ノル
ディック×認知症予防」では終了後に参
加者が誘い合って、認知症カフェに参加
するなど新たなコミュニティの構築やセ
ルフケアの意識向上につながっている。

◎

個別相談時と出前講座時に健康寿命に関
しての話と共に一般介護予防事業等を広
報している。また、健康状態不明者のア
プローチ時にもセンター作成の認知症予
防やフレイル予防、季節ごとに注意しな
ければならない情報などを盛り込んだチ
ラシを渡し広報を行っている。民生委員
にも市の取組を理解してもらうために、
介護保険と予防教室等の講座を開催し、
知識を深めてもらい、民生委員からも発
信してもらうようにしている。

⑧

高齢者元気はつらつ健康づくり事業等の介護予防や健康づく
りの推進のための取組みを企画する場合は、事業の目的に
沿った目標を設定するなど企画内容を評価できる仕組みを意
識している。（３段階評価）

〇

介護予防や健康づくりの推進のための取
り組みを企画する場合、高齢者が実践で
きるようにわかりやすい内容となるよう
意識している。企画終了後のアンケート
により介護予防への理解度や健康づくり
の実践に向けての意欲などを聞き取り、
日頃の出前講座であったり元気はつらつ
健康づくり事業に活かしている。 〇

老人会と連携をとりながら積極的に健康
講座を実施することで、地域課題を抽出
するきっかけとなる機会を持ち、地域が
抱える課題に関する健康講座を実施して
いる。また、健康講座に参加する地域住
民の増加の要因となったテーマ別健康講
座受講希望リストの作成といった仕組み
づくりを継続している。 ◎

膝痛を訴える人が多い地域において膝痛
教室を行い、早期のアプローチを行い、
セルフケアができるよう支援した。ま
た、くらわんかウォーカーズ登録グルー
プがいない校区において、地域住民から
の要望があり、ノルディック・ウォーキ
ング講座を開催している。講座終了後は
くらわんかウォーカーズへの登録を促
し、自主的な取組につなげていくことを
目的としている。

◎

一人暮らしの人が多く、孤立し、認知機
能の低下が多いと地域の方から声があっ
たので、認知機能検査としてファイブコ
グを実施し気づきの機会とし、坂道が多
く膝痛で外出が阻害されているというこ
とに対しては、膝痛教室を開催し、膝痛
改善・予防に日常生活で自身で取り組め
るようにしている。実施後にアンケート
を集計し講座の目的が達成できたか評価
している。

◎

地域課題を分析したうえで各事業の企画
をしている。センター主催の「水曜体
操」では、介護予防の意識を高める為
に、参加者に対し、今年度も骨密度測定
を実施し、昨年度と比較し評価してい
る。２年連続で測定し数値化すること
で、参加者の介護予防への意識を高める
ことに繋がっている。 ◎

総合相談やKDBデーターから課題を分
析し、筋骨格系疾患が多い校区において
「膝痛教室」を企画し、実施することと
している。終了後には講座内容（運動の
重要性）の理解度や膝痛軽減の効果、取
り組み継続等についてアンケート実施
し、企画内容を評価している。

〇

ポピュレーションアプローチでは、フレ
イル（心身、栄養口腔）を中心に行い、
元気はつらつ健康づくり事業は、地域課
題解決のために、MCI把握のための脳の
健康教室を開催する予定である。

⑨
介護予防の取組みを推進するため、自主グループの活動の支
援を行っている。（３段階評価） ◎

週２回実施しているこもれび体操の活動
を支援している。地域で開催されるカ
フェなどで相談を受けたり、老人会など
で実施する出前講座を通して、地域住民
や民生委員等と交流を図ることにより自
主グループの活動支援に繋げている。さ
らにSPRINGひらかたの卒業生が活動を
継続していくにあたって、モチベーショ
ンの向上を狙ってこもれび教室や老人会
に卒業生を招き、習得したものを披露す
る機会を設けている。

○

開催されているグループ活動には定期的
に参加し、健康相談や介護相談を行って
いる。ひらっぴー教室開催時に参加者と
センター職員との座談会を行い、グルー
プの自主化を支援できるように関わりを
増やしている。

◎

ひらかた元気くらわんか体操を実践して
いるグループを対象に継続支援講座を開
催したり、新たに体操を始めるグループ
に普及出前講座を行い、自主グループの
活動を支援している。

〇

ひらかた元気くらわんか体操継続支援講
座や、定期的に通いの場に参加し自主グ
ループの活動を支援している。

◎

各老人会からの依頼に応じて出前講座な
どの活動支援を行っている。昨年『ひら
かた夢かなえるエクササイズ』のスター
ト支援講座を行った老人会に、継続支援
講座を実施している。昨年までセンター
主催の「3木体操（ひらかた夢かなえる
エクササイズ）」に参加していた人たち
が、今年から『ひらかた夢かなえるエク
ササイズ』を行う自主グループとして活
動を始めている。活動の継続支援として
センター主催で『口腔フレイル予防』の
講座を開催している。

◎

自主グル－プ支援のため出前講座や体力
測定会等を実施し、介護予防の取組がで
きるよう支援している。毎月定期開催の
グランドゴルフ活動や大会に係る支援を
行ったり、圏域内で活動しているウォー
カーズのグループリーダーと活動やメン
バーの状況などについて情報交換を随時
行うとともに、くらわんかウォーカーズ
メンバーからの備品交換等の相談に随時
対応するなど活動支援を行っている。

〇

各校区から出前講座の依頼も増え、出前
講座の場でポピュレーションアプローチ
を行っている。福祉委員会や民生委員へ
もアプローチを広げ新たな出前講座が出
来る場も広げている。

⑩
事業計画に「保健事業と介護予防の一体的実施」に係る内容
が記載されている。 〇

事業計画に「保健事業と介護予防の一体
的実施」に係る内容を記載している。

〇

事業計画に各校区における健康課題に応
じたポピュレーションアプローチを記載
している。

○

事業計画にKDBデータ等に基づいた各
校区の課題や取り組み内容を記載してい
る。

〇

事業計画に「保健事業と介護予防の一体
的実施」に係わる内容を記載している。

〇

事業計画に「保険事業と介護予防一体的
実施」にかかる内容を記載している。

〇

事業計画に「保健事業と介護予防の一体
的実施」にかかる内容を記載している。

〇

事業計画に「保健事業と介護予防の一体
的実施」にかかる内容を記載している。

⑪
KDBデータに基づき、各小学校区毎の課題を把握した上
で、ポピュレーションアプローチやハイリスクアプローチを
行っている。（３段階評価）

〇

KDBデータに基づき、ポピュレーショ
ンアプローチについては、運動機能の低
下、口腔及び栄養を講座のテーマとして
実施している。健康状態不明者へのアプ
ローチについては、昨年度の記録を参照
し、注意点があるような対象者がいる場
合、訪問担当職員にその旨を伝えてい
る。また、センターのパンフレットや介
護予防に関するチラシを配布し啓発を
行っている。 〇

健康状態不明者リストからアンケートを
送付したうえ、回答内容等に応じて訪問
し、現況確認を行っている。各校区で昨
年とは違う場所でポピュレーションアプ
ローチを行い、フレイル予防に関して普
及啓発を行っている。また、今期の健康
状態不明者リストの対象者全員への受診
勧奨やセンター主催の各種講座に関する
案内等を郵送している。

◎

ポピュレーションアプローチをフレイル
の周知、および予防啓発を目的に開催し
ている。健診受診率が低い校区の講座に
おいては受診勧奨を行い、糖尿病、高血
圧、脂質異常症に対しての服薬をしてい
る人が多い校区においては生活習慣病の
予防についての内容も追加して行ってい
る。２校区において、圏域内の大学と協
働し、主体的にフレイル予防に取り組め
るようヘルスリテラシーを高めるととも
に、地域課題に関心を持つことの大切さ
を学ぶための講座を開催している。健康
状態不明者へのアプローチでは健康状態
不明者に対し、アンケート、電話、訪問
等で実態把握をし、センターの案内や医
療機関の受診・健診受診の勧奨を行って
いる。

〇

ポピュレーションアプローチは、KDB
データを基に開催している。昨年は全校
区1か所ずつの開催であったが、参加し
やすいように、全校区2か所程度で実施
している。健康状態不明者へのアプロー
チは訪問リストを作成し、センター全職
員で随時訪問している。

〇

ＫＤＢデータや地域の課題などから、全
４小学校校区に対して、それぞれポピュ
レーションアプローチを実施企画してい
る。健康状態不明者へのアプローチでは
実態把握に努めている。

〇

ポピュレーションアプローチを実施し、
冊子や資料等も活用しフレイル予防の周
知啓発と健診受診勧奨を行っている。健
康状態不明者へのアプローチではアン
ケートの返信ない方に加え、状態確認が
必要な方は訪問や電話で確認、運動・口
腔・栄養・認知面などの低下の状態にあ
わせた冊子等を配布し予防啓発を行って
いる。

〇

KDBデータを確認し、生活習慣病予防
の為に、ポピュレーションアプローチで
は測定等を取り入れたフレイル予防を開
催している。また、参加者の意識づけを
高める講座を4校区で開催している。健
康状態不明者へのアプローチも、昨年度
に引き続きセンター作成のチラシで予防
の取組や検診の必要性を理解してもらう
ように努めている。

一般介護予防事業におけるケアマネジメント
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【

解
釈
】

①
成年後見制度（法定後見・任意後見）を幅広く普及するため
の活動を行っている。（３段階評価） 〇

成年後見制度に関するチラシ・パンフ
レットを窓口に常設している。地域にお
ける出前講座や出張相談等で成年後見制
度の紹介や事例を交えての説明を行って
いる。また、令和６年夏号の広報紙に成
年後見制度を紹介したことによって、地
域住民から出前講座の依頼があった。

〇

ひらかた権利擁護成年後見センターのパ
ンフレットをセンター入り口で目に留ま
るところに設置したり、地域のサロン等
に出張相談で訪れた際に、パンフレット
の配布を行うなど成年後見制度の啓発活
動を行うことでセンターが相談窓口であ
ることを周知している。また、ケアマネ
ジャーを対象とした勉強会において、冊
子を利用して成年後見制度の啓発活動を
行っている。

〇

権利擁護に関する内容をまとめた広報紙
を発行し、運営推進会議で配布したり、
地域に回覧している。

〇

地域の通いの場において、センターで作
成した成年後見制度のチラシやひらかた
権利擁護成年後見センターのリーフレッ
トを使用した周知活動を行っている。ま
た、ケースを通して詳しく知りたいとい
う声に応じ、居宅支援事業所のケアマネ
ジャーに成年後見制度の出前講座を行
い、支援者側にも普及のための活動を
行っている。

◎

センター作成の三つ折りリーフレットの
配布や圏域内の司法書士と連携し、制度
を正しく理解し活用できるよう普及啓発
に努めている。居宅介護支援事業所だけ
でなく、民生委員や家族からの相談も増
加しており、相談窓口としての認知もさ
れている。出前講座は成年後見制度を中
心に遺言や相続なども含めた内容とする
ことで身近な問題として捉えるきっかけ
になるよう働きかけている。また、冊子
を居宅介護支援事業所連絡会で配布し、
制度の理解を深めていただくとともに個
別ケースの相談、悩みなどの意見交換を
行っている。

◎

センター事務所の手前及びセンター建物
のエントランスにチラシを設置してい
る。法定後見制度と任意後見制度がある
が、「自身が判断できる時から準備して
おく。」の理解促進の為、任意後見制度
の普及に前年度から力を入れている。
「任意後見セミナー２」として、セミ
ナーの受講対象者の範囲を市民の他、ケ
アマネジャーへ広げて開催している。

〇

独自のチラシを作成し、配布するととも
にセンター前に掲示している。また、出
前講座等にて制度の周知を行っている。

②
申立て支援を行うなど、成年後見制度利用が円滑に実施でき
ている。（３段階評価） 〇

本人、家族、その他関係機関等から相談
があった際は、情報提供を積極的に行っ
て申立ての方法について詳しく説明し、
適切に制度利用ができるよう支援してい
る。

〇

具体的に申立てに関する相談があった際
には、制度の説明を行っている。必要に
応じて、ひらかた権利擁護成年後見セン
ター、司法書士会、行政書士会をはじめ
とする各専門機関との連携を図ることで
成年後見制度を円滑に利用できている。 ◎

市長申立中の方の支援を市と協力し実施
している。制度説明を希望する方に対し
訪問し対応している。

◎

本人の意思決定支援を行いながら、必要
に応じて司法書士会と連携して、成年後
見制度の申立て支援を行っている。円滑
に支援ができるよう、センター内や関係
機関と協議し対応を行っている。

◎

十分にアセスメントをしたうえで制度利
用が必要なケースについては適切に制度
利用できるよう支援している。困難事例
についても関係機関で情報共有し役割分
担を行いながら対応している。

◎

前期高齢者の認知症の支援において、法
定後見制度利用より、一定の判断が出来
る為、任意後見制度の利用について本人
及び家族の理解が得られるよう支援を継
続している。
また、今後の財産管理、施設等の入居契
約が必要な場合において、任意後見制度
の本人へ情報提供後、行政書士による本
人説明、面接を行い、支援継続をしてい
る。

◎

本人やその家族、関係機関等からの相談
時には、制度説明や申立て書類の作成支
援ができる等の情報提供を行い、制度利
用が円滑に行えるように努めている。認
知症の本人に代わり金銭管理を行ってい
た配偶者が急死し、今後の生活の見通し
がつかなくなったケースについては、市
長申立てを行い、今後の生活に向けて支
援を継続している。

③

日常生活自立支援事業や成年後見制度などの権利擁護を目的
とするサービスや制度を活用するなど、ニーズに即した適切
なサービスや機関につなぎ、適切な支援を提供することに
よって、本人の生活の維持を図っている。（３段階評価）

〇

本人の在宅生活が維持できるようにケア
マネジャー、枚方市社会福祉協議会、ひ
らかた権利擁護成年後見センター、司法
書士会等と連携しながら対応している。

◎

日常生活自立支援事業や成年後見制度の
活用にあたり、適切なサービスや機関に
繋いでいる。本人の生活の維持を目指し
たケースとして、医療機関への入院を調
整したのち、退院してからの生活の中で
権利擁護に関する課題が生じることが想
定されたため、同医療機関と連携して成
年後見制度の申立ての支援を行ってい
る。

◎

相談者の意向に合わせてひらかた権利擁
護成年後見センターや社会福祉協議会を
紹介したり、ひらかた権利擁護成年後見
センターや家庭裁判所、市担当課の職員
との同行訪問による説明等を行ったりし
て、ケアマネジャー支援も含め必要な支
援を行っている。

〇

社会福祉協議会やひらかた権利擁護成年
後見センター、司法書士会等の専門機関
へ必要時に連携が取れ、ニーズに即した
適切な支援を提供する体制を作ってい
る。 ◎

権利擁護に関する相談は多く、内容・相
談経路も多岐にわたる。本人の望む生活
を維持しながら介入時期を見極め適切な
支援につないでいけるよう見守り体制を
整えている。 ◎

総合相談対応中の認知機能の低下により
金銭管理ができない高齢者について郵便
局から相談が入り、局長と協働しながら
日常生活自立支援事業や成年後見制度の
利用に繋ぐ支援を行っている。 〇

身寄りがおらず認知面の低下がある事か
ら金銭管理が出来なくなっており、光熱
費や家賃の滞納が発生した高齢者に対
し、社会福祉協議会やケアマネジャー、
市担当課等と連携し、金銭管理や在宅生
活の支援へ至る支援を協働し行ってい
る。

【

解
釈
】

①
高齢者世帯が陥りやすい詐欺や消費者被害などの権利侵害が
疑われるケースに的確に対応できるよう、サービスや制度を
理解している。

〇

消費生活センターや警察から得た情報を
センター内で共有し、権利侵害が疑われ
るケースに対して速やかに的確な対応が
できるよう努めている。 〇

消費生活センターと連携を図り、消費者
被害等に関する最新の情報を把握し知識
の向上に努めている。

○

消費生活センターからのチラシや通知、
その他情報をセンター内で回覧・報告し
情報共有している。

〇

消費生活センターや警察安まちアプリか
ら発信がある特殊詐欺や消費者被害の市
内の状況を随時把握し、センター内で情
報共有し、対応力向上に努めている。 〇

消費者被害の情報や枚方市内で多発して
いる被害を把握するとともに、相談を受
けたケースについては必要に応じて消費
生活センターへ情報提供し連携を図るよ
うにしている。

〇

消費生活センター作成のチラシや通知等
を供覧し、日々巧妙になる手口に的確に
対応できるようセンター内で情報共有し
ている。 〇

消費生活センターからの情報や大阪府警
察からの安まちメールを基に担当圏域内
で発生した消費者被害状況について、セ
ンター内や関係機関へ注意点や対応方法
の情報共有を行っている。

②

認知症等の高齢者は、消費者被害に遭う危険性が高いことか
ら、消費者被害を未然に防止するために、啓発等の取り組み
や、各種専門機関との連携強化を図っている。（３段階評
価）

〇

圏域内で実際に消費者被害等が多発して
いることもあり、地域のサロンや活動の
場における出前講座や出張相談の機会を
通じて、積極的に被害の傾向や対策につ
いて啓発を行っている。令和6年秋号の
広報紙にも消費者被害等に関する情報を
掲載し、注意を呼びかけている。また、
初回訪問時などは、訪問勧誘お断りス
テッカーや啓発チラシを配布して直接注
意喚起を行っている。介護保険事業所
に、消費生活センターからの提供される
消費者被害等に関する情報をFAXにて
共有している。

〇

市担当課から消費者被害に関する情報提
供がある場合、ケアマネジャーや介護保
険事業所等に対し、随時最新情報を提供
して協力が得られるよう体制を作ってい
る。地域住民に対しては「訪問勧誘お断
りステッカー」等の啓発資材を配布して
いる。また、地域のサロン等に出向き、
詐欺被害の防止に関する啓発を行ってい
る。包括社協ふれあいだよりにも消費者
被害に関する情報を掲載し啓発を行って
いる。

○

認知症関連の相談時や申請の際に啓発の
為のステッカーやティッシュの配布を
行っている。地域の会議参加時や講座等
で地域に出向く際に、消費生活センター
からのお知らせの紹介や啓発グッズを用
いた説明・紹介による啓発をしている。

〇

地域の通いの場で消費生活センターから
定期的に発信がある市内の消費者被害発
生状況を紹介し、日常生活で気をつけて
いただくポイントを説明したり、消費生
活センター提供の啓発グッズを配布し啓
発を行っている。また地域の身近な相談
機関としてのセンターの役割に関しても
周知活動を継続している。 ◎

消費生活センターや警察からの情報をも
とにすべての校区で啓発の取り組みを
行っている。講座内容についてもカラー
チラシの作成や寸劇など「印象に残る工
夫」を行っている。消費生活センターや
警察から講座をしてもらうこともある。
また、SOSネットワーク登録事業所へ
の定期配信やLINE公式アカウントから
の啓発も行っている。

◎

圏域内の郵便局や金融機関等との日頃か
らの連携を密に取りながら、消費者被害
の未然防止と情報共有ができる関係を継
続できる仕組みづくりを行っている。消
費者被害を未然に防ぐため警察とは日頃
から密に連携を図っている。
大阪府警「安まちメール」にて圏域内で
発生した特殊詐欺の情報があれば、即座
にLINE公式アカウントやホームページ
にて情報を配信し、特殊詐欺を未然に防
止するための啓発に努めている。

〇

近隣で発生した被害情報を掲載した独自
のチラシを発行し、SOSネットワーク
や出前講座を活用し情報発信に加え、出
前講座での配布や注意喚起を行ってい
る。

③
消費者被害に関する相談を受けたときは消費生活センターな
どの関係機関と連携・共同し、問題解決を図っている。 〇

地域住民、ケアマネジャー、民生委員等
から相談や情報提供があった際には、消
費生活センターや警察に情報共有を行う
とともにケアマネジャー、訪問介護事業
所等と連携し、同様の被害に対する予防
策等について意見交換することにより問
題解決を図っている。

〇

消費生活センターから協力依頼があった
場合、必要に応じて当事者の自宅を訪問
して状況確認するとともに、家族や民生
委員などと連携を取って問題解決を図っ
ている。事後の経過について確認した場
合は、必要に応じて消費生活センターへ
報告している。

○

消費者被害が疑われる事例や消費生活セ
ンターから協力依頼があった場合は、消
費生活センターや居宅介護支援事業所、
自治会等と必要に応じて協力し支援して
いる。 〇

消費者被害が疑われる事例については、
消費生活センターと随時情報を共有して
いる。また居宅支援事業所ケアマネ
ジャーからの相談に関しては、新たに被
害を生じることのないよう対策をケアマ
ネジャーと共同し検討している。 〇

消費者被害に関する相談を受けた際は、
消費生活センターと情報共有し問題解決
に向けて連携を図ることが出来ている。
訪問販売の被害相談について消費生活セ
ンターに情報共有した際、被害を受けた
地域周辺をその日のうちに青パトで注意
喚起してもらっている。タイムリーに地
域へ発信出来たことで予防と抑止力効果
につながった事例である。

〇

センターに寄せられた詐欺・消費者被害
の相談や情報は逐一警察や消費生活セン
ターに通報し、問題解決に向けて連携を
図っている。消費者被害に対して状況の
把握や関係機関と連携できる体制を構築
している。 〇

相談を受けた時や情報提供があった際、
速やかに実態把握を行い、消費生活セン
ターや関係機関等と連携し、早急に対応
が出来る様に努めている。また、身に覚
えのない請求があると本人や家族から相
談があったケースについては、請求書を
確認し、請求先へ連絡を行い請求が発生
している経緯の確認を図っている。

消費者被害の問題において、認知症等の高齢者に関する相談は大きな割合を占めています。地域包括支援センターは、関係機関等と連携し消費者被害防止の問題に取り組んでいく必要があります。地域における消費者被害に関する情報を把握し、関係者や地域住民に啓発を行いながら、消費者被害の相談・情報がもたらされるような働きかけをしていくことが求められています。

認知症等によって判断能力の低下が見られる場合には、適切な介護サービスの利用や金銭管理などの支援を行うため、成年後見制度を活用することが有効です。地域包括支援センターでは、成年後見制度の活用を幅広く普及させるための広報等の取組みを行ったり、医療機関や成年後見人等となるべき者を推薦できる団体等との連携が求められています。また、成年後見制度の利用に関しては、適切なスクリ－ニングを実施する
ことは勿論、制度利用が必要な場合の、申立て支援を実施することが重要です。

２．詐欺・消費者被害防止の取り組みができているか。

１．成年後見の活用に関する取り組みができているか。
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当課評価 (①～⑦) 資料③－１

社協こもれび 聖徳園 松徳会サール・ナート 美郷会社協ふれあい 安心苑

【

解
釈
】

①

関係機関や地域住民に対して高齢者虐待の相談通報窓口であ
ることを周知し、早期発見・防止に向けた普及啓発等を行っ
ている。
（３段階評価）

〇

センターのブックラック等を利用し、高
齢者虐待防止チラシを設置している。ま
た、地域のサロン等へ出向いて地域住民
への周知、早期発見、防止に努めてい
る。

〇

介護保険事業所や民生委員等に高齢者虐
待防止チラシを配布し、センターが相談
窓口であると周知することによって高齢
者虐待が疑われるケースの早期発見及び
連携ができるように啓発に取り組んでい
る。

○

広報紙に相談窓口である文言を入れて紹
介している。合同事業所連絡会にて、虐
待予防の研修を実施するなど、普及啓発
を行っている。

◎

関係機関への周知に関しては、居宅介護
支援事業所連絡会にて高齢者虐待防止
法、センターの役割を講義にて周知し、
早期発見・防止に向けたネットワークの
構築を行っている。地域住民にはセン
ター作成のチラシを通いの場や出前講座
時に配布を行い啓発を行っている。

◎

三つ折りリーフレットの作成や広報紙へ
の掲載、センター内に相談通報窓口であ
ることを掲示することで高齢者虐待の相
談通報窓口であることや高齢者虐待の早
期発見･防止に向けた啓発を行ってい
る。居宅介護支援事業所だけでなく民生
委員、地域住民からの相談通報もあり、
窓口としての周知と早期に対応していく
ことの大切さを伝えることができてい
る。

◎

権利擁護等のリーフレットを用いて、商
業施設等に高齢者虐待の相談窓口である
事を引き続き周知を行っている。圏域の
ケアマネジャー、介護保険事業所を対象
として高齢者虐待に関する「早期に気づ
き、相談出来る環境に関すること」を
テーマとするアンケート調査を実施して
いる。 ◎

事業所勉強会にて判断に迷う・疑わしい
ケースの事例検討を行い、今後虐待へと
繋がる可能性があるかもしれないという
視点を持ってもらい、疑わしいケースが
あれば相談してもらいたいことを周知し
ている。高齢者虐待の相談窓口であるこ
とを幅広い方に知って貰えるように独自
のチラシの配布やセンター前に掲示にて
情報発信を行っている。

②

アウトリーチによる実態把握など様々な方法で状況確認を行
い、また関係機関と連携し、高齢者虐待・困難事例に対処し
ている。
（３段階評価）

◎

相談や通報があった際は速やかにセン
ター内で協議し、複数職員による訪問で
情報収集や実態把握を行ったのち、介護
保険事業者、医療機関、民生委員、地域
住民等と連携して高齢者虐待や支援困難
事例等に対応している。

◎

高齢者虐待が疑われるケースについて
は、複数職員で訪問を行い関係機関と連
携するなど、適切な対応に努めている。
ケアマネジャー等からの相談がある場
合、相談内容やその他情報に基づき役割
分担を行い、同行訪問する等適切に実態
把握を行うことでケアマネジャー支援を
含む問題解決を図っている。 ○

ケースに合わせて訪問、状況確認を実施
している。居宅介護支援事業所や医療機
関、民生委員等と連携し、虐待・困難事
例に対応している。

〇

実態把握に関しては、高齢者本人・養護
者へ訪問での聞き取りを基本とし、必要
時に担当ケアマネジャーや介護事業所、
保健所、病院等と連携し、情報収集し早
期対応や支援を行っている。

◎

出張相談会や地域ケア会議、地域づくり
会議などを通じてアウトリーチに努めて
おり、高齢者虐待・困難事例のリストを
作成している。関係機関と連携しながら
緊急性の判断や支援方向性について検討
し対応している。他機関と連携支援が円
滑に行えるよう関係機関と地域づくり会
議の定期開催により顔の見える関係性の
構築に努めている。複合的課題のある世
帯の会議や重層的支援会議等にも参加し
課題解決に向け取り組んでいる。

◎

高齢者虐待の相談、通報をケアマネ
ジャーから受けたケースについて、介護
保険事業所や医療機関、民生委員等と情
報共有、訪問診療でカンファレンスを行
い、介護者である面談できない家族と接
点を持つ事ができないか、意見交換しな
がら対応している。その後、要介護状態
である配偶者の安否確認も引き続き、民
生委員の協力も得て行っている。

◎

相談・通報時には、センター内で協議を
行い、関係機関や民生委員等からの情報
収集や訪問による実態把握を行ってい
る。状況に応じ、関係機関と連携し問題
解決に向けた支援を行っている。

③
高齢者虐待の対応にあたっては、被害者の擁護に限らず、家
族全体の問題との視点を持ち、支援を行っている。（３段階
評価）

◎

家族全体の支援という視点を踏まえ、必
要に応じて関係機関に繋ぎ情報共有を
行っている。ケース内容に応じて、保健
所、コミュニティーソーシャルワー
カー、障害に関するサービス事業者等と
連携し、養護者も含め支援を受けること
ができるよう対応している。

◎

高齢者だけでなく養護者との信頼関係の
構築を図るべく、養護者に対する傾聴に
も重きを置き、家族全体の支援に努めて
いる。65歳に満たない養護者が障害を
持っている場合については、必要に応じ
て関係機関と連携を図り、支援に繋がる
ように努めている。

○

関係者の負担が増加しないように配慮し
ながら養護者の立場にも気を配り相談支
援にあたっている。

〇

家族の関係性や養護者の介護負担、世帯
の環境を把握し、必要な支援を検討し、
対応している。

◎

家族全体の問題として捉える視点につい
ては虐待対応の中で意識している。対応
しているケースは養護者支援の視点を持
ち、役割分担しながら関わることができ
ている。虐待が疑われるケースについて
も、継続してフォローをしている。

◎

高齢者虐待について、養護者の気持ちに
寄り添いながら認知症初期集中支援チー
ムに繋いでいる。医師からの助言を参考
にしながら家族性の発達障害が疑われる
当該ケースの支援を関係者と連携しなが
ら実施している。

◎

虐待の勉強会を実施し、それぞれの役割
や相談窓口を明確にすることで身近に相
談ができる体制がとれるよう努めてい
る。

④
高齢者虐待防止について地域住民や関係機関等と連携できる
ネットワークを構築している。（３段階評価） 〇

地域のサロン等における出張相談や事業
所懇談会等で高齢者虐待防止チラシを
もって説明することで、センターが地域
の相談窓口であることの周知に努めてい
る。また、民生委員や関係機関と日頃か
ら顔の見える関係性を維持し、ネット
ワークの構築に努めている。

〇

民生委員とのコミュニケーション、地域
で開催されるサロン活動への参加、地域
住民からの相談対応あるいはケアマネ
ジャーの支援等を通して、日常的に関係
を築いていることによって、有事の際に
連携できるネットワークの強化に繫げて
いる。

◎

高齢者虐待防止について、介護保険事業
所、コミュニティソーシャルワーカー、
民生委員等連携できるネットワークを構
築している。 ◎

高齢者虐待の発見に至りやすい居宅支援
事業所のケアマネジャーと居宅介護支援
事業所連絡会にてネットワーク構築を
図っている。民生委員と随時連携を図
り、ネットワーク強化ができている。 ◎

既存のネットワークから通報を受け地域
住民や関係機関等と連携支援出来てお
り、ネットワークの強化ができており、
対応件数が増えている。 ○

主任ケアマネジャー等を対象にした法定
外研修にて「虐待防止研修」を開催し
た。虐待通報から対応までの流れ等につ
いて事例を交えながら紹介し、ケアマネ
ジャーや介護保険事業所等の関係機関と
のネットワーク構築の必要性について伝
えている。

◎

第2層協議体や民生委員、校区福祉委
員、医療・福祉関係機関等と日頃の関わ
りの中から連携が取れるようネットワー
クを構築している。

⑤
虐待の通報を受けたときは市町村担当課などの関係機関と連
携・協働し、問題解決を図っている。 〇

通報を受けた際は、速やかに関係機関へ
状況を確認し、市担当課への報告及び協
議を行うことで問題解決に向けた支援を
行っている。 〇

高齢者虐待が疑われる時は、市担当課、
警察、その他関係機関等と連携、協働し
て問題解決に向けた支援を行っている。

○

通報があった際は疑いのケースを含めて
センター内で協議し、市担当課に速やか
に報告し、連携・協働して問題解決を
図っている。 〇

虐待の報告を受けた際には、市担当課と
情報共有し、虐待解消に向けた支援の確
認や検討を随時行っている。関係機関と
も、随時状況を共有し、支援チームとし
ての対応を行っている。

〇

通報を受けた際は速やかに市担当課へ連
絡し問題解決に向け連携・協働してい
る。

〇

虐待の相談、通報を受けた場合、セン
ター内で協議して、速やかに市担当課へ
報告を行い、情報共有や協議等をしなが
ら連携して対応している。 〇

通報・相談時は、速やかに実態把握を行
い関係機関等と連携し、問題解決に向け
て対応を行っている。

３．高齢者虐待防止への取組みができているか。

高齢者虐待の問題では、認知症や要介護の高齢者等が虐待の被害に遭いやすいとされており、地域包括支援センターは、権利擁護事業として関係機関等と連携し高齢者虐待の問題に取り組んでいく必要があります。問題についての普及啓発活動を行い、関係者や地域住民の問題意識を高めていくこと、相談・通報に対しては、関係機関と連携しながら情報収集、実態把握を行い、緊急性の判断や支援方法の検討、家族全体の支援
を考えていくことが重要です。
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当課評価 (①～⑦) 資料③－１
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【

解
釈
】

①
認知症に関する制度や社会資源等を把握し、相談内容に即し
た助言・紹介等を行っている。 〇

相談があった場合、認知症ケアパス等の
パンフレットを活用して家族や地域住民
が利用できる制度、サービス、居場所等
の情報提供を行っている。

〇

圏域にある医療機関や介護保険事業者等
と連携の強化を図り、社会資源等を把握
し、相談内容に応じて成年後見制度を説
明するなど必要な対応を行っている。

○

毎朝、毎夕礼時と月１回の定期ミーティ
ング時に情報共有を図っている。認知症
に関する相談があった際は「認知症初期
集中支援チーム」との連携やその他施策
の紹介を行っている。 〇

相談内容により、認知症対応における社
会資源を紹介している。医療とつながっ
ていない場合は受診を推奨し、受診困難
な場合は初期集中支援チームを紹介する
とともに、キーパーソン不在の場合は受
診の同行等も実施してる。医療機関受診
後、軽度認知障害の場合は地域の通いの
場へのつなぎ等も行っている。

〇

認知症ケアパスの活用や認知症専門医の
情報提供など相談内容に即した助言･紹
介を行っている。認知症施策の動向や社
会資源の把握にも努めている。

〇

新聞や書籍等、認知症に関する最新情報
をセンター内で供覧するなど、相談対応
時に適切に情報提供ができるよう努めて
いる。また、認知症が疑われるケースの
相談に関しては関係機関や専門医との連
携、専門医療機関への受診同行等の支援
を行っている。

〇

認知症関連の情報を収集したファイルを
窓口に設置しており、相談時に対応がで
きるようにしている。

②
圏域内の地域住民や商店会・企業等に認知症への理解を深め
てもらうための啓発活動（認知症サポーター養成講座等）を
行っている。（３段階評価）

〇

こもれび教室にて認知症サポーター養成
講座を実施している。また、認知症への
理解を深められるような資材（DVD）
を地域住民向けに無料で貸し出してい
る。

〇

特別養護老人ホームや介護老人保健施設
と連携して介護職とともに地域住民向け
である認知症サポーター養成講座を行っ
ている。

◎

スーパーや小学校向けに認知症サポー
ター養成講座を実施し、地域住民へは認
知症に関する講座を実施し啓発を行って
いる。

〇

地域で必要に応じて認知症サポーター養
成講座や、認知症の理解を深める活動を
行っている。SOSネットワークを通じ
て連携できた金融機関や商店街等で認知
症の理解を深めていく。

◎

昨年認知症サポーター養成講座を行った
グループに対する認知症サポータース
テップアップ講座やセンターにおいて認
知症カフェの開催を予定しており、認知
症への理解を深めてもらう取り組みを
行っている。圏域内の店舗・企業へは見
守り110番協力店舗依頼時や個別ケー
ス対応時に啓発活動を行っている。

◎

認知症サポーター養成講座を随時開催し
ている。子どもと保護者を対象とした
「キッズ認知症サポーター養成講座」を
開催しており、子どもが認知症に対して
関心を持ち正しい理解が得られるように
している。
センターホームページ上で「自分ででき
る認知症の気づきチェックリスト」の掲
載や、LINE公式アカウントで認知症に
関する書籍の紹介など、認知症に関する
気づきと啓発を行っている。

〇

金融機関・郵便局・スーパーに広報活動
を行い、今後その関係を深める為に認知
症サポーター養成講座のチラシなどを持
参し広報と協力の依頼へ回っている。

③
認知症の疑いがある人や初期の認知症高齢者を早期発見し、
支援するためのネットワークを構築している。（３段階評
価）

〇

見守り110番事業の活動を通し、商店
会、薬局、新聞配達店等の協力機関へ依
頼を継続することにより認知症高齢者の
早期発見や対応に繋がるネットワークを
構築している。 〇

認知症の疑いがある人を早期に発見でき
るよう高齢者見守り110番事業の普及
を通じて、地域住民、民生委員、金融機
関、コンビニ等社会資源との連携強化に
努めている。 ○

見守り110番事業の協力依頼を実施し
ている。既存の協力店舗へは直接訪問し
て一層の協力を依頼するなどネットワー
クの構築をしている。

〇

認知症の疑いがある人や初期の認知症高
齢者を早期発見するために、民生児童委
員とのネットワークや、地域の居場所と
のネットワーク、認知症高齢者を比較的
発見しやすい金融機関とのネットワーク
を構築している。

◎

見守り110番通報をはじめ、既存の
ネットワークにおいて認知症高齢者の早
期発見や支援するためのネットワークが
構築が出来ている。随時見守り110番
事業に協力してくれる店舗を探してい
る。それをきっかけに介入できたケース
もある。

◎

圏域内の郵便局や金融機関との連携を
図っており、対応策について会議を持つ
など、支援の体制づくりに努めている。
見守り110番事業に関して登録店舗の
一斉点検を行い、支援するためのネット
ワークの更なる強化を図っている。

〇

認知症への理解を深めてもらうため軽度
認知障害についての出前講座を実施して
いる。また、近隣の医療機関や薬局と連
携し、認知症の疑いの方を早期発見でき
るようネットワーク構築に務めている。

④
地域で認知症高齢者とその家族を支えるための仕組みづくり
など社会資源の集約と開発に努めている。（３段階評価） 〇

第2層協議体の会議等において、認知症
高齢者やその家族が安心して生活を継続
するため、利用できるサービス、地域資
源、認知症高齢者に対する接し方等の情
報を共有しており、地域全体でサポート
できるような体制づくりを整備してい
る。

〇

自治会のサロンへ参加し、出張相談等を
行っており、地域住民と交流を図ること
で認知症高齢者に関する相談に対応でき
る体制づくりに努めている。センター職
員もサロンに参加して認知症に関する相
談を受けることにより地域で認知症高齢
者を支える仕組みづくりに努めている。

○

相談時に社会資源の情報提供が出来るよ
うに集約し、情報共有に努めている。認
知症カフェのチラシ等、地域情報を相談
室横に掲示し、相談者・職員がいつでも
閲覧できるようにしている。

◎

認知症でサービスの利用を躊躇している
方には、デイサービスでのボランティア
に取り組んでいただき、その活動を通じ
て閉じこもりの防止を努めている。今後
は、システムとして構築していく。

◎

個別事例を通して認知症に理解ある地域
づくりに向けて支援体制の構築に努めて
いる。また、認知症高齢者とその家族を
支えるための資源情報をファイリングし
必要時に情報提供できるようにしてい
る。居宅介護支援事業所連絡会やLINE
公式アカウントではその情報のひとつと
して認知症カフェ開催についてアナウン
スしている。

◎

今年度から圏域内の医療機関との共催で
認知症カフェを実施。認知症当事者や家
族を支援するため、「認知症本人と家族
の一体的支援プログラム」を導入しなが
ら地域の中で認知症当事者や家族が安心
して暮らせる仕組みづくりを目指してい
る。
圏域内のキャラバンメイト意見交換会に
て認知症456体験を実施し、普及に努
めている。

◎

地域の認知症高齢者やその家族を支援す
るため認知症カフェを開設している。

⑤
人的資源（認知症サポーター等）を活用し、認知症カフェ等
の充実を図るとともに、それらが有機的に機能するよう支援
を行っている。（３段階評価）

〇

認知症高齢者の活動場所への送迎支援内
容について、チームオレンジの活動先に
もなっている認知症カフェ等の運営者と
検討を行っている。認知症サポーター養
成講座にて実施したアンケートの結果を
踏まえ、ボランティア活動に繋がる人材
の育成に努めている。 〇

チームオレンジサポーターと連絡を取
り、地域の中で認知症への理解を広げる
ための取り組みや認知症カフェの活動に
ついての相談に応じている。また、認知
症病棟を開設した医療機関における医療
従事者や相談員と話し合いの場を持ち、
認知症カフェの開催について協議を進め
ている。

〇

認知症カフェ開催前に運動講座を開催
し、参加をしやすい環境の支援をしてい
る。今後認知症カフェの充実を図るた
め、周知を継続するとともに支援方法を
検討していく。

〇

地域の居場所で認知症の方のために、認
知症サポーター等を活用できる仕組みを
システムとして構築できるように進めて
いる。

◎

認知症啓発のシンボルカラーであるオレ
ンジ色の花を咲かせる「オレンジガーデ
ニングプロジェクト」を継続している。
また、コロナ禍で活動自粛していた認知
症カフェを、地域の自治会館で開催でき
るよう支援している。地域住民、介護者
家族や介護保険事業所からの参加もあ
り、新たな繋がりができる場所となって
いる。

◎

令和4年から開設した認知症カフェも
チームオレンジのメンバー等の協力で月
に1回の定期開催が継続できている。認
知症への理解促進と参加者が楽しめる場
が定着している。レクリエーションス
タッフの協力も拡充し、新たな活躍の場
となっている。今年度から圏域内の医療
機関の担当者が認知症カフェを定期開催
するにあたり、先行する認知症カフェの
見学やヒアリング等を行うなどし、認知
症カフェの運営について支援している。

〇

認知症カフェ開設の準備として、人的資
源を増やすため認知症サポーターステッ
プアップ講座開催を検討している。

４．認知症高齢者等にやさしい地域づくりの推進に取り組んでいるか。

新オレンジプランの基本的な考え方は、認知症の人や家族の視点を重視しながら、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会の実現を目指すこととされています。認知症の理解についての普及・啓発活動及び認知症の容態に応じた医療・介護及び生活支援を行うために必要な機関が有機的に連携できるネットワークを形成するとともに、認知症の人やその家
族を支援する体制の構築などが求められています。
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当課評価 (①～⑦) 資料③－１

社協こもれび 聖徳園 松徳会サール・ナート 美郷会社協ふれあい 安心苑

【

解
釈
】

①
介護支援専門員の相談窓口を設け、積極的に相談に応じてい
る。 〇

日頃からケアマネジャーが孤立しないよ
うにセンターが相談窓口であることを周
知し、積極的に相談に応じている。

〇

ケアマネジャーが相談しやすい雰囲気づ
くりに努め、対面や電話において様々な
相談に応じている。

○

月１回の定期対応から、いつでも相談が
できる対応に変更している。また、ケア
マネジャーの来所時やケアマネジャーの
集まる機会には、センターから圏域のケ
アマネジャーに積極的に声かけをするこ
とで、相談しやすい雰囲気づくりに努め
ている。

〇

ケアマネジャーの相談窓口であることが
わかる看板を事務所入り口カウンターに
掲示し、相談内容により同行訪問、事業
所連携、個別で対応をしている。 〇

ケアマネジャーからの相談には随時対応
している。要介護になった利用者のその
後の支援状況など担当ケアマネジャーと
情報共有を行い記録に残すなど、個々の
変化に応じて継続的にフォローアップし
ている。

〇

個別の訪問等で相談しやすい雰囲気づく
りに努め、積極的に相談に応じている。

〇

来所時には積極的に声をかけ近況を聞
き、相談に応じている。その他電話での
相談に応じ必要であれば面談を行ってい
る。管理者としての相談・悩み等をアウ
トプットできるよう懇談会を実施すると
ともに定期的に継続開催を予定してい
る。

②
地域にあるインフォーマルサービスについて情報を把握し、
その活動内容や特徴、連絡先などがいつでも誰でも利用でき
るよう整理しておくなど、連携体制を作っている。

〇

地域にあるインフォーマルサービスに関
する情報を随時更新して整理している。
また、希望者には紙媒体又は電子媒体に
て情報を提供している。 〇

地域のインフォーマルサービス情報を集
約したファイルをセンター内に設置して
いる。また、内容を更新し、居宅介護支
援事業所に情報を提供している。 ○

インフォーマルサービスについてはパソ
コンでの管理とセンター内の閲覧ラック
に配列し、新しい情報は随時更新してい
る。また、オープンチャットで圏域内の
ケアマネジャーと情報交換ができる仕組
みを構築している。

〇

地域マップ、配食事業所、移動スー
パー、自費ヘルプ等の情報をファイルに
整理し、新しい情報は、居宅介護支援事
業所連絡会等で集まる機会に周知してい
る。また、相談問い合わせがあった際、
随時情報提供している。

〇

インフォーマルサービス情報は随時更新
しファイルに整理している。地域高齢者
やケアマネジャー等からの相談で随時情
報を提供できるようにしている。 〇

インフォーマルサービスの情報は常に更
新し、情報提供を行っている。センター
事務所玄関前に、ケアマネジャー向けの
情報ラックを設置し、定期的に情報更新
を行っている。

〇

センター内ではファイリングや掲示を行
い、閲覧できるようにしている。

③
介護支援専門員に対して様々な情報を提供する仕組みをつく
り、情報支援をしている。（３段階評価） 〇

広報紙を活用してケアマネジャーへ情報
提供を行っている。また、ケアマネ
ジャーに共有したい情報や研修案内につ
いては、連絡ボックスを活用している。
消費者被害や権利擁護に関する情報につ
いては、事業所懇談会等にて提供してい
る。

〇

年に４回発行しているケアマネ通信に
て、センターの取り組み、健康講座、重
層支援体制整備事業等を利用した事例等
の情報提供を行っている。また、地域資
源に関する情報を紹介することで、地域
資源の重要性を意識してもらうよう努め
ている。

○

センターから発信する情報については事
業所連絡会や「ケアマネつーしん」で伝
えるほか、オープンチャットでは各ケア
マネジャーからの情報を発信し、共有で
きるようにしている。

〇

社会資源、研修情報等、居宅介護支援事
業所連絡会等の集まりの際に周知、タイ
ムリーに情報を提供できるよう必要に応
じFAXで通知するとともに、相談窓口
において個別に案内し、伴走支援をして
いる。居宅介護支援事業所連絡会で
LINEグループ作成の提案を予定してい
る。

◎

偶数月に開催している居宅介護支援事業
所連絡会ではセンター主催の事業予定
や、社会資源やその活動内容などを情報
提供している。また、認知症カフェの開
催を紹介したところ、認知症カフェがあ
る地域以外の介護者の参加につながって
いる。

◎

枚方市介護支援専門員連絡協議会圏域コ
ンダクターを中心に、第６圏域ケアマネ
ジャー連絡会を開催しており、情報提供
の場としては、事業所向けのLINEも活
用している。研修開催時は、他の研修や
情報交換の場を提供するとともに、アン
ケートを実施して次の企画へつなげ、
様々な情報提供のチラシを配布したり、
LINEでも情報発信し、印刷配布も可能
な状態にしている。

〇

広報紙に様々な情報をのせ配布してい
る。また他圏域での研修案内も情報提供
している。

④
支援困難事例を抱える介護支援専門員に対して、スーパービ
ジョン（支持的・教育的支援）による介護支援専門員自身の
援助の振り返りを支援している。（３段階評価）

◎

日常的な助言や提案を通して相談しやす
いよう関係構築を図るとともに、ケアマ
ネジャーが支援困難事例に対応する際、
気づいていない視点からの助言に努め、
訪問に同行するなど支援を行っている。
また、圏域懇談会のように枚方市介護支
援専門員連絡協議会圏域コンダクターが
主催する会議においては、企画や進行に
対する助言及び提案を含め、同コンダク
ターが主体的に取り組めるよう支援を
行っている。

〇

ケアマネジャーが抱える支援困難事例に
対して、アセスメントの助言だけでな
く、支援方法や展望について助言し、振
り返りを支援している。

○

いつでもケアマネジャーが相談・対応で
きる体制をとりつつ、助言・気づきを促
す支援を基本として、過剰な支援になら
ないよう意識して行っている。

◎

ケアマネジャーから支援困難事例の相談
があった際は、センター内で協議を重
ね、同行訪問を基本とし、個別でケアマ
ネジャー自身の振り返りの機会や、気付
きにつながるよう助言し支援している。
必要時は関係機関や民生委員への繋ぎの
支援も行っている。

◎

支援困難事例を抱えるケアマネジャーに
対しては初回は職員二人で対応してい
る。今年度は認知症の親の介護で結果的
に虐待にあたるのではないかと悩むケア
マネジャーの相談に対応し、適切な介護
を踏まえたうえで本人、家族の思いも尊
重しながら支援する方向性を一緒に考え
られている。関わったケアマネジャーに
対しては、支持的・教育的に支援するよ
うにしている。

◎

今年度も自立支援型地域ケア会議の案内
を送り、会議後に相談できることを掲載
している。支援困難なケースは、同行訪
問、ケアマネジャーに対しては、支持的
教育的に支援するようようにしている。

◎

中部圏域合同で地域のケアマネジャーと
共同でスーパービジョンをテーマにした
研修会を実施している。

⑤
ケアプランの作成について助言・指導を行っている。また、
困難事例等の相談に対し事例検討や個別ケア会議の提案を行
い、その開催を支援している。（３段階評価）

〇

個別のケース相談については、ケースの
振り返り、介護保険制度だけではなくイ
ンフォ―マルサービス等に関する情報を
含めた助言を行い、多機関を含めた支援
の必要性への気づきに繋げている。また
当事者を交えた個別ケース会議の必要性
を伝え、開催へのサポートを行ってい
る。

〇

ケアプランの作成について、ケアマネ
ジャーからの相談内容に応じ、利用者の
特性や自立支援の観点を踏まえがら助言
及び指導を行っている。また支援困難事
例に関する相談に対し、事例検討会や個
別事例に係る地域ケア会議の開催を提案
している。

○

支援困難事例の相談があった時には、来
所してもらう等して話を聞いている。ケ
アプランの内容に関しても助言を行い、
個別地域ケア会議での検討を促してい
る。

〇

相談ケースのケアプランの作成について
助言・指導を行い、必要に応じて個別地
域ケア会議開催の提案や、経過を確認し
たケースの振り返りの支援を行ってい
る。今年度は３事例開催を調整したが、
当事者の理解に至らず、開催に至ってい
ない。

◎

ケアプランの作成については、虐待や困
難事例の相談を受ける機会にケアプラン
を提出してもらい助言・指導・個別地域
ケア会議開催の提案を行っている。圏域
内の主任ケアマネジャーと協力し、定例
で事例検討会を行い運営側の視点でも
スーパービジョンをしている。支援困難
事例のケアマネジャー支援件数は増加し
ており、月１回介護予防ケアマネジメン
トの目標設定期間について検討をするセ
ンター内会議で支援の方向性を『案』と
して提示するとともにケアマネジャーに
助言・指導を行っている。また、自立支
援型地域ケア会議への事例提供を促して
いる。

◎

自立支援型地域ケア会議においては、
ケースを可視化し理解を深めるためにホ
ワイトボードを用い、会議後半は地域課
題の抽出と、具体策も検討している。ま
た支援困難事例の検討は、ケアマネ
ジャー連絡会やケース会議を行ってい
る。また個別ケア会議では、チームで連
携して支援を継続して行くことを確認し
ている。 〇

相談があれば適宜助言を行う。また、支
援困難事例に関しては個別ケア会議を開
催し支援を行っている。

⑥　
個々の介護支援専門員が孤立しないように、介護支援専門員
同士のネットワークを構築し、互いの悩みや必要な情報交
換、意見交換がができる場を設けている。（３段階評価）

◎

他のセンターと合同で開催した圏域連絡
会や事業所懇談会において、より広範囲
のケアマネジャー同士が意見交換できる
機会を設けている。

◎

圏域にある居宅介護支援事業所間のネッ
トワーク構築のため、ケアマネジャーと
の情報交換等できる場として事業所懇談
会を開催している。特定事業所事例検討
会については、在籍する職員が１名のみ
である居宅介護支援事業所も漏れなく参
加できるよう調整を行っている。また、
ケアマネジャーからニーズのあった座談
会を企画し、ネットワークの構築を行っ
ている。

◎

特定事業所の開催する事例検討会の後、
枚方市介護支援専門員連絡協議会圏域コ
ンダクターを中心に圏域内のケアマネ
ジャーが自由に意見交換できる場を設け
ている。

◎

居宅介護支援事業所連絡会を対面での会
議やオンラインで定期的に開催し、参加
者がどちらの方法でも参加できるように
し、参加しやすい工夫を行っている。ま
た、会議の中で意見交換の場を設けてい
る。 ◎

CMオンラインcafé（居宅介護支援事
業所連絡会）や事例検討会ではケアマネ
ジャー同士のつながりや相談の場になる
よう運営している。今年は６月に居宅介
護支援事業所連絡会を対面で開催しオン
ラインでは参加できない事業所にも積極
的に声かけし参加事業所が増えている。

◎

１２月、２月、６月に行ったケアマネ連
絡会の中で、意見交換の時間を設けてい
る。圏域内は経験豊富なケアマネジャー
が多いので、６月の連絡会はテーマは
「報酬改定と運営指導」とし、活発な意
見交換を行っている。 ◎

居宅介護支援事業所の管理者の立場とし
ての悩み相談や繋がりを持ち、孤立しな
い事を目的に懇談会を開催・１２月には
２回目を開催予定する。

⑦

介護支援専門員のニーズに応じた研修会を開催し、知識の吸
収やマネジメント技術の向上を図っている。また、事業所に
幅広い研修情報を提供し、介護支援専門員に対し受講支援を
行っている。（３段階評価）

◎

令和5年度に実施した事業所懇談会での
アンケート結果を踏まえ、成年後見制度
に関する研修会を開催し、知識習得及び
マネジメント技術の向上を図っている。
また、研修に関する情報については、居
宅介護支援事業所にFAXを用いて情報
提供を行っている。

◎

事業所懇談会で実施したアンケート結果
からケアマネジャーのニーズを把握する
とともに、スキルアップに繋がる研修を
実施している。重層的支援体制整備事業
等の研修を実施することで、ケアマネ
ジャーが抱える支援困難事例に対する支
援方法や様々な制度に関する知識習得の
機会を提供している。また、ケアマネ通
信等を通じ研修情報を通知し受講を促し
ている。

◎

研修開催時はアンケートを実施し、ケア
マネジャーがどのような研修を望んでい
るかを把握し、次回以降の研修テーマに
つなげられるよう意識している。また、
他機関から研修の案内があれば、圏域内
のケアマネジャーにも周知し受講を促し
ている。

◎

ケアマネジャーが困難と感じるケースの
対応について、８月に「高齢者虐待対応
について」の講義、事例をもとにグルー
プワークで意見交換を行なっている。ま
た、今後希望する内容の確認も行ってい
る。 ◎

居宅介護支援事業所連絡会で随時研修等
の情報提供やケアマネジャーへ直接研修
への参加を呼びかけている。今年度はア
ンケートでニーズを把握をし、糖尿病治
療の理解を深めるため圏域内の医療機関
と連携して研修会を実施している。訪問
看護ステーションや病院看護士等から定
期的な開催を希望する意見があり、昨年
度に引き続き今年度も11月にAEDを
使った救命措置の演習を予定している。

◎

研修やイベント実施後のアンケート実施
により、以後の研修テーマの参考として
おり、居宅介護支援事業所への案内は
FAXや電話、直接案内を届けて受講案
内を行っている。多職種連携研究会の中
で５圏域と共催で様々な病院の医師の協
力を得て研修を開催している。また、終
業時間内に研修に参加しにくい事業所の
ために、多職種連携研究会の開催時間
を、勤務時間（会場）と夜間（オンライ
ン）の二部制で開催している。

◎

研修後のアンケート結果や聞き取り、他
圏域で開催された研修を参考に研修会を
開催している。法定外研修においても年
に1度は開催出来るよう調整している。
また圏域内外問わず、各事業所へも案内
を出し参加を促している。

⑧
圏域内の居宅介護支援事業所が作成した介護予防サービス計
画を抽出し、地域ケア会議でその検証をしている。（３段階
評価）

〇

自立支援型地域ケア会議における居宅支
援事業所が担当の事例検証については、
令和６年下半期に実施予定している。ま
た、地域ケア会議に限らず多職種連携研
究会においても自立をテーマとした取り
組みの発表や事例検討の時間を設けるこ
とによって、様々な職種を交えての事例
検証を行っている。

◎

民生委員懇談会において、圏域にある居
宅介護支援事業者が作成した介護予防
サービス計画書を用いて、民生委員とケ
アマネジャーとの事例検討会を実施して
いる。地域との連携や地域資源の活用等
について協議し、地域で一体的に高齢者
を支えていくための方策を話し合ってい
る。地域ケア会議においても、介護予防
サービス計画書を用いて課題を共有し解
決に向け協議している。

◎

これまでの自立支援型地域ケア会議では
委託先ケースを抽出し、圏域内のケアマ
ネジャーに対し自立支援の概念を改めて
周知を図ってきたが、今年度からは、居
宅介護支援事業所連絡会等で意見交換
し、必要に応じて自立支援型地域ケア会
議や個別地域ケア会議での検証を促して
いる。

〇

より多くのケアマネジャーが参加できる
ように、今年度はセンターの事例を検討
し、事例を出すことのメリットを周知
し、来年度事例の提出を希望するように
自立支援型地域ケア会議を運営してい
る。 ◎

2か月後にプラン変更する予定のある介
護予防サービス計画を、委託も含め全件
から毎月抽出しセンター会議で検討して
いる。また、その中から圏域内の居宅介
護支援事業所へ自立支援型地域ケア会議
へ事例提供を依頼することもあり、会議
開催後には検証をしている。

◎

自立支援型地域ケア会議において、近年
はホワイトボードを用いた方式をとって
いるため、センター内でケースを出しな
がら居宅介護支援事業所の見学や参加と
なっていたが、個別のケア会議や事例検
討などでもホワイトボードを用いてお
り、１２月にはホワイトボード事例検討
の研修も行っているため、今後はセン
ター外のケースも対象に行っていく予定
にしている。

〇

自立支援型地域ケア会議への参加を依頼
し、自立とは、地域資源について等検討
する機会をもっている。

要援護高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるためには、個々の高齢者の状況やその変化に応じて継続的にフォローアップしていく「包括的・継続的ケアマネジメント」の確立が必要であり、医療・介護・地域内の生活支援（インフォーマルサービス）などを総合的に活用し、包括的・継続的ケアマネジメントを行う介護支援専門員の育成は重要です。地域包括支援センターは、介護支援専門員へのインフォーマルサービスの情
報提供や、知識の吸収・スキルアップのための研修、困難事例等の相談や指導、孤立化しがちな介護支援専門員に対するフォローなどを行うことで介護支援専門員の育成に努める必要があります。

１．介護支援専門員に対して日常的に指導・助言を行っているか。
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当課評価 (①～⑦) 資料③－１

社協こもれび 聖徳園 松徳会サール・ナート 美郷会社協ふれあい 安心苑

【

解
釈
】

①
会議や研修会等を開催し、医療と介護の連携体制を構築して
いる。（３段階評価） 〇

待合室懇談会や多職種連携研究会を開催
し、地域で認知症高齢者を支えるための
連携を目的として顔の見える関係づくり
に努めている。

〇

待合室懇談会や多職種連携研究会を開催
し、地域で認知症高齢者を支えるための
連携を目的として顔の見える関係づくり
に努めている。

〇

令和6年6月に防災をテーマに多職種連
携研究会を開催している。研修会には介
護サービス事業所と枚方市医師会、枚方
市歯科医師会、枚方市薬剤師会に参加を
呼びかけ、医療と介護の連携体制の構築
に努めている。 〇

多職種連携研究会の案内を医療機関に持
参し、参加依頼を行っている。また、ク
リニックでの待合室懇談会は2月頃の開
催を予定している。

◎

病院と毎年度医療と介護の連携した研修
会開催へ事務局会議を重ね、今年度は９
月、１１月に介護事業所向け研修会を開
催している。また、圏域内の開業医が主
催するケアマネジャー向けの「疾患の勉
強会」や、地域向けの講座のアナウンス
を協力し医療と介護の連携体制が構築で
きるよう支援している。

◎

病院の看護師との共同開催で入退院を繰
り返す支援困難事例の事例検討会を行
い、お互いの着眼点の違い等を認識する
ことができている。E病院の会議室にて
待合室懇談会と、別の病院の医師による
「こんなに治る？！　認知症」の研修会
を第８圏域と合同で開催している。対象
をケアマネジャーだけではなく、医師・
歯科医師・薬剤師・訪問看護師にも案内
を行い、６０名近い参加があった。

◎

医療と介護の研修会については対面だけ
ではなく、オンラインでの開催や研修会
の情報提供を行うなど工夫しながら参加
を促している。毎年待合室懇談会を企画
し、地域の医療機関との交流の機会を
作っている。第８圏域と協働で多職種連
携研究会を１１月に実施。開催にあたり
圏域内の医療機関へ出向き、多職種連携
研究会の参加依頼を行っている。

②

地域の医療・介護関係者及び多職種が一同に参加できる場を
設けることで、相互理解を深め連携できるネットワークを構
築している。また、ネットワークが有機的に機能できるよう
に連携上の課題を抽出し、改善に努めている。（３段階評
価）

◎

若年層の認知機能低下に係る不安につい
て地域からの相談が増加していることを
踏まえ、多職種連携研究会として５年計
画を立てて相互理解を深め連携できる
ネットワークの構築に努めている。事例
を参考に、多職種としての役割について
の意見交換により、医療、介護、福祉関
係者及び市担当課が課題を認識したう
え、ネットワーク構築の重要性を確認し
ている。また、多職種連携研究会事務局
会議において、毎年、計画の見直しを
行っている。

○

多職種連携研究会の開催を重ね連携の意
識が高まり、医療・介護関係者間で具体
的な連携の課題を共有し、解決に向けて
の意見交換を行っている。直近の多職種
連携研究会では認知症をテーマとして開
催しており、医療機関への受診や介護保
険サービスに繋げることが困難なケース
についての意見交換や、医療・介護関係
者が互いの取り組みを共有することで連
携体制を確認している。

○

多職種連携研究会や合同事業所連絡会を
開催し、多職種が一同に参加し、ネット
ワークを構築できるようにしている。医
療職やケアマネジャーへアンケートや聞
き取りを実施して医療と介護の連携につ
いての課題を把握し、次回以降の研修会
等で課題解決に向けた検討を行ってい
る。

〇

多職種連携研究会の昨年の意見を聴取
し、災害時の連携を行う予定で12月開
催に向け企画調整している。

◎

昨年度に引き続き、多職種連携研究会は
「ACPについて」の理解を深めるた
め、医療と介護の専門職が集まり、在宅
看取をテーマにした講義とグループで事
例をもとにロールプレイを行っている。
開催後の事務局会議で連携上の課題抽出
をし、会議全体の評価や感想をもとに来
年度の会議開催を計画している。それら
の積み重ねにより参加人数が増加し、相
互の連携構築の機会となっている。

○

多職種連携研究会は「認知症」をテーマ
に病院で開催している。「精神医療から
の視点」について、医師から講義とグ
ループによる事例検討を行っている。就
業時間中は参加が難しい介護保険事業所
向けに夜間のオンラインでも開催してい
る。多職種連携研究会では、「報酬改
定」をテーマとしている。

◎

医療・介護連携を目的とした勉強会の開
催について関係する事業所へ参加を呼び
掛けている。また、多職種連携研究会で
は毎月事務局会議を開催し、よりよい研
究会を目指し検討している。今回は、
「認知症」をテーマに第８圏域と協働で
多職種連携研究会を１１月に実施してい
る。

③
介護事業者とのネットワークを構築し、事業者の知識吸収や
スキルアップを図るための研修を行っている。（３段階評
価）

〇

第２圏域と合同で16事業所が参加する
通所事業所懇談会を開催し、情報交換を
行うことによって連携強化を図ってい
る。そのほか研修会等を開催し、事業者
の知識吸収やスキルアップに繋げてい
る。 ○

事業所懇談会を開催し、ネットワークの
構築、事業所間の情報共有を行い、自立
支援について意識の向上に努めている。
通所事業所懇談会では各事業所の取り組
みを共有し地域で高齢者を支えていく目
的を確認している。 ○

圏域内の全介護保険事業所向けに多職種
連携研究会や合同事業所連絡会の開催を
周知し、参加者の知識の向上やスキル
アップにつながる機会をつくっている。

〇

事務所連絡会にて災害時の対策・対応に
ついての研修を開催している。圏域内の
事業所連携や市民周知を目的とした、福
祉フェスティバルを次年度開催に向け、
事業所連絡会で企画している。

◎

病院と共催で９月、１１月に介護保険事
業所向けの研修会を行っている。9月は
地域課題でも多い「糖尿病」について専
門医から疾患や治療法等の講義を実施
し、１１月は救命認定看護師による救命
措置の演習（AED使用）を予定してい
る。昨年開催後のアンケートの意見か
ら、今後も定例開催を検討しなるべく多
くの介護事業者に参加を促し、事業者の
スキルアップを図っている。

◎

多職種連携研究会の中で「精神医療から
の視点」を医師から、「認知症」に関す
る講座も医師から、「任意後見制度セミ
ナー２」を行政書士から、第５圏域と共
催で「糖尿病治療」に関する内容で医師
による研修を企画し開催し、事業者のス
キルアップを図っている。

〇

勉強会・研修会開催時には地域の事業所
や薬局等にも案内を送付し、参加を呼び
かけ事業者のスキルアップを図ってい
る。

④
入院・退院時の円滑な連携のために、関係機関や関係者との
調整や支援を行うとともに、地域における支援体制の整備・
拡充を行っている。（３段階評価）

◎

個別事例において、ケアマネジャーとと
もに家屋調査や退院前カンファレンス等
に参加し医療機関とケアマネジャーの連
携を支援している。また、医療機関や薬
局等からの個別相談にも対応しており、
相談内容に応じて医療従事者とともに高
齢者の自宅を訪問することで地域におけ
る支援体制の強化に努めている。

○

入院・退院時には医療機関との連携に努
めている。個別事例についても医療機
関、民生委員、ケアマネジャー、自治会
長等含め連携しながら退院カンファレン
スの参加も含め、在宅復帰を目指した支
援体制の強化に努めている。

◎

病院に勤務する職員に向けて、センター
の役割や介護保険サービスについて・入
退院時の医療と介護の連携についての研
修を開催している。研修ではあわせて地
域の支援体制の活用も伝えている。今後
は他の総合病院でも同様の研修を開催
し、更なる連携体制を構築できるよう努
めていく。クリニック等に新しく着任し
た医師に対しては、ケアマネジャーとの
連携構築のため、待合室懇談会の開催や
多職種連携研究会への参加・協力を依頼
している。

〇

入院・退院時の円滑な連携のために、既
存のネットワークを活用し、関係機関や
関係者との調整や支援を行っている。ま
た医療機関との連携とともに、地域の居
宅介護支援事業所や民生委員等とのネッ
トワークを整備している。

◎

「地域づくり会議」で施設職員や病院の
医療ソーシャルワーカーと年に４回集
い、顔の見える関係性を維持できるよ
う、支援体制の整備・拡充に努めてい
る。複合課題のある個別ケースも、世帯
の課題解決に向けて関係者がそれぞれの
立場で役割分担と調整を行い退院後の支
援をし、生活困窮や認知症ある困難ケー
スでも、民生委員、社会福祉協議会など
既存のネットワークを生かし対応してい
る。

○

入院時の情報提供や、退院前のカンファ
レンスの参加や家屋調査など、在宅復帰
に向けての調整を行っている。２月に病
院の看護師と入退院を繰り返す困難事例
の事例検討会を行ったことから、引き続
き必要な情報提供を行えるように連携し
ていく。 ◎

入院時には必要に応じて、病棟へ情報提
供を行っている。退院時には地域医療連
携室と主に電話やオンライン・カンファ
レンスを行い情報共有を行っている。必
要な関係機関と事前に連絡・調整を行う
事で退院後、在宅介護が円滑にスタート
できるように調整を行っている。

２．在宅医療・介護連携推進体制構築が図れたか。

高齢者が住み慣れた地域で暮らすことができるよう、主治医と介護支援専門員との連携はもとより、他の様々な職種との多職種協働や地域の関係機関との連携を図ることが大切です。
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当課評価 (⑧～⑬) 資料③－１

【

解
釈
】

①
センターの設置目的を踏まえて事業計画をたてるなど、計画
的な運営を行っている。 〇

３職種で協働し事業計画を作成してい
る。計画的な運営ができるように、毎月
事業計画会議を行い、積み残しが無いよ
うに進捗を確認している。予定通り実施
できない場合は、事業実施の時期がいつ
になるか、その予定を立てるなどし、計
画的な運営ができるように取り組んでい
る。また、事業の偏りや重複を避けるた
めに、毎月３か月分の予定を職員全員で
確認している。

〇

前年度の実績を踏まえ、全職員で協議の
うえで事業計画を作成している。協議の
際には、スーパーバイザーとして法人が
参加している。毎月センター内会議を開
催して事業計画の進捗状況を確認し、企
画・運営を計画的に実行している。 〇

年度末までに、センターの設置目的（セ
ンターマニュアルを参考）を踏まえ、ま
た社会情勢も考慮の上で事業計画を作成
し、それに基づき運営している。進捗状
況や変更については、毎月の定例会議で
確認している。 〇

センターの設置目的を踏まえて、全職員
で協議し事業計画を作成し、それに基づ
き運営している。毎月２回の定例会議で
進捗管理を行い、センター内に計画を掲
示することで全職員がいつでも確認でき
るようにしている。 ○

センターの設置目的を踏まえて年間計画
を作成し、計画的に運営を行っている。
変更した計画はいつでも確認できるよう
共有フォルダに保存し、職員で共有して
いる。

〇

第２層協議体から挙がった課題を踏まえ
て検討し事業計画を作成し、それに基づ
き運営している。計画実行の進捗状況は
適宜、校区コミュニティ協議会と連携を
取りながら把握し、センター内において
も職員会議等で情報共有している。

②
センター設置の主旨やセンター業務等について研修等を行う
ことにより職員が理解している。 〇

新入職員には、センター設置の主旨、そ
の業務について、理解ができるように7
日間の初任研修を必ず実施している。ま
た、既存の職員に対しても、センター業
務について研修を実施している。

〇

新入職員に対して、センター設置の趣旨
やセンター業務等についてのオリエン
テーション等を実施し、職員の理解を促
している。プリセプター制により職員に
適切な指導を行っている。全職員が年間
を通じて福祉職向けの動画研修を受講し
ている。

〇

新入職員及び既存の職員に対して、セン
ター業務等について研修を実施してい
る。センター内に「地域包括支援セン
ターについて（趣旨、業務内容）」の説
明文を貼り常に職員が確認できるように
している。

〇

新入職員にはセンターマニュアルや各事
業の資料などを用いて説明をしている。
研修内容を一覧表にまとめ、漏れがない
ようにしている。新事業や各専門職の取
組等は毎月のセンター内会議で共有して
いる。

○

新入職員には、必ずセンターマニュアル
や包括的支援事業委託仕様書、パンフ
レットに沿って説明し、1年後にも再度
確認している。 〇

新規職員には、センターの業務に関する
資料をまとめたファイルを活用しなが
ら、センター設置の主旨やセンターの業
務を理解できるよう説明している。また
e-ラーニング等の研修を活用し、理解を
深めている。

③
センターに在籍するすべての職員が高齢者等の権利擁護に関
する研修を受講している。 〇

権利擁護に関する外部研修を受講した職
員が、センターに在籍するすべての職員
に対して、伝達研修を行っている。

〇

全職員に対し年間を通して福祉職向けの
動画研修を受講するよう指導しており、
同研修のカリキュラムの中で権利擁護に
関する研修を受けている。 〇

職員全体が同じ研修に出席することが難
しいため資料を回覧した上で伝達研修を
行っている。

〇

全職員に対し、高齢者虐待対応研修、消
費者被害防止研修等、センター内外問わ
ず権利擁護に関する研修を受講してい
る。 ○

新入職員には、必ず虐待対応研修を受け
るようにしている。また、年に1回はセ
ンターにおいて権利擁護に関する研修会
を行っている。 〇

全職員に対し、高齢者虐待防止のための
指針の作成と年間計画に基づく研修を
行っている。今年度は職員全員に対しe-
ラーニングによる「虐待防止について」
の研修を実施している。

④
センターに対する利用者や家族からのカスタマー・ハラスメ
ントに適切に対応する体制を整備しているか。 〇

カスタマーハラスメントの防止のため
に、利用者・家族向けのポスターをセン
ターに掲示している。法人には安全管理
室があり、カスタマーハラスメントに適
切に対応するための相談ができる体制を
整えている。

〇

カスタマー・ハラスメントに対応する体
制を作っている。ハラスメント対策の外
部研修に職員が参加している。

〇

必要な対応に関しては管理者および管理
者補佐が体制を整備している。

〇

ハラスメント防止対策に関する基本方針
を定めており、適切に対応する体制を整
備している。

○

カスタマーハラスメントを受けた場合に
は、管理者へ報告。管理者は法人へ報告
し、連携を取りながら対応する体制を整
備している。 〇

ハラスメント防止に関する基本方針を策
定し、体制を整備している。年間計画に
基づいたe-ラーニングによる研修も実施
している。

【

解
釈
】

①

支援にあたっては、保健･医療･福祉サービスが特定の事業者
に不当に偏らないよう、また利用者を不当に誘導しないよ
う、総合的かつ効率的に、多様な事業者から提供されるよう
配慮している。

〇

毎月の居宅介護事業所等への依頼件数を
集計し、特定の事業所へ偏らないように
割り振るなど、公平・中立性を確保して
いる。相談者に対しては、特定の事業所
を誘導せず、複数の事業所の情報提供を
している。

〇

事業所選定指針を遵守しつつ、事業所一
覧やパンフレット・チラシを活用して利
用者に向けて公平・中立の立場を保つよ
う情報を提供し、相談者の主体的な選択
を配慮している。 〇

相談者、家族の意向を尊重し、多面にわ
たるサービスや社会資源の説明を行い、
情報提供をしている。また、それぞれの
事業者の一覧表を整備し、必要に応じて
具体的な資料等を用意している。ケアマ
ネジャーに依頼する際は、偏らないよう
にリストで管理している。

〇

サービス種類別に分別したファイルを相
談室に整備しており、相談者や家族の意
向に沿って情報提供している。情報提供
先が偏らないように職員間で案内した事
業所等を適宜口頭で共有している。 ○

相談者・家族の意向をふまえ、一覧表や
事業所情報等を提示し偏らないようにし
ている。一覧表や事業所情報は、随時変
更を行い、1年毎に改めて情報を確認し
更新を行っている。ケアマネジャーを紹
介する際には紹介先を記録し、偏りの無
いように配慮している。

〇

相談者の意向を確認した上でサービス内
容等を提案している。事業所一覧表等を
活用し、対応可能なサービス事業所につ
いて情報提供を行っている。「月別委託
件数一覧」を作成・更新し、特定の事業
者に偏らないよう配慮した上で、相談者
が選択できるようにしている。

【

解
釈
】

①
継続的な支援が必要な高齢者に対し、責任体制等を明確にす
るため、「主担当職員」を決めている。 〇

相談内容の専門性等を考慮し、主担当者
を決めている。継続的に支援が必要な高
齢者に対し、責任を持って相談等の対応
をしている。 〇

ケースの内容に応じてその内容に適した
専門職を主担当者として決めている。

〇

毎朝のミーティングやその都度話し合い
を行い、ケースの状況を確認し専門性に
あった主担当を決めている。

〇

相談内容に応じて職員の専門性を考慮
し、協議のうえで主担当職員を決めてい
る。

○

長期支援が必要なケースは個別ファイル
を作成し、主担当職員を決めて対応して
いる。

〇

相談があれば速やかに職員間で情報共有
し、相談内容に応じて主担当者を決めて
いる。

②
必要性に応じ随時センター内でカンファレンスを行うなど、
チームとして検討･支援していく場を設けている。 〇

支援困難事例など継続的に支援が必要で
あるケース等は、朝礼ミーティングの時
間を活用し、３職種でのカンファレンス
を適宜実施している。それぞれの専門職
から意見交換が行えるよう配慮し、チー
ムでの支援に取り組んでいる。

〇

毎日朝礼を実施する中で、全職員でケー
スの報告と共有を行っている。必要があ
ればセンター内でカンファレンスを実施
し、チームとして支援している。 〇

毎朝のミーティングで利用者の状況、相
談を全員が把握できる場を設けている。
支援困難な事例に関しては、その都度
ミーティングを実施し、職員全体で方向
性を決めている。

〇

朝礼時に前日に対応した全ケースの状況
確認を行っている。必要に応じセンター
内でカンファレンスを開催し、３職種で
支援方法について検討している。 ○

相談内容に応じ、その場にいる職員や全
職員で時間を合わせるなどして随時カン
ファレンスを行い、チームで検討して支
援している。 〇

随時カンファレンスを実施し、各専門職
からの意見を元に、緊急性や支援の方向
性・役割などを確認している。

◎：よくできている。　○：できている。　△：努力が必要。令和６年度　枚方市地域包括支援センター（包括的支援事業）評価表

パナソニックエイジフリー大阪高齢者生協アイリスみどり

１．地域包括支援センターの設置目的について職員に周知・理解させ、運営に活かしているか。

大潤会 東香会

【基本項目】（運営全体に関すること）

高齢者が住み慣れた地域で尊厳あるその人らしい生活を継続することができるようにしていくためには、できるだけ要介護状態にならないような予防対策から、高齢者の状態に応じた介護や医療サービス等の様々なサービスを高齢者の状態の変化に応じて、切れ目なく提供することが重要です。
地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、地域支援事業等を地域において一体的に実施する役割を担う中核的機関として設置されました(介護保険法第115条の46第1項)が、これらのことを職員一人ひとりが理解して業務を遂行していく
必要があります。

地域包括支援センターの運営は、公正・中立性を確保しつつ適正にされなければならないとされており、地域の関係者全体がそれを評価する場として、「地域包括支援センター運営等審議会」が設置されています。センター職員は、その運営が常に運営等審議会の関与、すなわち地域の意思に基づいて行われるものであることを理解していく必要があります。

各職種が地域包括支援センターの業務全体を十分に理解し、常に情報を共有し、相互に連携･協働しながら、「３職種」が「４つの業務」を行う「チームアプローチ」の考えが基本であると認識することが必要です。

２．運営において公正性･中立性が確保されているか。

３．チームアプローチが図られているか。
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パナソニックエイジフリー大阪高齢者生協アイリスみどり 大潤会 東香会

３．チームアプローチが図られているか。

③
支援困難ケースの対応や緊急性の判断等について、「主担当
者」だけでなく、複数の職員が関わる配慮をしている。 〇

支援困難ケースについては、定期的に総
合相談に関する会議を実施して、職員で
支援内容を検討し、進捗管理を行ってい
る。緊急性の判断については、センター
内でフローを取り決めて、複数の職員で
判断するように取り組んでいる。

〇

事例の内容に応じて複数職員で対応して
いるほか、その他の職員でも対応できる
よう、朝礼等を介して情報や対応方法の
共有に努めている。また、緊急性の判断
についても複数職員で行っている。 〇

支援困難ケースについては、常に管理
者、専門職全員が声をかけ合ってリアル
タイムで情報を共有するようにしてい
る。緊急性の判断については管理者を中
心に判断し、２人以上の職員で対応する
ようにしている。

〇

緊急時は複数職員で検討し、緊急性を判
断している。相談内容に応じて、異なる
職種でペアを組んで対応している。

○

支援困難ケースの対応は随時話し合いを
行い共有し、支援内容に応じて専門職と
ペアを組み、抱え込みにならないように
している。緊急性の判断については管理
者・保健師職に相談するようにしてい
る。

〇

カンファレンスの結果、複数対応が妥当
と判断したケースでは、チームで対応す
るようにしている。また、緊急性の判断
についても複数職員で行っている。

④
職員間で情報共有や検討ができるよう所内会議等を開催して
いる。 〇

朝礼時のミーティング及び定例のセン
ター内会議を実施し、伝達事項とともに
検討事項を議題に上げ、全職員にて情報
共有・検討を行っている。 〇

定例のセンター内会議を開催し、各種の
取組の報告・評価・企画調整を行ってい
る。

〇

朝礼時のミーティング、随時会議の他、
定例のセンター内会議で情報共有、検討
を行っている。

〇

ケースの状況、各部会や研修の内容につ
いて定例のセンター内会議で報告し共有
している。

○

朝礼時に気になる利用者についてなど情
報共有をしている。また、定例のセン
ター内会議を行い、情報共有をしてい
る。随時、センター内でカンファレンス
も行っている。

〇

朝礼時や定例のセンター内会議にて、各
専門職部会の報告・伝達研修・事業の進
捗状況の報告や検討などを行っている。

【

解
釈
】

① センターの看板や案内等が、わかりやすく表示されている。 〇

センターの看板・文字表記を道路側に設
置して、住民にわかりやすように表示し
ている。

〇

センターの扉・壁面及びアーケードにセ
ンター名称を掲示している。閉所時も
シャッターにセンター名称を掲示してい
る。 〇

道路からもわかるように看板を設置して
いるほか、テントに名称を書いてのぼり
も設置している。

〇

開所中はのぼりを立てている。主要道路
沿いに看板とセンター入り口に２つのテ
ントを設置している。

○

黄色の看板だけではなく、窓ガラスに大
きくセンター名を掲示し、開所中はセン
ターののぼりを立てている。

〇

事業所入口に看板と、のぼりを設置して
いる。

②
センターの案内や業務内容を、地域住民や関係機関に積極的
に周知を図るとともに、センターの理解が深まるように働き
かけている。（３段階評価）

◎

広報紙を自治会へ依頼し、圏域全体に配
布している。住民に回覧して周知してい
る。中には、広報紙を全戸配布している
自治会もある。また、圏域内の掲示板の
数を把握し、センターが主催する教室等
のチラシを掲載してくれるようそれぞれ
の関係者に依頼している。ホームページ
での情報発信を開始し、住民が情報を収
集しやすくなるよう配慮している。

◎

老人会や自治会向けの講座、民生委員と
の意見交換会において、センターの役割
や業務について説明を行い、理解が深ま
るよう働きかけている。小学校の校外学
習において、センターの業務内容を伝
え、体験を通じて交流を図っている。

◎

自治会より広報紙を毎月配布してもらっ
ている。事業者含め、LINE配信（約
200名）でセンターの情報をアップし
ている。また、圏域内の医療機関、薬
局、歯科医院、金融機関にセンターが高
齢者の総合相談窓口であることを周知す
るため、持ち帰りができる名刺サイズの
お知らせを作成・配布し、住民への周知
に協力をお願いしている。

◎

年４回広報紙を作成し、圏域内全校区で
回覧で周知している。医療機関や金融機
関、介護事業所等には個別に配布してい
る。広報紙をきっかけとして、介護者家
族の会の定期開催状況が浸透し、介護者
から次回開催時期等についての問い合わ
せもあり、センターの役割や活動への理
解が深まってきている。

◎

地域に出向いた際に、チラシや広報紙を
配布している。福祉コミュニティだより
など、地域独自の広報紙にセンターの記
事を掲載させてもらったことで、自治会
から出前講座の依頼されている。広報紙
は年4回発行し、介護サービス事業者、
医療機関、民生委員などへ送付。法人の
ホームページにおいても掲示している。

◎

広報紙や地域と共催で発行している広報
紙には、センターの役割や住所、連絡先
を常に掲載し、LINEでの発信や、イベ
ント、地域活動時、関係機関への訪問時
や会議等に配布している。また、集会所
や自治会館、見守り110番協力店舗の
郵便局、商業施設などのカタログスタン
ドの設置場所を増やしていく取り組みも
進めており、高齢者に限らず様々な年齢
層に広くセンターの理解が深まるように
働きかけている。

【

解
釈
】

①

総合相談対応時の個人情報の第三者への提供にあたっては、
「誰」に「どのような情報」を「何の目的」で提供するのか
を説明したうえで、書面にて利用者の同意を得ている。ま
た、書面での同意が困難な場合は必ずその内容を記録してい
る。

〇

個人情報の第三者への提供について目的
等を説明し、書面での同意を得ている。
ただし、電話による総合相談等の際など
書面での同意が得られない場合は、口頭
での同意を得て、記録している。

〇

個人情報の第三者への提供について目的
等を説明し、書面で同意を得ている。書
面での同意が困難な場合は必ずその内容
を記録している。 〇

総合相談時、個人情報の第三者への提供
について目的等を説明し、個人情報保護
使用同意書にて相談者の同意を得てい
る。電話など対面でない場合は口頭で同
意を得て、記録に残している。

〇

個人情報の提供について目的を説明し、
個人情報使用同意書による同意を得るよ
う努めている。口頭での同意は相談記録
に記載している。 ○

個人情報提供においては、その目的等を
説明したうえで同意書をとるようにして
いるが、書面で取れない場合は口頭で同
意を確認し、記録をするようにしてい
る。

〇

個人情報の第三者への提供について目的
等を説明し、書面で同意を得ている。た
だし、電話による総合相談等の際に書面
での同意が得られない場合は、口頭での
同意を得て記録している。

②
個人情報保護について職員がきちんと理解できるよう、個人
情報保護に関する市の取扱方針に従って対応マニュアルの整
備や職員への研修等を行っている。

〇

個人情報保護マニュアルを整備してい
る。また、個人情報保護に係る研修を
行っている。

〇

個人情報保護に関する市の取り扱い方針
に従い、プライバシー保護取扱いマニュ
アルを整備している。個人情報に関する
研修を受講し、センター内にて伝達研修
を実施している。

〇

法人の個人情報保護規定とセンターと市
との委託契約時に交わした個人情報の保
護に関する特記仕様書を整備し、職員へ
の研修を行っている。 〇

個人情報保護マニュアルを整備し、いつ
でも確認できるようにしている。各自e
ラーニングの受講と毎月の情報セキュリ
ティミーティングにより個人情報保護に
ついて特に注意して確認している。

○

新入職員には法人から説明があり誓約書
を提出させている。また、個人情報保護
に関する市の取り扱い方針の内容と、個
人情報の取り扱いマニュアルを新たに作
成。マニュアルは職員が随時確認できる
ようにしている。

〇

個人情報保護マニュアルはいつでも確認
できるようセンター内に設置している。
また、各自e-ラーニングにて研修を受講
している。

③
法人内やセンター内、職員間等で不必要に個人情報が流れて
いない。 〇

面談室に室のパーテーション配置や会議
室の活用など、個人情報の保護に配慮し
た工夫を行っている。機密書類の廃棄に
ついては法人に依頼し、個人情報が漏洩
しないよう適切に処理している。

〇

法人とセンター間においては、緊急時を
除き個人情報の共有は行っていない。セ
ンター内・職員間においても、個人情報
の共有は業務上の最低限にとどめてい
る。

〇

相談室は独立しており、情報が漏れない
よう仕切られている。個人情報が含まれ
る書類等は鍵のついた保管庫に保管する
とともに、不必要に他者の目にふれない
ようにしている。また、法人内、職員間
においてもは、業務上最低限の共有にと
どめている。

〇

相談室は相談内容が漏れないよう扉で仕
切れるようにしている。相談者がいる場
合は職員間の会話や電話での声量に注意
している。 ○

相談室は外部から見えないようにパー
テーションで仕切り、プライバシーを確
保している。複数の相談が重なった時は
足元が不自由な方で無ければ２階を活用
している。

〇

相談者から個人情報が見えないようセン
ターの机を配置し、相談が重なった場合
は２階会議室を利用している。来客時は
声の大きさなどに注意している。法人
内、職員間において、業務上最低限の共
有にとどめている。

④ 個人情報の保管が確実にされている。 〇

ケースファイルなど個人情報が記載され
たファイルについては、施錠ができる棚
に保管している。

〇

個人情報は施錠できるキャビネット等に
保管している。

〇

個人情報が含まれる書類等やパソコンの
IDカードは鍵のついた保管庫に保管し、
パソコンのデスクトップには個人情報を
置かないよう指導にしている。 〇

個人情報が含まれる資料は鍵のかかる書
庫に保管している。センター内の監視カ
メラで書類の出し入れ状況を24時間記
録している。 ○

個人情報は、マニュアルに沿って施錠で
きる場所に保管している。

〇

個人情報は施錠できるキャビネット等に
保管している。

⑤
個人情報の持出・開示時は、管理簿への記載と確認を行って
いる。 〇

個人情報持ち出し時は、管理簿に記載し
ている。

〇

個人情報持ち出し時は、管理簿に記載し
ている。

〇

個人情報持ち出し時は、管理簿に記載し
ている。

〇

個人情報持ち出し時は、管理簿に記載し
ている。

○

個人情報持ち出し時は、管理簿に記載し
ている。

〇

個人情報持ち出し時は、管理簿に記載し
ている。

地域包括支援センターは高齢者の総合相談や権利擁護を担うことから、自ら支援を求めることができない高齢者であっても活用できるよう、積極的に周知を図る必要があります。そのためには、高齢者のみならず、高齢者を取り巻く地域住民や地域活動を行う関係者等に対しても積極的に周知を図っていくことが必要です。

地域包括支援センターは運営上、多くの個人情報を扱うことになるため、取り扱いには充分留意する必要があります。また、相談者等のプライバシーを尊重し、相談や情報収集においては支援をするうえで必要な範囲内にとどめるとともに、常に守秘義務を負うものであることを自覚する必要があります。

４．地域住民への周知が図られているか。

５．個人情報の保護について、適切に取り組んでいるか。
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【

解
釈
】

①
苦情受付の担当者・責任者を置いている。また、苦情受付台
帳を作成し、対応記録を残している。 〇

苦情受付の責任者は管理者が担ってい
る。苦情受付者が原則担当者となって、
法人所定の報告書に記録を残している。

〇

苦情受付の責任者・担当者を定め、体制
を整備している。苦情受付台帳を作成・
記録を残している。

〇

受付は職員が対応し、管理者・社会福祉
士が責任者となって対応している。苦情
受付台帳を作成し記録している。

〇

管理者が苦情受付担当、責任者を担って
いる。また、苦情受付台帳を作成し、対
応記録を残している。

○

受付は職員が聞き取り、内容に応じて管
理者が担当している。苦情を受けつけた
職員が報告書を作成し、管理者が確認し
ている。 〇

受付は職員が聞きとり、責任者は管理者
が担っている。苦情があれば、速やかに
管理者へ報告し、苦情受付書への記録を
行い、苦情受付台帳にて記録を残してい
る。

②
苦情についてきちんと対応できるよう、対応マニュアルの整
備や職員への周知を行っている。 〇

苦情対応マニュアルを整備し、苦情・事
故対応の流れを職員へ周知している。

〇

苦情対応マニュアルを整備し、苦情発生
時はセンター内で報告を行い、再発防止
に努めている。

〇

苦情対応マニュアルを整備し、職員への
周知、研修を行っている。

〇

苦情対応マニュアルを職員がいつでも見
られるよう保管している。苦情発生後は
法人の苦情報告システムで最後まで対応
できているか管理している。 ○

苦情マニュアルは職員が確認できる場所
に保管している。苦情を受けたら報告書
に記載し、職員間で情報共有している。
内容に応じて法人へ報告している。 〇

苦情対応マニュアルをセンター内にファ
イリングし、いつでも閲覧できるように
している。e-ラーニングで苦情対応につ
いての研修も受講している。

③
苦情の対応や問題の解決方法については書面（第三者機関の
活用や法人との連携等も含む。）を掲示し、利用者等にもわ
かりやすく説明している。

〇

苦情対応のフロー図をセンター内に掲示
し、説明している。

〇

苦情解決体制及び苦情受付機関について
書面でセンター内に掲示し、説明してい
る。 〇

相談室内に、苦情受付及び責任者がわか
るように掲示し、説明している。

〇

出入口の掲示板に苦情責任者を掲示し、
説明をしている。

○

相談室に苦情相談窓口と担当者名を掲示
し、説明している。

〇

相談場所に苦情相談窓口と担当者名を掲
示し、来所者がすぐに閲覧できるように
するとともに、説明を行っている。

【

解
釈
】

①
夜間や休日における緊急時には、職員と連絡がとれる体制が
整っている。 〇

職員の緊急連絡網を作成し、緊急時など
に必要に応じて連絡が取れる体制をとっ
ている。また、開所時間外は留守番電話
となるが、電話の内容が法人の携帯電話
に転送され、管理者が内容を確認できる
体制をとっている。 〇

開所時間外のセンターへの電話は留守番
電話対応となり、法人本部の電話番号の
案内メッセージが流れる。災害発生時に
センター職員間の連絡がつかない事を想
定し、LINEで情報共有を図る体制を整
備している。 〇

夜間、休日は留守番電話になっており、
管理者が留守番電話の録音の有無を定期
的に確認している。また、職員の緊急連
絡網を整備し、緊急時は法人を含めすべ
ての職員に連絡ができるようになってい
る。 〇

緊急連絡網を整備しており、緊急時のた
めにLINEのグループを作成している。
平日の開所時間外は留守番電話対応に
し、土日祝等の閉所時は留守番電話音声
に緊急連絡先が流れるように設定してい
る。センター用携帯電話は管理者が持ち
帰っている。

○

週末は留守番電話で対応し、３連休以上
の時は当番がセンター用の携帯電話を持
ち帰っている。緊急連絡網を整備してい
る。また、職員のLINEグループを作成
している。災害時など職員の出勤が難し
い場合に備え、事務所以外の場所から管
理者・職員等に電話の転送ができるよう
設定している。

〇

休日は留守番対応、長期休暇は留守電機
能によりセンター用携帯電話を案内して
いる。センター用携帯電話は、決まった
職員が持ち帰っている。職員の緊急連絡
網を作成し、連絡が取れる体制になって
いる。

【

解
釈
】

①
法人代表者やセンター管理者は、センター職員がスキルアッ
プのための研修にできるだけ参加できるよう配慮している。 〇

センター職員の専門性が高まるよう、相
談対応力等の質の向上を図るために、積
極的に研修への参加を促しており、法人
からの支援もある。

〇

オンラインによる研修を受講できるよう
法人が仕組みを整えている。研修案内は
管理者が参加の必要性を判断し、職員に
回覧等の方法で周知を図っている。

〇

法人は研修にかかる費用負担をしてお
り、勤務時間内に参加できるよう配慮し
ている。センター内では、研修に関わる
情報を共有し研修希望者や必要と認める
職員に対して管理者が調整し、参加でき
るようにしている。

〇

研修案内は回覧し、外部研修に参加でき
るよう対応している。必要と思われる研
修は管理者が参加の促しをしている。法
人のオンライン研修のコンテンツがあ
り、各自受講している。 ○

研修案内は回覧し、希望や必要性を考慮
して声をかけるなど、参加を促してい
る。参加に際しては、勤務扱いとしたう
えで受講料・交通費を法人が負担してい
る。 〇

研修に関わる費用や勤務の調整は法人が
支援し、できる限り研修に参加できるよ
う配慮している。個人のスキルアップを
図る手段として、オンライン研修（e-
ラーニング）を活用している。

②
知り得た情報や知識については、全員にフィードバックし共
有している。 〇

外部の研修は、研修参加報告書を参加者
が作成し、閲覧や朝礼時における共有な
どを行い、他の職員へフィードバックし
ている。センター内研修では、オンデマ
ンド視聴にて全員が共有できるように工
夫している。

〇

参加した研修の内容については、朝礼や
センター内会議において伝達研修を行
い、地域や事業所から得た新たな情報は
タイムリーに活用できるようセンター内
で共有している。 〇

研修後は研修記録を作成し、資料と共に
回覧し会議等で他の職員へのフィード
バックを行っている。

〇

センター内会議やセンター内研修時に伝
達するとともに、資料及び報告書を回覧
し共有している。

○

研修参加後はセンター内会議や、職員が
揃っている時にタイミングを見てセン
ター内で伝達研修し、共有している。ま
た、資料はファイリングして閲覧ができ
るようにしている。 〇

研修内容に応じて伝達研修を実施し、職
員にフィードバックしている。資料は回
覧後に職員共有ファイルに保管してい
る。

③
センターの人材確保や定着を図るため、実習生の受け入れを
行っている。 〇

保健師、看護師、社会福祉士を養成する
各大学・養成校と連携し、実習生の受け
入れている。

〇

法人が積極的に実習生を受け入れてお
り、実習の一部をセンターで実施してい
る。

〇

社会福祉士や看護師の実習生を受け入れ
ている。

〇

毎年看護学部実習生の受け入れを行って
いる。

○

毎年看護学生の実習を受け入れ、公衆衛
生看護学を通じ、職員も業務を振り返る
機会になっている。

〇

看護学生等の実習生の受け入れを行って
いる。

④
センターの人材確保や定着を図るため、休暇の取得機会を確
保している。 〇

年次有給休暇の取得の機会を確保してお
り、全職員が５日以上の休暇取得ができ
ている。 〇

全職員に向けて、休暇を確実に取得でき
るよう促している。

〇

休暇の取得機会を保障し、年次有給休暇
取得に係る年度計画を立て、消化できて
いる。 〇

休暇は本人の意向を確認するなどして取
得機会を確保している。

○

休暇を取得できるよう、スタッフ間で協
力しシフト調整している。シフト管理は
法人と連携して行っている。 〇

休暇は本人の意向を確認するなどして取
得機会を確保している。

⑤
センターに在籍する全ての職員に対して、センター又は受託
法人がメンタルヘルス対策を実施している。 〇

全職員が年１回の健康診断を必ず受けて
おり、必要時に法人がメンタルヘルスを
含めた職員の健康に関する相談に応じて
いる。

〇

毎年法人が全職員に対しストレスチェッ
クを実施し、同意の得られた職員の
チェック結果は法人に提供している。必
要に応じて衛生管理者や診療所医師との
面談を実施している。管理者・上司との
面接を通じ職員の心身の状況を把握する
とともに、ストレス軽減に向けての対応
を講じている。

〇

法人内の所長会議や年２回の全体研修会
等を通じて研修を行っている。

○

法人のeラーニング等で定期的にメンタ
ルヘルスチェックを行っている。必要に
応じて受診勧奨等がなされている。

○

法人ではシステムを通じて、仕事のやり
がいや充実度、利用者との共感疲労等に
よるストレスなどを把握し、人事で必要
なサポートをする体制がある。

〇

労働安全衛生法に基づき、法人医、委託
先精神科医を実施者としたストレス
チェックをすべての職員に対して行って
いる。

６．苦情受付の体制整備が整っているか。

７．夜間や休日の体制について確保できているか。

地域包括支援センターは、要援護高齢者の相談・支援に関わる機関であることから、苦情解決には社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応をすることが求められています。

地域包括支援センターは、高齢者の権利擁護や虐待など様々な相談・支援に関わることから、緊急時には職員と連絡がとれる体制を確保しておく必要があります。

配置されている専門職の専門性を活かし、サービスの質の向上を図るためには、管理者や法人は、与えられた研修のみならず、研究･事例検討など様々な機会を職員一人ひとりが活用できるよう配慮する必要があります。また、研修等によって得られた知識や情報を他の職員と共有することでセンター全体の質の向上につなげる姿勢が求められます。

８．人材の育成や支援について、取り組んでいるか。
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【

解
釈
】

①
インフォーマルサービスを含めた地域の社会資源を把握し、
機能や役割を整理したうえで、暮らしまるごとべんりネット
の更新を行っている。

〇

ケアマネジャーやサービス事業所、調剤
薬局との意見交換などから、地域資源の
把握を行っている。また、街かど健康ス
テーションや第２層協議体等と協働し、
随時情報交換することで地域の社会資源
を把握し、暮らしまるごとべんりネット
の更新を行っている。

〇

随時、暮らしまるごとべんりネットの更
新を行っている。自費サービス等独自に
集約した情報をジャンルごとにファイリ
ングし、紙媒体で提供できるよう準備し
ている。また、独自に総合事業フロー
チャート及び介護予防・日常生活支援総
合事業並びに地域活動の情報を集約した
資料を作成し、相談を受けた際に活用し
ている。

〇

第２層協議体や自立支援型地域ケア会議
で出された情報や利用者から聞いた情報
をセンター職員で確認し、暮らしまるご
とべんりネット等の情報を更新してい
る。また、業務上地域行事に出向いた時
に情報収集を実施している。 〇

外出時に地域の掲示板などを確認すると
ともに、民生委員等の地域住民から情報
収集し社会資源の把握を行い、暮らしま
るごとべんりネットを更新している。イ
ンフォーマルサービス等の情報を整理す
ることで、来所者が閲覧できるようにし
ている。

○

各小学校区のフォーマル・インフォーマ
ルサービスを社会資源として情報収集
し、一覧表を作成している。随時更新の
上、各種相談等で活用している。暮らし
まるごとべんりネットについては内容変
更、新規資源があれば、随時追加・更新
を実施している。

〇

フォーマル・インフォーマル情報を種類
別に分けてファイリングし、随時更新し
ている。暮らしまるごとべんりネットも
更新している。

②
圏域における高齢者のニーズ把握を行い、ニーズを検討する
ネットワークを構築している。（３段階評価） ◎

ケアマネジャーや事業所が抱える世帯の
把握した課題について、社会福祉協議
会、生活困窮支援の関係事業者、障害福
祉事業者等の第８圏域連携会議で検討し
ている。また、第２層協議体・校区福祉
委員会等とのネットワークを通じて高齢
者のニーズを把握・検討をしている。

〇

老人クラブや地域サロン、市担当課から
提供される情報などからニーズの把握を
行っている。昨年度設立した住まい地域
連絡会を継続開催し、情報交換を通じて
高齢者のニーズ把握に努め、対応策につ
き意見交換している。 〇

第２層協議体に参加し、ニーズの把握に
努めるとともに、ニーズの検討を行って
いる。街かど健康ステーションやサロン
からもニーズの把握を行っている。

◎

サロン等の地域活動参加時や第2層協議
体、介護保険事業所、医療機関、障害福
祉事業所、社会福祉協議会などのネット
ワークからニーズの把握を行っている。
「介護者家族の会」を継続的に開催する
ことで、介護者家族と専門職団体との新
たなネットワークも構築でき、介護者が
抱えるニーズに対してアプローチするこ
とが可能となっている。

○

高齢者のニーズを地域の民生委員や関係
機関等によるネットワークからの情報を
元に把握・検討し、民生委員、介護事業
者、社会福祉協議会コミュニティソー
シャルワーカー等と連携し、支援できる
ように対応している。また地域活動の出
席時には参加者、校区コミュニティ協議
会関係者に対して、地域で気になる事柄
の聞き取りや住民等の情報提供の呼び掛
けを実施している。

◎

認知症予防の取組の強化というニーズに
対応するため、第２層協議体とのプロ
ジェクトにおいて昨年度から取り組んで
いる認知症予防のための健康体操に加
え、骨密度測定や体力測定、栄養講座を
検討のうえ実施している。校区コミュニ
ティ協議会会長と適宜進捗状況を確認し
ながら、必要に応じて検討し、修正を加
えながら取組を進めている。

③
既存のネットワークが有機的に機能できるよう維持・改善に
努めている。（３段階評価） ◎

高齢者に対しての支援の在り方について
学ぶ機会を設けたことで、訪問看護ス
テーションなど医療事業者とのネット
ワークの強化や連携の改善につながって
いる。また、多様な事業所（診療所・薬
局・ケアマネジャー等）が参加している
管理者連絡会は、職種を広げたことで参
加者の増加につながり、ネットワークが
拡大している。

◎

住まい地域連絡会を継続開催し、情報交
換の場を設けている。また、認知症高齢
者の対応について、金融機関を訪問して
の協力依頼や、担当ケアマネジャーとセ
ンター職員が近隣のスーパーを訪問し、
意見交換を行うなど高齢者見守り110
番協力店舗への巡回訪問を行い、ネット
ワークの維持・改善に努めている。
新規開設した医療機関に挨拶に伺い、待
合室懇談会開催に繋げている。

〇

各校区の民生委員との交流を実施し、民
生委員のブロックの集まりなどでニーズ
の把握を行い、ケアマネジャーの参加も
あり、具体的な支援について意見交換を
行っている。

○

見守り110番協力店舗への継続的な訪
問や地域活動、民生委員定例会等に参加
したり、出前講座を行うことで地域住民
等との関係性を強化し、ネットワークの
維持・改善に努めている。

○

各小学校区の校区コミュニティ協議会及
び連携する関係機関に対し、各小学校区
で開催される行事やサロン、第２層協議
体への参加、年４回発行の広報紙を通じ
て意見交換やセンターの活動報告等を行
うことでお互いに顔の見える関係性を維
持し、連携しやすいよう努めている。店
舗や施設、新しい事業所などには足を運
び連携が取れるようにしている。

◎

第２層協議体から挙がった課題を解決す
る為に、昨年度立ち上げたプロジェクト
では、共に課題を共有しながら支援する
体制の構築を展開している。今年度開催
の校区コミュニティ協議会の災害に関す
るイベント等でプロジェクトメンバーが
中心となる等、地域福祉の課題から災害
まで、地域のネットワークの維持改善を
図っている。

④
地域のネットワークを活用し、他の関係機関と連携して要援
護高齢者を支援している。（３段階評価） ◎

圏域内の事業所と大阪保護観察所や大阪
精神医療センター、保健所との連携がよ
り円滑になるよう働きかけ、多様な関係
機関との連携から高齢者支援の充実につ
ながっている。第８圏域連携会議に居住
支援法人の担当者が新たに参加したこと
で、居住問題を抱える高齢者への相談体
制が構築され、居住問題を抱えた高齢者
の支援に役立てることができている。

◎

民生委員や地域住民、UR都市機構、金
融機関、医療機関、見守り110番協力
店舗等と連携し、見守りネットワークを
活用して支援している。認知症高齢者の
対応について金融機関と情報共有を図
り、必要に応じて警察等とも連携を図る
などの対応している。 ◎

民生委員からの報告や相談もありその都
度健康訪問や個別対応を行い支援につな
げている。特に認知症対応や一人暮らし
の対応に関しては地域・ケアマネ
ジャー・医療機関との連携でスムーズに
支援を開始している。一人暮らしの方で
動けない方や主治医がいない、団地から
移動できない方への対応では近隣の医師
が往診してくれるなど、社会資源とネッ
トワークができている。

◎

民生委員等の地域住民、市担当課、保健
所、社会福祉協議会、医療機関、近隣店
舗、金融機関など地域のネットワークを
活用し、連携しながら要援護高齢者を支
援している。

○

地域住民、民生委員、医療機関、街かど
デイハウス、社会福祉協議会コミュニ
ティソーシャルワーカー等からの情報提
供のあった気になる高齢者に対し、協力
を得ながら訪問を基本とした実態把握を
実施している。民生委員、医療機関、社
会福祉協議会コミュニティソーシャル
ワーカー、介護保険事業者、市の各機関
等と協働しながら必要な支援を連携して
実施している。

◎

見守り110番の協力店舗である郵便局
や金融機関から情報提供で、認知症の症
状が疑われるケースでは、まずは情報を
整理するとともに、店舗へ伺い情報提供
者へ再確認し、今後の対応についても調
整した後、本人への支援を実施してい
る。

【

解
釈
】

①
隠れた問題やニーズを早期発見するために、高齢者の個別訪
問を行うなど必要に応じて、アウトリーチによる相談・対応
をしている。（３段階評価）

◎

訪問を行っても支援拒否がある高齢者に
対しては、訪問を繰り返している。加え
て、地域住民や関係機関から情報収集す
るなどしてアセスメントを実施してい
る。また、健康課題が見受けられる場合
は、訪問診療医や保健所等と連携してア
ウトリーチを実施している。訪問を繰り
返したことで、医療機関の受診や介護保
険のサービスにつながっている。

◎

訪問について本人の同意を得られない
ケースにおいては、巡回訪問を名目とし
た対応をとっている。また、虐待リスク
のあるケースにおいては、市担当課の職
員とセンター職員が自宅訪問したり、受
診先の病院を訪問するなどアウトリーチ
による実態把握を行っている。 〇

民生委員との交流や、近隣住民からの相
談等を受け「健康訪問」と位置付けての
個別訪問を行いアウトリーチによる相
談・対応を行っている。

◎

出張相談等に出向いたり、体操教室等を
開催することなどアウトリーチを行って
いる。また、民生委員等の地域住民から
情報提供を受けて訪問することもある。
その中で、民生委員からの相談を受けて
身寄りのない認知症一人暮らし高齢者宅
を訪問することで、緊急的な支援が必要
であることを確認し、医療機関へのつな
ぎ支援等、関係機関と連携して対応して
いる。

○

地域から入る情報に基づき必要に応じて
個別に連絡や訪問対応を行い、状況確
認、必要な支援の提案を実施している。
また各小学校区で開催されるサロン、行
事等に参加し出張相談を行い、支援の必
要な高齢者の早期発見に努めている。

◎

認知症の疑いがある方についての民生委
員かの相談ケースでは、民生委員の協力
の元、自宅訪問して実態把握を行い、介
護保険の申請とサービス利用の提案を行
い、年齢のことも考慮し、社会福祉協議
会に繋いだ。早期発見の手段として、地
域で開催中の介護予防教室に早期発見機
能を持つよう図り、同じ機能を持った団
体が増えるよう、活動団体の立ち上げも
支援している。

②
様々な社会資源や関係機関等から情報収集を行い、高齢者の
心身の状況や家族の状況等について実態把握を行っている。
（３段階評価）

◎

第２層協議体において、健康状態不明者
の状態把握について説明し、早期発見に
つながるアプローチ方法の検討や虚弱高
齢者に関する情報収集を行っている。ま
た、自治会や民生委員・地域住民だけで
はなく金融機関等からも情報収集を行
い、アウトリーチを繰り返して予防的対
応となるように努めている。

◎

家族や民生委員、地域住民、医療・介護
関係機関、社会福祉協議会、地域の社会
資源、UR都市機構、警察、金融機関、
司法関係者、見守り１１０番協力店舗等
と連携し、実態把握に努めている。セン
ターからの直接的な介入が難しいケース
においては、かかりつけ医や民生委員な
ど必要な関係機関との連携を図り、状況
に変化があれば連絡がもらえるよう依頼
するなど連携を図っている。

○

民生委員や老人会からの情報、タクシー
会社からの通報や郵便局等金融機関から
相談してもらえるよう努め、同行訪問を
行うなど適切に対応を行っている。ま
た、病院との連携で早急な病状把握や帰
宅後の対応もスムーズにできている。

◎

民生委員等の地域住民や見守り110番
協力店舗、介護保険事業者、医療機関等
の関係機関と連携し情報収集を行い、実
態把握を行うことで、在宅生活の限界が
みられた事例では施設入居支援・成年後
見制度利用に向けた支援を行っている。

○

高齢者に関わっている民生委員や介護事
業者、医療機関等のネットワークを活用
し実態把握を実施している。

◎

郵便局からの認知症疑いの相談ケースで
は、現地に赴き介入を試みるも対象者が
拒まれたため、地域での見守り支援を見
据えて自治会長と民生委員に情報確認と
実態把握のための訪問を行い支援してい
る。

地域包括支援センターは、ネットワークを活用しながら様々な手段により、地域の高齢者の心身の状況や家庭環境等についての実態把握を行うことが必要です。常に高齢者の実態を把握していれば、ニーズを予測することが可能となり、「早期発見」「早期対応」につながり、予防的対応や未然防止をするための対応ができます。

２．ネットワークを活用し実態把握を行っているか。

地域包括支援センターは、担当圏域にネットワークを構築することで、支援を必要とする高齢者等を見い出すことができます。各種サービス、関係機関等へ適切に支援できるようつなぎ、継続的な見守りを行います。更なる問題の発生を防止するためのネットワーク構築も必要となります。ネットワークは構築するだけでなく、既に機能しているネットワークも把握・整理し、定期
的に見直すことが必要です。

【事業実施計画】（総合相談支援業務）
１．ネットワーク構築が図られているか。
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【

解
釈
】

①

本人、家族、近隣住民、地域のネットワーク等を通じた様々
な相談に対して、相談者との信頼関係を構築しながら、的確
な状況把握を実施すると同時に、相談内容に即したサービス
や制度に関する助言、関係機関の紹介等を行っている。（３
段階評価）

◎

民生委員や近隣住民、金融機関等様々な
関係機関から通報や相談があり、高齢者
との信頼関係を構築しながら、必要に応
じ長期間にわたり支援を続けている。孤
立・孤独のケースについては伴走支援を
行い、本人の自立生活の継続に向けた環
境を整えるために必要な関係機関やニー
ズに合ったサービスにつないでいる。

◎

相談があれば関係者から情報収集を行
い、実態把握に努めている。必要に応じ
て医療機関やひらかた権利擁護成年後見
センター、コミュニティソーシャルワー
カー、自費ショートステイ等の関係機関
へ繋いでいる。医療機関への通院が困難
なケースにおいては、認知症初期集中支
援事業や訪問診療へ繋ぐなど柔軟に対応
している。

〇

相談者の話を聞き主訴を明確にしていく
ことはできている。介護保険申請の相談
においては、街かど健康ステーションや
各校区の行事、サロン等を紹介するなど
介護予防を意識している。

◎

相談内容によっては速やかに実態把握を
行い、民生委員等の地域住民や医療機関
などと連携し支援している。家族間で意
見が分かれた事例では、各種サービスや
制度についての概要説明に加えて、それ
ぞれのメリットやデメリットなどを情報
提供したうえで、本人、家族がより深く
考えることができるよう支援している。

○

関係する機関の紹介にとどまらず、必要
性や要望の内容に応じて関係機関への連
携を実施している。本人のみならず家
族、民生委員等、様々な関係者から話を
聞き信頼関係の構築に努め、相談内容に
応じたサービスを紹介している。

◎

相談があれば速やかに実態把握を行い、
相談内容に即したサービスや制度につい
て提案、関係機関への繋ぎを行ってい
る。すぐに解決に至らない相談について
は、相談者へ支援経過を報告する事で信
頼関係構築に努めている。一人暮らし高
齢者で仲間を作っておしゃべりしたいと
相談があったケースでは、地域主体の介
護予防事業への参加や地域のサロン等の
地域情報を提供し、民生委員に繋ぎ、地
域への参加ができるよう支援を行ってい
る。

②
家族介護者に対する予防的な取組（ニーズに応じた情報提供
や家族介護者会の実施等）を行っている。（３段階評価） ◎

認知症カフェの参加者の声から、新たに
家族会が発足した。発足にあたりセン
ターは後方支援を行っている。広報紙や
さまざまな制度に関する情報等を提供
し、認知症ステップアップ講座を受講し
てもらうなどの支援も行っている。

◎

家族が勤務により多忙であったり、諸事
情により介護力が不十分な場合は、介護
保険制度や障害福祉制度など活用できる
サービスにつき情報提供するほか、必要
に応じて自費ショートステイやコミュニ
ティソーシャルワーカー、ひらかた権利
擁護成年後見センター、認知症カフェな
どの関係機関に繋ぎ、関係機関に働きか
けて見守りネットワークを構築するな
ど、家族の介護負担の軽減に努めてい
る。

〇

家族から相談があった時は、自宅ででき
る運動の紹介や介護保険サービスに繋げ
るなど、ニーズに応じて対応している。
また、利用者家族に対して、「介護予防
運動教室」のチラシの配付や街かど健康
ステーションの活動の紹介を行ってい
る。 ◎

令和４年度から年２回、継続的に介護者
家族の会を開催しており、家族介護者の
思いや不安点を開催事務局である介護保
険事業所、医療機関等も含めて聞き、必
要に応じて助言を行っている。

〇

家族が置かれている状況を把握し、必要
と思われる支援についてはパンフレット
等で随時情報提供している。ニーズに応
じ近隣圏域の認知症カフェや介護者の
会、認知症専門外来等についても情報提
供している。

◎

家族介護者支援に対して、家族の集いや
研修等の案内、介護離職・仕事と介護の
両立、8050問題や生活困窮、認知症、
ヤングケアラー等の情報をまとめたファ
イルを作成し、情報提供を行っている。
また、圏域のケアマネジャーに向けて家
族介護者支援についての研修や資料等の
情報を発信している。

③
初期段階での相談については、的確に状況を把握した上で、
緊急性を判断し、適切な対応ができている。 〇

初期段階の相談は相談受付票の供覧等に
より職員間での情報共有を図り、チーム
として的確に状況を把握できるようにし
ている。緊急時は原則１人での判断はせ
ず、2人以上で決めるように業務フロー
で定めている。

〇

初期段階での相談については、情報収集
を経て虐待の可能性や安否確認の必要性
につき検討し、早急に介入するかを判断
している。

〇

初期段階の相談では、緊急性の判断を管
理者、専門職で判断し、対応している。
訪問が必要な場合は、２人体制で訪問す
るとともに、民生委員や地域住民との関
わりがないか確認し情報を収集するよう
にしている。

〇

毎日の朝礼や随時のミーティングで相談
内容を共有し、複数職員で緊急性や適切
な対応について協議し対応している。

〇

総合相談において緊急性を要する、また
は支援困難事例である可能性の高い相談
はセンター内で内容を共有し、支援の方
向性を2名以上の職員で相談の上、でき
るだけ訪問することで初期対応を実施し
ている。

〇

相談を受理した職員は、ニーズを把握し
た上でアセスメントを行い、適切と思わ
れる情報を提供している。緊急性の判断
については複数の職員で行っている。

④
本人のライフステージや役割、環境との関わりを考慮しなが
らニーズを把握し、適切なスクリーニングを実施し、専門
的・継続的な支援をしている。（３段階評価）

○

認知機能の低下で金銭管理が困難になっ
ている高齢者に対しては、その人の尊厳
を尊重しながらこれまでの生活歴、次の
ライフステージに配慮した生活の再構築
のための適切な支援等について、セン
ター内での定例会議において検討しサー
ビス利用の調整や継続支援を実施してい
る。

◎

8050世帯においては、ケアマネジャー
や社会福祉協議会コミュニティソーシャ
ルワーカー、市担当課、医療・介護関係
機関と連携を図り、ネットワークを活用
して継続した支援をしている。定期的な
サービスに繋がっていなくても継続的な
フォローが必要と判断したケースにおい
ては、電話等の方法により現状把握に努
めている。

○

介護保険サービスを受けるだけでなく生
きがい等も配慮し、「その人らしい」生
活が出来るよう支援している。街かど健
康ステーションからの情報提供があった
場合、医療に繋げたり、自宅訪問をする
などの連携を行っている。 ◎

本人の生活歴や強み、地域との関係性の
把握に努め、課題整理・スクリーニング
を実施している。身寄りのない一人暮ら
し高齢者の支援事例では、医療や介護
サービス、各種制度へのつなぎ支援を
行った後も支援ネットワークを構築し、
専門的・継続的に支援している。 ◎

相談時にはバックグラウンドや意向の把
握を行い、その意向に沿った支援が出来
るように関係機関と情報共有を行い、協
働しながら支援を実施している。また、
継続支援にあたっては本人の意向に沿っ
た支援が継続できているか適宜モニタリ
ングも実施している。 ◎

本人のライフステージや役割、環境との
関わりを考慮しながらニーズを把握し、
適切なスクリーニングを行い、その結果
をもって地域での健康体操教室への参加
及び自治会への入会、サロンへの参加に
繋げ、継続的に参加状況を確認するな
ど、本人に対しての支援と地域での体操
等の取り組みが継続できるように地域へ
の支援も行っている。

⑤
対応した職員以外でも再相談等に応じられるよう相談記録を
作成し、整備している。 〇

相談記録は随時システムに入力し、新規
相談は相談受付票を供覧して再相談に備
えている。

〇

相談記録をシステムに入力することによ
り、再相談の際にはいずれの職員でも過
去の記録を確認できるようにしている。
記録についてはわかりやすい表現で今後
の方針を明確に書くよう努め、内容を朝
礼で共有している。

〇

相談記録はできるだけ早期にシステムに
入力するようにしている。誰が見てもわ
かるような記録をし、進捗状況も記入す
るようにして次の相談がスムーズに進む
ようにしている。毎朝のミーティングで
確認を行い、どの職員でも対応できるよ
うにしている。

〇

相談受付後、相談記録は速やかにシステ
ムに入力し、対応した職員以外でも相談
に対応できるようにしている。

○

相談記録は早急にシステムに入力し、朝
礼時に共有することで、どの職員でも対
応できるようにしている。また、支援困
難事例等の長期対応が見込まれるケース
は別途ケースファイルを作成し、状況の
確認を容易にしている。

〇

相談記録は速やかにシステムに入力し、
朝礼や終礼等で情報共有を行い、再相談
時には、どの職員でも対応できるように
している。

地域包括ケアとしての継続支援の「入り口」となるのが「総合相談」です。
地域に住む高齢者の様々な相談を全て受け止める、ワンストップサービスに心掛け適切な機関、制度、サービスにつなぎ、継続的にフォローアップしていくことが重要です。
身近に信頼し継続的に相談できる拠点となり、相談者の多様な状況に的確に対応できる仕組みが必要となっています。

３．適切に総合相談業務が実施されているか。
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当課評価 (⑧～⑬) 資料③－１

パナソニックエイジフリー大阪高齢者生協アイリスみどり 大潤会 東香会

【

解
釈
】

①
担当する圏域内の地域課題を整理し、課題解決に向けた計画
を作成するなど、取り組みを行っている。（３段階評価） ○

「身近な場所に高齢者の居場所が欲し
い」という地域課題の解決に向けて、地
域にある子どものための居場所は、高齢
者にとっての居場所にもなり得るもので
あるとの相互理解を図り、課題を共有
し、子どもも高齢者も参加できるように
合意形成を行っている。

◎

サロンへの参加や第２層協議体を通し
て、地域の抱える課題について把握、共
有している。課題抽出シート等の作成を
しているほか、他の校区でも課題を共有
して課題解決に向けた助言などをしてい
る。
センターがファシリテーターとして第２
層協議体の進行し、元気づくり活動の実
現につながっている。また、第２層協議
体の設置されていない校区においても、
校区長や地域のキーパーソンを通じて校
区の取り組みについて助言するなどの活
動支援を行っている。

〇

第２層協議体などの取り組みや自立支援
型地域ケア会議で出された地域課題など
を整理し計画を立てている。公的な施設
がなく、枚方市駅付近で実施する教室等
に遠いため行きづらいという課題には、
新たな地域資源の創出に取り組む予定で
ある。

◎

地域課題解決のため令和４年度に「介護
者家族の会」を立ち上げ、継続的に開催
するとともに介護経験のある地域住民に
も参画してもらっており、計画的に発展
していくよう工夫している。

○

年度初めに事業実施計画を立て、計画に
基づき地域と共に元気づくり・地域づく
り会議など活動や取組みを行っている。

◎

第２層協議体から抽出された地域課題に
対して、介護予防に対する意識付けと自
助努力による活動の推進を図り、認知症
サポーター養成講座及び認知症講座を開
催している。同じ内容の講座を各自治会
の地域住民対象で各集会所（公民館）で
展開している。今年度は、骨密度測定
会、体力測定会、栄養講座、健康体操等
を計画・実施している。また、「移動販
売による買い物・健康づくりの支援」を
圏域内15か所で開始している。

②
担当する圏域内の協議体に参画し、助言や技術的支援などに
より、活動や取り組みの支援を行っている。（３段階評価） ○

第２層協議体すべてに事務局として参画
している。第２層協議体が主催するイベ
ントのポスターの作成支援や、居場所へ
の参加を促すはがきの作成、発送といっ
た支援や、居場所での介護予防に関する
助言を行うなどの後方支援を行ってい
る。

◎

第２層協議体の事務局あるいは構成メン
バーとして参画し、取組みへの助言を
行っている。第１層協議体の取組である
「ひらかた☆いすプロジェクト」につい
て情報提供し、第２層協議体から地域に
発信したことで、実際に椅子の設置に繋
がったり、関心を持った地域住民からの
問い合わせがあるなど、地域課題の解決
に向けた取組みが広まってきている。

〇

全校区の第２層協議体に参加している。
地域の実情を把握しながら取り組みや活
動の支援を行っており、高齢者元気はつ
らつ健康づくり事業や、健康教室の開催
につながっている。地域住民に街かど健
康ステーションや高齢者居場所、サロン
について、広報紙を通して紹介してい
る。 〇

地域の会議や行事に積極的に参加した
り、第２層協議体では他校区の活動状況
を提供することで、新たな取組について
の助言など、専門的な支援ができるよう
努めている。

○

３校区の第２層協議体に事務局会議から
参画している。ある校区において、2か
所の公園で実施しているひらかた元気く
らわんか体操で、当日の体操指導の他、
握力測定評価を実施しており、モチベー
ションの維持に繋がるよう前年度の測定
値に加えその人に応じたメッセージを書
き添えたカードを保健師職が作成、お声
掛けして配付している。

◎

第２層協議体に参画し、地域課題を解決
するための取り組みについて、意識して
もらえるよう働きかけ続けている。地域
から挙がった課題「認知症」に対して第
２層協議体と連携しながら取り組みを
行っている。居住地から歩いていける場
所で「フレイル」「認知症」に対しての
取り組みが行える活動団体が増えるよう
支援しており、校区全体に拡大してい
る。また老人会・自治会の会員増員及び
活性化プロジェクトを企画し、第一弾と
してIT化の推進で高齢者スマホ教室（ス
マホ決済・LINEの利用）を行ってい
る。

③
担当する圏域内の協議体と医療・介護連携にかかる会議等と
の連携や調整を行い、具体的な課題共有や課題解決を連携し
て行っている。（３段階評価）

◎

第２層生活支援コーディネーターに個別
地域ケア会議や医療職との多職種連携研
究会への出席を依頼し、圏域における課
題共有を行うとともに、地域連携の促進
を図っている。また、ひきこもりネット
ワーク会議へ第２層生活支援コーディ
ネーターとともに参加することで、多様
な支援体制の連携が促進されている。

〇

センターと民生委員が第２層協議体と多
職種連携研究会の構成員となっており、
双方の地域課題を把握している。

〇

第２層協議体の構成員に多職種連携研究
会への参加を促すとともに、地域の病院
で実施される一般市民向けの研修などの
案内を知らせている。また、地域ケア会
議や多職種連携研究会で把握された課題
の共有を行っている。 〇

第２層協議体や事業所連絡会等で課題共
有し、課題解決に向けた提案や取組を行
うよう努めている。

◎

第2層協議体の課題である「認知症」に
対し、近隣の病院と連携し認知症カフェ
を開催している。第2層協議体メンバー
も認知症カフェに参加し地域住民へ情報
提供している。

◎

多職種連携研究会から抽出された地域課
題（災害時対応）の解決に向け、事務局
である地域の医療機関や介護保険事業所
に加え、新たに校区コミュニティ協議
会・市担当課を交えて地域と課題の共有
と連携が図るための会議を開催してい
る。地域の防災訓練に参加するなど、今
年度はさらに連携を強化している。

④
担当する圏域内において第3層生活支援コーディネーターの
継続的な育成を行い、必要に応じて養成研修を行っている。
（３段階評価）

◎

第３層生活支援コーディネーター養成研
修を実施している。研修では、第３層生
活支援コーディネーターとしての役割を
地域で遂行するために必要な地域課題の
抽出やそれに対する具体的な取り組みの
検討ができるようグループワークを行っ
ている。また、研修を修了した方への継
続育成として、自立支援型地域ケア会議
へ出席してもらい、実際の地域課題に対
して具体的に取り組めることについて考
えを深め、実行していくきっかけ作りを
行っている。

◎

枚方市介護支援専門員連絡協議会圏域コ
ンダクターを中心に圏域内の居宅介護支
援事業所間で座談会を定期的に開催する
ようになったが、その中でひらかた☆い
すプロジェクトに限らず、実現には至ら
なくても、日頃の小さな活動が第３層生
活支援コーディネーターの第一歩として
展開していくということの意識付けを
行っている。自立支援型地域ケア会議や
事例検討会を通じて、地域課題の抽出や
資源開発の視点などを持つよう促し、第
３層生活支援コーディネーターとしての
発想を持つよう働きかけている。

〇

圏域内の居宅介護支援事業所のケアマネ
ジャーの入れ変わりを随時把握してい
る。ケアマネジャーの人数が減少してい
るので、今後は枚方市介護支援専門員連
絡協議会圏域コンダクターと共に研修を
実施する予定である。

◎

枚方市介護支援専門員連絡協議会圏域コ
ンダクターと連携し、事例検討会を開催
しながら第3層生活支援コーディネー
ターの継続的な育成を行っており、必要
に応じて育成研修も行っている。

◎

各居宅介護支援事業所に一人は第３層生
活支援コーディネーターが所属するよう
第３層生活支援コーディネーターの育成
を行っている。コーディネーター養成研
修では元気づくり・地域づくり会議につ
いての状況を報告し、活動協力も依頼し
ている。

◎

「全員取得を目指して！圏域内で第３層
生活支援コーディネーター研修」を実施
した。内容について、研修教材に加え、
近年の情勢や生活支援コーディネーター
の視点も取り入れるなど、より取り入れ
やすい内容にまとめている。また、修了
者には圏域の居宅介護支援事業所連絡会
にて、具体的・実践的な取り組みとして
「白い椅子プロジェクト」を圏域のケア
マネジャーと共に活動し、継続した育
成、ステップアップを図っている。

４．生活支援の体制構築が図れたか。

医療、介護のサービス提供だけでなく、NPO法人、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、介護サービス事業所、シルバー人材センター、老人クラブ、家政婦紹介所、商工会、民生委員等の生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に行っていくこ
とが重要です。
元気づくり・地域づくりプロジェクトの取り組み内容の共有や、医療・介護連携にかかる会議等の開催や連絡調整、元気づくり・地域づくりコーディネーターの支援を行う等により、互助を基本とした生活支援サービス等が創出されるような積極的な取り組み体制の整備・運営を行うものです。
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【

解
釈
】

①
個別ケースの支援内容の検討を通じ、地域の介護支援専門員
の、法の理念に基づいた高齢者の自立支援に資するケアマネ
ジメントの支援を行っている。

〇

個別地域ケア会議及び自立支援型地域ケ
ア会議を実施し、高齢者の自立支援に資
するケアマネジメントの支援を行ってい
る。

〇

自立支援型地域ケア会議においては、委
託先のケアマネジャーとセンター職員が
協議して支援方針を検討することによ
り、自立支援に資するケアマネジメント
の支援を行っている。

〇

定期的な自立支援型地域ケア会議を実施
し、ケアマネジャーおよび薬剤師等にも
参加してもらい、自立に向けた支援と地
域課題を考える視点について共有してい
る。

〇

自立支援型地域ケア会議を定期的に開催
している。事例担当者だけではなく、圏
域のケアマネジャーやサービス事業所、
薬剤師にも参加してもらい、助言や検討
内容等について各事業所で共有してもら
うことで、圏域全体での高齢者の自立支
援に資するケアマネジメントの支援を
行っている。

○

自立支援型地域ケア会議では、事例は圏
域の居宅介護支援事業所が偏らないよう
にケースを選定し、自立支援の視点をケ
アマネジャーと居宅介護支援事業所と共
有している。また、見学者として圏域の
薬剤師に加え、病院の相談員や看護師に
も参加を呼びかけ、自立支援に資するケ
アマネジメントについて情報共有を行っ
ている。

〇

自立支援型地域ケア会議では、枚方市介
護支援専門員連絡協議会圏域コンダク
ターを事務局側に迎え実施している。会
議前の準備会議を２か月間かけて実施
し、枚方市介護支援専門員連絡協議会圏
域コンダクターと当日の事例提供者であ
る委託先のケアマネジャーが参加し、セ
ンター職員と共に自立支援に向けて課題
を検討しながら自立支援の考え方を学ぶ
機会となっている。さらに、今年度は新
規に開設された居宅介護支援事業所の管
理者を中心に計画している。

②

個別ケースの支援内容の検討を通じ、課題分析等を行うこと
による地域課題の把握を行っている。また、把握された地域
課題の解決にむけて地域ケア会議等で検討されている。（３
段階評価）

◎

第8圏域連携会議内で、ケアマネジャー
の抱える8050事例について事例検討会
を実施し、具体的な連携の取り方を学ん
でいる。
　身寄りのない高齢者でサービス拒否が
ある場合、不調等の早期発見が課題とな
るため、関係機関や住民との情報共有を
行っている。また、高齢者の状態把握の
ため、地域との協働体制を構築してい
る。

◎

自立支援型地域ケア会議にて、地域課題
の抽出、解決策の検討を行っている。ま
た、総合相談における個別ケースを通じ
て、地域課題の把握を行っている。
抽出した地域課題につき、圏域地域ケア
会議で報告し、課題解決に向けた意見交
換を実施している。また、地域課題とし
て抽出した「8050問題」をテーマに多
職種連携研究会を開催している。

◎

自立支援型地域ケア会議では、毎回10
名以上のケアマネジャーや薬剤師の参加
がある。個別ケースの支援内容の課題分
析を行い、地域課題を抽出し、解決策を
検討している（クールオアシスプロジェ
クト等の居場所づくり、ひらかた☆いす
プロジェクト、移動スーパーなど）。圏
域のケアマネジャーのケースについても
検討している。

〇

個別ケースの検討を通じて抽出された地
域課題（担い手の高齢化と不足・身寄り
のない一人暮らし高齢者の増加）につい
て、第２層協議体や多職種連携研究会等
で今年度検討する予定である。

〇

個別ケースの中には、認知機能低下や地
域の見守りが課題となるケースも多く、
第2層協議体のメンバーとの連携や各団
体の既存の活動を活用している。令和７
年２月には認知症サポーター養成講座を
実施予定であり、課題解決に向けて取り
組んでいる。 ◎

高齢者世帯で老々介護を続ける中で、介
護負担が増し、アルコール依存に至り、
虐待につながる可能性があるため、個別
地域ケア会議を開催し、高齢者世帯で介
護が必要な方が地域で暮らし続けていく
為に、担当ケアマネジャー及びサービス
事業者に会議に参加してもらっている。
また、今後サポート体制の一員となる市
担当課や保健所、訪問看護師、枚方市介
護支援専門員連絡協議会圏域コンダク
ター等の各専門職にも参加してもらい、
地域課題の解決に向けて検討を行ってい
る。

③
検討した個別事例を、一定期間モニタリングを行い、評価や
方針の修正を行っている。またモニタリング結果を会議の参
加者等に情報提供している。（３段階評価）

◎

検討した個別事例は、継続してモニタリ
ングを行っている。会議の中で一定の方
針が示された場合には、経過を実務者と
共有している。自立支援型地域ケア会議
においては、半年後の開催を行ってい
る。個別会議は、モニタリングを実施
し、参加者等に情報共有している。

◎

自立支援型地域ケア会議においては、一
定期間経過後に継続事例として再度取り
上げることにより、地域課題及び解決策
の評価を行うとともに、モニタリング結
果を参加者に報告している。また、会議
後に振り返りを行い、課題解決に向けて
検討している。

〇

自立支援型地域ケア会議での検討結果に
ついては、ケースに応じた適切な期間に
モニタリングを行い、参加者に情報提供
している。報告書に次回のモニタリング
の予定を記載するようにしている。 ◎

自立支援型地域ケア会議では可能な限り
半年後に同じ事例を取り上げ、前回の助
言をもとに支援してきた後の再評価の機
会としており、必要に応じて支援方針の
修正について協議している。 ◎

地域ケア会議を開催した事例を担当して
いるケアマネジャーに定期的に連絡し、
進捗状況を確認している。会議の出席者
にもケースに応じて報告を行っている。
確認した状況から、新たな方針の修正も
随時行うようにしている。

◎

今年度の自立支援型地域ケア会議では、
新規居宅介護支援事業所のケースを中心
に選定し、会議終了後一定の期間のモニ
タリング及び評価を行い、必要に応じて
方針の修正等も行っている。また、会議
参加者とモニタリングの結果を情報共有
している。

④
センター主催の地域ケア会議において、議事録や検討事項を
まとめ、参加者間で共有している。 〇

検討事項をまとめ、参加者間へ送付し会
議内容を共有している。

〇

自立支援型地域ケア会議後に課題整理
シートを作成している。また、事業所向
けに結果報告を作成し配付している。

〇

自立支援型地域会議においては、検討事
項のまとめを作成し参加者に報告してい
る。

〇

地域ケア会議では検討事項をまとめ、参
加者間で共有するとともに、開催後速や
かに議事録を作成している。

〇

事例を共有シートにまとめ、検討事項や
今後の方向性、地域課題へ落とし込める
ようにしている。

〇

会議終了後には、当日参加したケース担
当ケアマネジャーや事務局側として参加
している枚方市介護支援専門員連絡協議
会圏域コンダクターに地域ケア会議の実
施記録を提供している。また、センター
職員には会議の情報共有を行っている。

１．個別地域ケア会議（個別地域ケア会議・自立支援型地域ケア会議）

地域ケア会議の目的は、以下のとおりです。
　ア　個別ケースの支援内容の検討を通じた、（ⅰ）地域の介護支援専門員の、法の理念に基づいた高齢者の自立支援に資するケアマネジメントの支援　（ⅱ）高齢者の実態把握や課題解決のための地域包括支援ネットワークの構築　（ⅲ）個別ケースの課題分析等を行うことによる地域課題の把握
　イ　その他地域の実情に応じて必要と求められる事項
なお、地域ケア会議はひとつの手段であり、かつ地域包括ケアシステムもひとつの体制であることを再認識し、それぞれを実施や構築することを目的化することなく、すべての活動は地域の高齢者を始めとする住民が尊厳を保持した生活を地域で継続できることを目指していることを忘れてはなりません。

【事業実施計画】（個別地域ケア会議）
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【

解
釈
】

①

自立支援の視点に基づき、一定期間取り組むことにより実現
可能なこと、そしてそれが達成されたかどうかが具体的に評
価できる目標を設定し、継続的な支援をしている。（３段階
評価）

◎

ADLや健康状態に応じて、歩く距離、
時間、運動の回数など実行可能かつ具体
的に評価できるだけではなく、利用者自
身が達成状況を実感できるような目標を
設定することで、利用者に寄り添った継
続的に支援を行っている。また、自立支
援のサービスや支援が必要だが利用に繋
がらない方などを一覧にまとめ、定期的
なモニタリングから健康課題や生活課題
を整理し、センター内での定例会議にお
いて職員間で共有し意見を出し合うな
ど、継続的な支援につなげている。

◎

予後予測を行いながら自立支援の視点に
基づき本人の潜在能力を引き出せるよう
面談を行い、具体的で実現可能な目標を
設定している。長期プランについては経
験年数の少ない職員や判断に迷うケース
については複数の職員で協議し、ガイド
ラインの根拠に基づき判断し、具体的に
評価できる目標期間を設定し支援してい
る。
センター職員が個別ケースの情報を共有
するとともに、管理者が進捗状況を管理
している。

〇

基本チェックリストを活用してアセスメ
ント行い、状況を把握した上で、利用者
の具体的で実現可能な本人の強みに寄り
添った目標について話し合って設定して
いる。また、サービス担当者会議で情報
を共有し、課題を整理することで、達成
可能な範囲で目標を設定するよう努めて
いる。

〇

基本チェックリストや興味関心シートを
活用し、より具体的で実現可能な目標と
した上で利用者と共有している。また、
目標を数値化することで評価しやすくし
ている。

○

アセスメントを行い、利用者、家族等と
話し合った上で、利用者が活動的な生活
を取り戻せるように、具体的な参加の場
や距離など、わかりやすく具体的な目標
を設定するよう心がけている。センター
内で随時相談したり、自立支援型地域ケ
ア会議の場を利用し、専門職からのアド
バイスを受け、継続的な支援を行ってい
る。 ◎

生活不活発が招くリスクについて、対象
者に説明することで自発的な行動を促
し、実行しやすいよう対象者自身の身近
にあるものを取り入れた具体的な目標と
具体策を提案している。介護保険サービ
ス以外にも、一般介護予防事業や地域主
体で各集会所等で開催中の「ひらかた夢
かなえるエクササイズ」や各種測定会、
商業施設主催で定期開催中の「ひらかた
元気くらわんか体操」「ひらかた夢かな
えるエクササイズ」などインフォーマル
サービスにつなげている。センター職員
が個別ケースの情報を共有できている。
また、管理者は進捗状況を管理できてい
る。

②
自分の健康増進や介護予防についての意識を持ち、自ら介護
予防、健康の維持・増進に向けた取り組みを行うための支援
を行っている。（３段階評価）

◎

自ら介護予防、健康の維持・増進に向け
た取組を行うための情報発信として広報
紙を発刊し、校区別に自治会や民生委員
へ提供している。また、高齢者元気はつ
らつ健康づくり事業や地域へ出向く際に
は個別で配布している。生活習慣病等の
発症予防・重症化予防のために日常生活
で取り組める内容を”頭から足先まで”
というテーマで連続性のある記事として
発信することにより、生活習慣病やフレ
イル予防の必要性を呼びかけ、健康増進
への意識が高まるよう工夫を行ってい
る。

◎

プランの中でセルフケアを明確にしてい
る。整理し、かつ更新した社会資源情報
をファイリングし、活用できるようにし
ている。また、作成した介護予防フロー
チャートの活用や健康に関するチラシを
配布することで、高齢者が自ら介護予防
や健康の維持・増進に向け取り組めるよ
うに支援している。地域活動に参加する
時は、必要に応じ同行したり、地域の
キーパーソンとなる人につないでいる。

〇

基本チェックリスト実施の際に介護予防
の目標や介護予防・日常生活支援総合事
業について説明して理解、意識づけを行
い、自ら健康増進に取り組めるようにし
ている。リハ職行為評価事業修了者に対
し、電話にて状況確認を行い、必要に応
じて一般介護予防事業などの情報提供を
行うなど支援している。 ◎

月1回ひらかた元気くらわんか体操＋介
護予防に関する健康講座の教室を開催し
ている。参加者が自ら介護予防に取り組
めるように日常生活に取り入れることの
できる講座内容とし、資料を配布して自
宅でも振り返りができるようにしてい
る。また、希望者にはひらかた元気くら
わんか体操のCD・DVDを配布してい
る。

○

利用者自身がフレイルについての正しい
知識をもち予防に取り組めるように、生
活べんり帖や、介護予防大作戦の冊子、
センターで作成している「健康ワンポイ
ントアドバイス」などを活用し、普段の
生活の中でできる介護予防の取り組みを
意識付けした上で必要な支援を行ってい
る。リハ職行為評価事業も積極的に活用
している。

◎

介護予防の意識を持ち自助努力にて自発
的に取り組んでもらえるよう説明してい
る。第２層協議体から抽出された地域課
題「フレイル」「認知症」を挙げ、介護
予防に対する意識付けと自助努力による
活動の推進を図っている。各自治会会長
及び役員に向けて、認知症サポーター養
成講座と意見交換会を開催し、さらに各
自治会の住民を対象に同じ内容の講座を
開催している。

③
自立支援の視点に基づき、適切な支援ができるよう地域包括
支援センター内での課題検討等の取り組みを行っている。
（３段階評価）

◎

自立支援型地域ケア会議の準備段階で、
センター内で検討し課題抽出を行ってい
る。また、委託先のケアマネジャーのプ
ランをチェックする際にも、自立支援の
視点をもって取り組んでもらえるよう、
個別指導を行っている。
自立に向け一般介護予防事業や地域の居
場所等へつなぐ場合、利用者の状況に応
じて内容やタイミングを検討しており、
センター内で随時相談・検討を行ってい
る。

〇

常に意識を持って自立支援の視点に基づ
き支援している。初回アセスメント時や
方向性を決定する時は朝礼で共有し、自
立支援に資するように課題検討してい
る。

〇

新規相談や利用者の状況変化など、適宜
センター内で話し合い、情報共有してい
る。また、自立支援型地域ケア会議にて
自立支援に向けた課題検討をしている。

〇

朝礼、ケース検討（必要に応じて）時に
情報共有し課題検討を行っている。自立
支援型地域ケア会議開催前には必ず、セ
ンター内でケース検討会を行い、課題抽
出にむけ意見交換を行っている。

○

センター職員が輪番制でそれぞれの役割
を持ち、自立支援型地域ケア会議を開催
している。会議には薬剤師、近隣の病院
の看護師や医療ソーシャルワーカーにも
出席しており、多方面からアドバイスを
もらっている。会議後は振り返りを行
い、参加できなかった職員にも内容をま
とめて回覧している。

◎

自立支援型地域ケア会議では、新規居宅
介護支援事業所の管理者を多く選定し、
自立支援の視点に立ち、より適切な支援
が行えるよう図っている。枚方市介護支
援専門員連絡協議会圏域コンダクターを
ファシリテーターに迎え実施している。
会議後はセンターの全職員にその内容を
報告・回覧し、共有している。

④

介護予防・日常生活支援総合事業や地域の取組等の情報を集
め、介護予防・生活支援サービス事業や一般介護予防事業、
社会資源等を一体的に組合わせながら支援している。（３段
階評価）

◎

収集した地域の活動情報についてはその
都度供覧し、一体的に活用できるように
している。サービス利用希望者に対し
て、一般介護予防や地域の居場所を情報
提供している。必要時には、情報提供に
とどまらず、初回参加時の同伴や定期的
な利用状況の確認など、継続利用ができ
るよう支援している。 ◎

「ここから介護予防教室」及び「教室型
通所事業」を馴染みある地域の活動場所
として積極的に情報提供している。「こ
こから介護予防教室」は利用に至ってお
り、実際に見学し運動内容や参加者の身
体状況を把握し、その後の教室参加に繋
がるように取り組んでいる。また、既存
の自主活動グループについて、コロナ禍
前後で内容が変わっているため、取り組
み情報を更新している。情報を一括に集
約することで一体的に組み合わせて支援
ができるようにしている。

〇

介護予防・日常生活支援総合事業の冊子
等を用いて一体的に組み合わせながら支
援している。地域のインフォーマルサー
ビスから情報収集を行い、多様な地域の
情報を把握し情報提供することで地域活
動に参加できるように支援している。

〇

相談室に各社会資源ごとにファイリング
し、誰でも閲覧できるようにしている。
インフォーマル、フォーマルサービスの
説明、提案を行い、選択肢を広げてい
る。

○

地域の取り組みのチラシをファイリング
している。インフォーマル資源の情報提
供も同時に行い、地域資源を一体的に組
み合わせながら支援している。

◎

フローチャート、一般介護予防事業の情
報を適宜更新しながら介護予防・日常生
活支援総合事業のファイルを作成し活用
している。「移動販売による買い物・健
康づくりの支援」、各団体が作成されて
いる案内チラシ等についても追加して情
報提供している。相談者が居住する地域
から提案するなど、フォーマル・イン
フォーマルサービスを一体的に組み合わ
せて提案している。

⑤
初回の介護予防ケアマネジメントは地域包括支援センター職
員が行っている。 〇

初回の介護予防ケアマネジメントはセン
ター職員が行っている。

〇

初回の介護予防ケアマネジメントはセン
ター職員が行っている。

〇

初回の介護予防ケアマネジメントはセン
ター職員が行っている。

〇

初回の介護予防ケアマネジメントはセン
ター職員が行っている。

○

初回の介護予防ケアマネジメントはセン
ター職員が行っている。

〇

初回の介護予防ケアマネジメントはセン
ター職員が行っている。

【介護予防ケアマネジメント】
１．介護予防ケアマネジメント（介護予防・日常生活支援総合事業）

介護予防・生活支援サービス事業におけるケアマネジメント

介護予防ケアマネジメント事業は、介護予防および日常生活支援を目的として、その心身の状況等に応じて、対象者自らの選択に基づき、介護予防・日常生活支援総合事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に実施されるよう必要な援助を行うものです（法第115条の45第1項第1号）。介護予防ケアマネジメント業務の実施に当たっては、自立支援の視点によって、今後、対
象者がどのような生活をしたいかという具体的な日常生活上の目標を明確にし、その目標を対象者、家族、事業実施担当者が共有するとともに、対象者自身の意欲を引き出し、自主的に取り組みを行えるよう支援します。そのためには、介護予防・日常生活支援総合事業や地域の取組等の情報を集め、介護予防・生活支援サービス事業や一般介護予防事業を一体的に組合わせながら
支援していくことが必要です。既存の資源は何があるのかを把握し、活用するとともに、不足する資源を把握し創出に向けた取組につなげていくことが求められます。
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⑥
虚弱な高齢者を把握するための取り組みを行っている。（３
段階評価） ○

地域での体力測定会や出前講座等の際に
介護予防や健康増進に係る情報提供を行
うとともに、体力測定の結果や参加時の
様子で気になる方については個別に質問
し状況把握を行っている。また、基本
チェックリストを活用し、気になる方に
ついては個別に助言を行っている。 ◎

出前講座時のモニタリングや新規自主グ
ループでの継続支援講座で基本チェック
リストを実施し、虚弱高齢者の把握に努
めている。その後、課題のある虚弱高齢
者に対しては、電話や訪問で体調や生活
の様子を確認し、別の介護予防教室の案
内や必要に応じて介護申請を行うなどの
支援を行っている。医療機関から情報を
得て、気になる高齢者への対応を随時検
討している。

○

広報紙の配布時に民生委員や自治会など
から情報を収集し、虚弱な高齢者の把握
に努めている。また、情報提供があった
場合には必ず情報提供者、または複数職
員で訪問を行い把握に努めている。

◎

毎月認定率を確認し、地域の元気高齢者
率を把握している。民生委員等と日頃か
ら相談してもらいやすい関係を築き、必
要があれば迅速に対応・訪問等を行って
いる。

○

老人会サークルや校区自治会に対して、
センターの周知活動を行い、民生委員と
の連携も含め、虚弱な高齢者の把握に努
めている。把握できた高齢者には訪問や
電話でアプローチし、介護保険の申請に
繋げたり、一般介護予防教室、地域の居
場所やサロンの情報提供を行っている。
必要な方に関しては、活動の代表者に連
絡をとり、情報共有や活動に同行するな
どしている。

◎

定期的に地域の活動の場へ訪問し、元気
づくり・地域づくりプロジェクトで企画
している体力測定・認知症気づきチェッ
クリストに加え、骨密度測定や栄養講座
等を実施し、早期発見・早期対応ができ
るようにしている。また、地域で活動し
ている団体のリーダーの役割を担ってお
られる地域住民、自治会会長、民生委
員、校区福祉委員等とも情報交換を行
い、早期に対応が図れる体制を作ってい
る。

⑦

一般介護予防事業の紹介等の必要な情報を提供し、高齢者本
人が地域における集いの場に自ら積極的に参加していくこと
などセルフケアに取組むための個別支援を行っている。（３
段階評価）

◎

健康増進・介護予防のために日常生活で
取り組める内容を”頭から足先まで”と
いうテーマで連続性のある記事とし「い
つまでも元気にみどり通信」を発信する
ことで関心を高め、セルフケアに取り組
みやすいよう情報発信をしている。ま
た、来所相談時や地域の情報提供をする
際に、居場所での取組内容や一般介護予
防事業、認知症カフェ等を紹介し、参加
を促す中で、相談者本人が住んでいる場
所から通いやすい場の接続が行えるよう
に支援している。

◎

活動性が低下している高齢者に対し、対
象者自らが自己の課題を明確にして積極
的に参加できるよう、一般介護予防事業
や地域の活動の場を示した地域の特性を
生かしたフローチャートを作成してい
る。また、一般介護予防事業や地域の活
動の場についての情報を更新し、集約し
た情報を基に対象者自らが選択して適切
な活動場所に参加できるような支援に繋
げている。来所相談時に高齢者や家族に
対して介護予防フローチャートを示し、
活動場所の資料を基に自ら選択すること
で、意欲的に参加できるよう支援してい
る。

〇

毎月広報紙を地域で回覧し、一般介護予
防事業や街かど健康ステーションの案
内、セルフケアを継続できるような内容
を提供している。個別の相談や問い合わ
せがあった際に適宜情報提供をしてい
る。

◎

総合相談の際に相談内容に応じて一般介
護予防事業の紹介も行っている。また、
地域の居場所等に自ら通えるよう、同行
や代表者との顔つなぎを行っている。

◎

基本チェックリストなどを行い、自分の
状態がわかるようにしている。介護予防
大作戦や、生活べんり帖、「健康ワンポ
イントアドバイス」などで健康意識を高
めてもらうセルフケアの動機づけを行っ
ている。近隣の通いの場の情報を伝え、
必要に応じ同行している。

◎

一般介護予防事業や地域の活動への参加
を提案している。地域での活動を希望さ
れた際には必ず地域で活動している団体
のリーダーへ連絡し情報提供を行ってい
る。センターに来られた相談者に対し
て、地域での活動を提案している。初め
ての場所に一人で行く事に躊躇されてい
る方に対しては、初回は同行訪問を行
い、地域に繋げている。

⑧

高齢者元気はつらつ健康づくり事業等の介護予防や健康づく
りの推進のための取組みを企画する場合は、事業の目的に
沿った目標を設定するなど企画内容を評価できる仕組みを意
識している。（３段階評価）

◎

高齢者元気はつらつ健康づくり事業で
は、与望体操教室、ファイブコグを実施
する中で、自分で目標を設定し評価でき
るように評価シート(できた、まあま
あ、むずかしい)を記入し提出しても
らっている。教室終了後の目標について
も自分に合った内容を考え記入してもら
うことで継続することを意識してもら
い、そのための情報（居場所や120日
チャレンジなど）の提供を行っている。

◎

「ひらかた元気くらわんか体操」継続支
援講座を枚方市スポーツ協会に依頼し、
口腔機能アンケートを実施している。身
体状況を把握し、オーラルフレイル等の
課題に応じた内容や地域の意向も取り入
れた健康教育を案内している。口腔機能
アンケートは毎年実施し、前年度との比
較で一定評価している。 〇

地域課題であるフレイルやKDBデータ
から抽出された地域課題である脂質異常
症をテーマとし、基本チェックリストと
アンケートを使用して評価を行ってい
る。

〇

膝の痛みでリハビリを行いたいと申請に
来られる方が多いことを受け、膝痛教室
を開催している。事業の目的に沿った目
標を設定し楽しみながら継続できる仕組
みを意識している。

〇

今の自分の健康状態を知り、フレイル予
防に取り組んでもらうために、各小学校
区でポピュレーションアプローチを実施
している。また、元気はつらつ健康づく
り事業として膝痛教室を実施している。

◎

居住地から歩いていける場所で介護予防
が行える事を目標に、第２層協議体と連
携しながら健康づくりプロジェクトを実
施しており、取り組みを行う団体は３校
区、18地区に増えている。今年度から
骨密度測定、体力測定、体組成測定、栄
養講座、体操を取り入れており、測定結
果を集計、分析、評価し、地域住民に
フィードバックすることで生活習慣の改
善と健康意識の向上につなげている。ま
た、評価の結果を元に、各校区の代表者
等と次年度以降の取り組みを検討してい
る。

⑨
介護予防の取組みを推進するため、自主グループの活動の支
援を行っている。（３段階評価） ◎

圏域内での認知症カフェの立ち上げが円
滑にできるように、実施主体との意見交
換を重ねて後方支援している。認知症カ
フェの参加者から声があがり、新たに家
族会が発足した。立ち上げの際にセン
ターは後方支援を行い、今年度から定期
的な開催となっており、圏域内の資源開
発につながっている。

◎

新規の自主グループに対しては、巡回し
参加者の心身機能のアセスメントやグ
ループ全体としての課題を把握し、ス
ムーズに活動できるようにサポートして
いる。また、２つの自主グループに対し
て初めて継続支援講座を実施することを
予定しており、介護予防への取組みを意
識し活動へのモチベーションに繋げてい
る。また、体操教室の自主グループ化に
向けて支援している。

〇

ひらかた元気くらわんか体操出前講座を
実施し、その後ひらかた元気くらわんか
体操やウォーキングなどの継続的な活動
につながっている。老人会など自主グ
ループ活動の際に、活動の支援の一環と
してポピュレーションアプローチを実施
している。 〇

A校区において2グループがノルディッ
クポールを用いて週2回程度の集まりを
継続している。他にも自主的に体操教室
を開催しているグループがある。開催日
に合わせ参加し、情報の提供等を行って
いる。また、A校区の２グループとB校
区の自主グループにひらかた元気くらわ
んか体操継続支援を実施している。

〇

ひらかた元気くらわんか体操や居場所等
各活動のリーダーへ連絡し活動状況の把
握に努め、困りごとなどを聞き活動が継
続できるように支援している。

◎

企業主催で「ひらかた元気くらわんか体
操」が毎週行われており、センターは企
業の応援という形で参加している。さら
に「ひらかた夢かなえるエクササイズ」
を提案し、定着している。また、地域の
活動団体については、体力測定・骨密度
測定・健康体操・栄養講座等を実施でき
るよう支援している。

⑩
事業計画に「保健事業と介護予防の一体的実施」に係る内容
が記載されている。 〇

事業計画にKDBシステムからの分析結
果を各校区毎に記載している。

〇

事業計画に「保健事業と介護予防の一体
的実施」に係る内容を記載している。

〇

各校区別に「保健事業と介護予防の一体
的実施」に係る内容を記載している。

〇

事業計画に保健事業と介護予防の一体的
実施に関して、区域ごとのニーズに応じ
て重点的に行うべき業務の方針等を記載
している。 〇

センター事業実施計画書に「保健事業と
介護予防の一体的実施」に係る内容を記
載している。

〇

事業計画には、「保健事業と介護予防の
一体的実施」にかかる内容を記載してい
る。

⑪
KDBデータに基づき、各小学校区毎の課題を把握した上で、
ポピュレーションアプローチやハイリスクアプローチを行っ
ている。（３段階評価）

〇

KDBデータの分析から、筋骨格系およ
び生活習慣病に関する発症予防・重症化
予防について周知・啓発する必要がある
とわかったため、ポピュレーションアプ
ローチにおいて健康講座を開催し、住民
に対して啓発を行っている。また、健康
講座の際に「最近むせやすくなった」と
の声や口腔機能低下に係る項目にチェッ
クが入っていることが多かったことから
口腔フレイルと呼吸器疾患との関連につ
いての講座を企画している。健康状態不
明者へのアプローチでは、アンケートの
返信状況から、訪問、郵送、電話に分
け、アプローチを実施している。

〇

健康状態不明者アプローチ対象者のう
ち、既把握者以外の人に対してアンケー
トを送付している。アンケート返信者の
うち、訪問の必要があると判断した人を
対象として、訪問を実施している。ま
た、訪問時において、元気高齢者に対し
ては地域活動の場に繋がるよう集約した
情報を提供している。
ポピュレーションアプローチは、KDB
データや圏域の地域課題をもとに「口腔
機能向上、栄養改善、フレイル予防」を
目的に健康講座を開催し、生活習慣病予
防に対する意識を向上させ、健康寿命の
延伸につなげることに努めている。ま
た、すこやかチェック票や健康講座アン
ケートを利用し、身体状況やフレイルの
認知度を評価している。

〇

ポピュレーションアプローチは、各校区
ごとの健康課題を整理した上で、地域の
老人会やサロンに出向いている。すこや
かチェック票を実施して状況把握を行
い、薬局の協力のもと測定会を行い、個
別相談、栄養指導を行っている。健康状
態不明者へのアプローチは、アンケート
の送付を行い、返信のあった方は内容を
チェックして状態を把握し、必要に応じ
て訪問を行っている。また返信のなかっ
た方は訪問を実施して健康状態の確認に
努めることとしている。

〇

事業計画に各小学校区毎の課題について
も記載しており、その課題に基づき、ポ
ピュレーションアプローチを実施してい
る。健康状態不明者へのアプローチは住
所ごとに担当を分け、職員2人体制で訪
問している。

◎

ポピュレーションアプローチの実施にあ
たり、校区福祉委員や老人会役員とも課
題を共有したうえで、各小学校区でフレ
イル予防講座を企画、実施している。ま
た、健康状態不明者へのアプローチの対
象者において、企画したフレイル予防講
座のちらしを、郵送や投函にて情報提供
を行っている。

◎

KDBデータから第２層協議体の課題
「フレイル」「認知症」に関連する項目
を抽出した内容でポピュレーションアプ
ローチを毎年実施している。「ポピュ
レーションアプローチ後のアンケート調
査結果」と題した調査結果を作成して団
体のリーダーへ提供するとともに結果か
ら必要と思われる各個人に対して、介護
予防冊子を提供し、団体の見守り支援を
依頼している。健康状態不明者アンケー
トの回答を得た方についても、必要時は
訪問して実態把握を行っている。

一般介護予防事業におけるケアマネジメント
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当課評価 (⑧～⑬) 資料③－１

パナソニックエイジフリー大阪高齢者生協アイリスみどり 大潤会 東香会

【

解
釈
】

①
成年後見制度（法定後見・任意後見）を幅広く普及するため
の活動を行っている。（３段階評価） ◎

地域住民に対し、成年後見制度をふまえ
人生会議に関する普及啓発活動を行って
いる。「人生会議まるわかりガイド」も
活用しながら個人ワークとグループワー
クを行い、住民が自分事として捉え取り
組めるよう講義内容をバージョンアップ
している。また、弁護士に依頼し、具体
的な事例を通じ成年後見制度に関して学
ぶ場を設け、住民と専門職に対しても啓
発を行っている。校区のイベント参加時
には、実際に後見人として活動している
司法書士から制度について学ぶ機会を作
り、高齢者から子ども・孫世代にまで広
く啓発している。

◎

認知機能が低下している方等に対し、成
年後見制度や日常生活自立支援事業等の
紹介を行っている。病院やケアマネ
ジャーから問い合わせがあった際は、ひ
らかた権利擁護成年後見センターや司法
書士会を紹介したり、各種冊子などを渡
して情報提供している。事務所の出入り
口に、成年後見制度に関するリーフレッ
トを置き、来所された方が自由に閲覧し
たり、持ち帰ることができるよう工夫し
ている。地域の出前講座や認知症サポー
ター養成講座等で、成年後見制度につい
て情報提供や説明を行っている。

〇

地域住民や介護保険サービス事業所等の
関係機関に対してSNSや広報紙での啓
発をしている。地域活動に参加した時に
は、認知症と関連させて成年後見制度の
説明、ひらかた権利擁護成年後見セン
ターの活用について普及啓発に努めてい
る。

〇

老人会やサロンに出席した際はセンター
業務の一環として「権利擁護（成年後見
制度）」について説明している。
また、居宅介護支援事業所等に対しては
昨年度社会福祉士部会で作成した「支援
者向け権利擁護冊子」をセンター入口の
ラックに置き、情報提供を行っている。

○

関係機関や弁護士会等の職能団体発行の
資料を収集し、相談時に制度利用の検討
が必要と思われる方へ配付している。圏
域内のサロン、行事等において、気にな
る高齢者の情報の提供を依頼している。
また、定期発行している広報紙において
も適時の制度紹介等を実施している。

◎

センター窓口には、成年後見制度に関す
るチラシと人生会議の冊子を常備してい
る。３校区の活動場所及び見守り110
番事業で協力していただいている郵便局
等にひらかた権利擁護成年後見セン
ター、人生会議の冊子を陳列した独自の
ラックを提供し、窓口等に設置していた
だき、地域住民への周知を図っている。
自治会長、地域で活動している団体、地
域住民対象に実施した「人生会議につい
て」の講義では、成年後見制度の仕組み
等を説明している。

②
申立て支援を行うなど、成年後見制度利用が円滑に実施でき
ている。（３段階評価） ◎

相談内容や本人家族の状況によって、ひ
らかた権利擁護成年後見センターを紹介
したり、司法書士に直接依頼するなど状
況に合わせた支援を行い、円滑に成年後
見制度を利用できるようにしている。後
見人が選定されているが家族支援が必要
な場合は、円滑に後見業務が遂行できる
よう、家族の窓口となるなどして後見人
の後方支援を行っている。

◎

相談内容に応じて、成年後見制度やその
手続きについて説明をしている。親族間
で財産分与に課題のある一人暮らし高齢
者について、ひらかた権利擁護成年後見
センターとも連携を図りつつ、本人の意
思を尊重しながら支援にあたっている。
在宅生活に極度の不安を感じる一人暮ら
し高齢者に対し、本人が一番安心して暮
らせる生活の場がどこなのか、すでに契
約関係にあった任意後見受任人と連携を
図り、支援している。

〇

資料を用意し、申立ての相談があったと
きは、簡単に制度の説明をしている。家
族が直接申立てを希望する際は、書類作
成の支援など行えるよう体制を整えてい
る。ひらかた権利擁護成年後見センター
の予約窓口や、必要に応じて司法書士や
任意後見制度など紹介している。 ◎

相談内容に応じて、成年後見制度利用に
向けて必要な手続きについて、申立て
セットやパンフレットを見てもらいなが
ら説明を行い、必要に応じて司法書士会
や弁護士会等の成年後見制度申立て支援
団体を紹介するとともに、支援団体の面
接相談の際に同席するなど、安心して面
接相談が進められるようにしているとと
もに、相談者の同意を得ながら支援団体
と必要な情報を共有している。

◎

当事者、家族、ケアマネジャー等からの
相談に応じ、制度利用が適していると思
われる対象者にはパンフレット等の資料
を活用し、センターから制度理解と利用
提案を実施している。詳細の検討時や申
立て時は希望に応じて適した職能団体へ
の橋渡しや相談の同席等も行い、制度の
理解から制度利用まで円滑に支援できる
よう関係団体との連携にも努めている。

◎

把握した状況に応じて制度を説明、職能
団体の情報提供や仲介を行い、申立てが
円滑に進むよう支援している。
成年後見制度の相談が多い地域への対応
として、自治会長、地域で活動している
団体及び地域住民を対象に、人生会議に
ついての講義とひらかた権利擁護成年後
見センターの周知を行っている。その
後、参加された地域住民からの相談があ
り、ひらかた権利擁護成年後見センター
や地域の司法書士につないでいる。

③

日常生活自立支援事業や成年後見制度などの権利擁護を目的
とするサービスや制度を活用するなど、ニーズに即した適切
なサービスや機関につなぎ、適切な支援を提供することに
よって、本人の生活の維持を図っている。（３段階評価）

◎

負債のある認知症の方については、親族
と一緒に司法書士への相談と平行して、
個別地域ケア会議の助言者として弁護士
に参加してもらい対象者の抱えるリスク
を理解し、コミュニティソーシャルワー
カーとも協力し支援することができてい
る。

◎

日常生活自立支援事業の利用の順番待ち
であった生活保護受給中の一人暮らし高
齢者の金銭管理にあたり、順番が回って
きた際に改めて本人の意向を確認し、市
担当課と共有して対応している。親族間
で財産分与に課題のある一人暮らし高齢
者に対し、成年後見制度利用を視野にか
かりつけ医と連携し、認知症サポート医
受診に繋いでいる。

〇

ひらかた権利擁護成年後見センターへの
相談など個々に応じた機関へ情報提供を
行いながら連携し対応している。任意後
見制度等へ繋ぎ支援を行っている。

〇

本人の判断能力に応じて日常生活自立支
援事業や成年後見制度に関する説明と提
案を行い、制度利用に向けて支援してい
る。日常生活自立支援事業で断念した
ケースがあった。サービスや制度に結び
付いた後も積極的に関与し、本人の生活
の維持が図れているかを確認している。

◎

権利擁護を必要とする高齢者に対して、
当事者や家族の意向や、置かれている状
況を把握し、担当ケアマネジャーがいる
場合は連携の上、日常生活自立支援事業
や成年後見制度について情報提供してい
る。本人の希望に応じ司法書士等と連携
しながら支援している。

◎

認知症の利用者を抱える家族間の問題の
あるケースでは、地域の司法書士に繋
ぎ、成年後見制度利用に向けて支援、ケ
アマネジャーにも連絡し、在宅での生活
が続けられるよう支援している。

【権利擁護】
１．成年後見の活用に関する取り組みができているか。

認知症等によって判断能力の低下が見られる場合には、適切な介護サービスの利用や金銭管理などの支援を行うため、成年後見制度を活用することが有効です。地域包括支援センターでは、成年後見制度の活用を幅広く普及させるための広報等の取組みを行ったり、医療機関や成年後見人等となるべき者を推薦できる団体等との連携が求められています。また、成年後見制度の利用
に関しては、適切なスクリ－ニングを実施することは勿論、制度利用が必要な場合の、申立て支援を実施することが重要です。
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【

解
釈
】

①
高齢者世帯が陥りやすい詐欺や消費者被害などの権利侵害が
疑われるケースに的確に対応できるよう、サービスや制度を
理解している。

〇

消費生活センターや警察とも連携し、最
新の被害状況を広報している。消費生活
センターから送られてくる消費者被害の
お知らせや暮らしの赤信号を回覧しセン
ター内で情報共有を行っている。

〇

市内及び担当圏域内で発生した消費者被
害等の情報について、最新情報をセン
ター内で共有している。対応内容等をセ
ンター内で協議し、職員間で知識や経験
を共有し、理解を深めている。

〇

直近の詐欺の情報など職員全体に周知
し、地域に出向いた際や業務での訪問時
など詐欺被害防止のための活動を行って
いる。消費生活センターとの連携につい
ても周知している。被害が発生した場合
の対応や窓口機関、クーリングオフの制
度など理解し、説明できるよう環境を整
えている。

〇

消費生活センター等からの情報を随時入
手し、センター内で回覧及びSOSネッ
トワーク協力機関へ共有することによ
り、サービスや制度に対する理解を深め
るようにしている。

○

消費生活センターの機能や消費者被害に
関する情報については関係機関が発行す
る資料をセンター内で回覧、共有するこ
とで各職員が適切な対応をできるよう周
知している。

〇

消費生活センター等から得た情報を回覧
し情報共有を行い、消費者被害に関する
制度や対応について理解した上で、職員
全員が対応できるよう図っている。

②

認知症等の高齢者は、消費者被害に遭う危険性が高いことか
ら、消費者被害を未然に防止するために、啓発等の取り組み
や、各種専門機関との連携強化を図っている。（３段階評
価）

◎

消費生活センターと連携をとり、担当し
ているケアマネジャーと適宜連携を行っ
て、未然防止と再発防止に努めている。
地域での活動時には警察と連携し、消費
者被害の最新情報や被害に遭わないため
の注意点など啓発を行っている。校区の
イベントに参加時には、高齢者から子ど
も・孫世代にまで広く啓発することがで
きている。圏域内の事業所と各校区の民
生委員へは、FAXやメールなどで消費
者被害のお知らせを発信し、校区コミュ
ニティ協議会から住民へ周知するなどの
取組をしている。

◎

消費生活センターから定例で送られる最
新の被害情報や、市から提供される特殊
詐欺手口の情報について、圏域内介護保
険事業所だけでなく、各校区の代表者に
もメールやファクスで毎月情報提供し、
これらの情報が、民生委員や校区福祉委
員の集まりや会議等で共有、活用されて
いる。
地域のサロンでは、大阪府警が作成した
「大阪府下における特殊詐欺の現状と対
策」のデータを活用し、言葉巧みな犯行
手口の詳細についてわかりやすく説明し
ている。
年度内には複数回、最寄りの交番に挨拶
に行き、情報共有等連携を図っている。

◎

広報紙やSNSでの啓発、特殊詐欺被害
に遭わないよう防止用の電話機の啓発、
訪問お断りステッカーや消費生活セン
ターの啓発ティッシュでの啓発、配布な
ど、未然防止に積極的に取り組んでい
る。センターの周知や地域との関係づく
りなどを目的に、啓発手段として企画
し、消費者被害の啓発、センターの周
知、連携のためのネットワーク構築の強
化を行っている。寸劇には民生委員に参
加を依頼し、ネットワーク構築の強化を
図っている。

◎

「見守り110番」「SOSネットワー
ク」等の事業について新規・既存の協力
店舗や事業所等と連携強化をしている。
また、消費生活センター・消費者安全確
保地域協議会が発行する「訪問勧誘お断
り」や「消費者ホットライン」のシール
を対象者や気になる方へ配布。民生委員
との定例会では地域における消費者被害
防止の啓発を行うとともに、地域におけ
る見守りの連携強化を図っている。

◎

地域のサロン、見守り110番協力店
舗、民生委員等へ認知症高齢者に対する
見守りの重要性の説明と消費者被害防止
の注意喚起や情報提供を実施している。
集合住宅の自主防災・防災会定例会議に
も月1回参加している。特殊詐欺対策機
器貸し出しの情報提供を行い、大阪府警
の安まちメールより近隣で起こった特殊
詐欺の手口を紹介している。センター窓
口にも情報を掲示し注意喚起している。
また、介護事業者来所時に訪問お断りス
テッカーを配布し啓発を促している。

◎

認知症や消費者被害防止に関する啓発活
動の強化の為、センター窓口に専門ラッ
クを設置しており、来所者へ消費生活セ
ンターからのお知らせや消費者被害ス
テッカーを配布し周知を図っている。地
域のサロン等で、消費者被害を未然に防
げるよう消費者被害ステッカーなどを配
布、説明し周知を行っている。日頃、認
知症高齢者に携わっているケアマネ
ジャーには、地域のケアマネジャーが集
える場にて消費者被害防止に関する資料
を配布し、利用者、ご家族様への啓発活
動に協力をしてもらっている。

③
消費者被害に関する相談を受けたときは消費生活センターな
どの関係機関と連携・共同し、問題解決を図っている。 〇

不審な勧誘の電話があった際、家族から
ケアマネジャーに連絡があり、ケアマネ
ジャーからセンターや消費生活センター
に情報が来るなど、家族も含めた見守り
体制ができており、被害を未然に防ぐこ
とができている。

〇

担当ケアマネジャーから、消費者被害を
疑うような電話があったことなどの相談
を受けた際は、直接消費生活センターや
警察への相談を促し、その後の対応につ
いてケアマネジャーと連携を図ってい
る。
家族から相談があった際、詳細を聞き取
るとともに、適切な相談窓口へ繋がって
いるか確認をしている。その後、本人の
実態把握を行い、被害再発防止につい
て、かかってきた電話対応の助言や、セ
ンターも身近な相談窓口であることの情
報提供をしている。

〇

消費者被害の相談が入ったときは、必ず
消費生活センターなどの機関と連携し、
問題解決に向け対応を図っている。

〇

消費者被害に関する相談を受けた時、そ
の疑いであっても迅速に訪問して実態把
握を行うとともに必要に応じて消費生活
センター等と連携し問題解決できるよう
に努めている。また、部会で消費者被害
対応ケースを共有しセンター内会議で報
告し注意喚起を行っている。 ○

消費者被害の発見、相談受付時は関係者
から情報収集を行い、可能な限り訪問し
実態把握を実施し、すみやかに関係機関
に報告。また圏域内で発生した消費者被
害に関する事例は消費生活センターにも
情報提供を適時実施している。

〇

消費者被害の相談があったときや情報提
供があった際には、速やかに実態把握を
行い、消費生活センターや関係機関等と
連携し早急に対応ができるよう努めてい
る。

２．詐欺・消費者被害防止の取り組みができているか。

消費者被害の問題において、認知症等の高齢者に関する相談は大きな割合を占めています。地域包括支援センターは、関係機関等と連携し消費者被害防止の問題に取り組んでいく必要があります。地域における消費者被害に関する情報を把握し、関係者や地域住民に啓発を行いながら、消費者被害の相談・情報がもたらされるような働きかけをしていくことが求められています。
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パナソニックエイジフリー大阪高齢者生協アイリスみどり 大潤会 東香会

【

解
釈
】

①
関係機関や地域住民に対して高齢者虐待の相談通報窓口であ
ることを周知し、早期発見・防止に向けた普及啓発等を行っ
ている。（３段階評価）

◎

圏域内の居宅介護等の事業所に対して虐
待に関する講義を行い、参加できなかっ
た職員には伝達研修を行ってもらうこと
で、啓発している。多機関の会合にて、
具体的な虐待事例を通してセンターが通
報の窓口であることの説明を、関係機関
や住民組織といった幅広い対象に啓発を
行っている。イベント参加時には、高齢
者から子ども・孫世代にまで広く啓発し
ている。

◎

一般的な相談を受けた際や、地域の出前
講座にて、高齢者虐待についても説明
し、相談窓口がセンターであることを周
知している。支援困難事例として、ケア
マネジャーから受けた相談について、実
態把握の過程で虐待を否定できない場合
は、改めて担当ケアマネジャーに詳細を
確認し、支援の方向性について協議、対
応している。

◎

定期的にSNSや広報紙、地域活動を通
して高齢者虐待の相談通報窓口であるこ
と、通報者の個人情報は守られることを
併せて地域住民や介護サービス事業所に
周知している。居宅事例検討会など通し
て早期発見・防止に向けた意識づけを
行っている。

〇

老人会や地域サロン等に参加した際はセ
ンターのリーフレットを配布し高齢者虐
待の相談通報窓口であることを周知して
いる。また、早期発見が高齢者虐待の深
刻化を防ぐことに繋がることを重点的に
伝えている。 ○

地域住民にはコミュニティ会議やサロ
ン、見守り１１０番協力店舗には気にな
る高齢者の特徴を挙げつつ、虐待の相談
通報窓口であることを周知と情報提供の
依頼を実施している。

◎

地域住民には、各自治会や集会所に独自
のラックを設置しセンター周知パンフ
レットや東香会だより、地域と共同で作
成している広報紙に高齢者虐待の相談窓
口としての周知を行っている。東部民生
委員・児童委員地区会議にて、『地域包
括支援センターとは』の研修を開催す
る。センターの役割や３職種の仕事内容
を説明し、センターが高齢者虐待相談窓
口であることを周知している。

②
アウトリーチによる実態把握など様々な方法で状況確認を行
い、また関係機関と連携し、高齢者虐待・困難事例に対処し
ている。（３段階評価）

◎

ケアマネジャーからの相談に応じ、認知
症高齢者の自宅介護における身体拘束に
ついて虐待とならないように、身体拘束
防止の視点を踏まえ、助言を行ってい
る。経済的虐待を受けていると本人から
相談があった際、ひらかた権利擁護成年
後見センターと同行訪問し、実態把握を
行うとともに、センターが虐待通報の窓
口であることや活用できる制度について
情報提供を行っている。

◎

相談を受けた時点で、自宅あるいは利用
している事業所や医療機関等を複数の職
員で訪問して事実確認を行っている。並
行して速やかに市へ報告し、コアメン
バー会議開催の相談をする等、迅速に関
係機関と連携し、支援方針の共有に努め
ている。
虐待案件なのか、DVあるいは夫婦・親
子間の喧嘩に相当するものなのかなど、
虐待の定義を踏まえ、市と連携しながら
慎重に対応している。

○

虐待の疑いの情報が地域住民や関係機関
から入れば、健康訪問などで実態把握を
行い、収集した情報をもとに受付票を作
成し、市担当課などの関係機関と連携し
対応している。

◎

日常的に民生委員や介護保険事業所と情
報交換を行い、早期発見に努めている。
相談があれば必ずアウトリーチを行い、
実態把握をしている。訪問や介入に関し
て拒否を示される場合も少なくないが、
その都度、検討して介入の糸口を探し、
再介入を試みる等している。課題解決の
ために必要に応じて民生委員、コミュニ
ティソーシャルワーカーや市担当課、介
護保険事業所等の関係機関と連携してい
る。

○

通報や情報提供に基づき訪問を行い、状
況の確認を行うとともに対応策を検討し
ている。医療機関や介護保険事業者等と
連携し対処している。

◎

虐待などの相談があれば、養護者に関わ
る関係機関から情報収集を行い、支援の
導入に関して話し合い、市担当課、介護
保険事業所、警察等の関係機関及び近隣
住民、親族と連携を図り支援につなげて
いる。また、ケアマネジャーより相談が
あった場合には、情報共有や事例検討を
しながら困難事例に取り組んでいる。

③
高齢者虐待の対応にあたっては、被害者の擁護に限らず、家
族全体の問題との視点を持ち、支援を行っている。（３段階
評価）

◎

高齢者の介護を行う養護者の尊厳を意識
して、養護者の精神的負担を軽減できる
よう、来所時や電話対応時には細やかに
相談に応じることで、養護者にとっての
相談の窓口となるよう努めている。ま
た、虐待につながる可能性が考えられる
事例について８圏域連携会議での事例検
討を通して養護者のサポートを考える機
会とし、家族全体の支援を行っている。

◎

養護者自身も、疾患や生活上の課題を抱
えている場合のほか、夫婦、親子関係の
悪化による暴言暴力が生じた事例など、
本人だけでなく養護者や同居家族を含め
た支援の在り方について、市や医療機
関、保健所、民生委員など関係機関と連
携を図り、協議の場を設けている。多機
関、多職種で支援方針を共有し、役割分
担を明確にするなど連携を図っている。
対象者やその家族を追い詰めたり、介入
の糸口が途絶えることのないよう、信頼
関係の構築に努めながら対応している。

○

家族支援、養護者支援の視点で重層的な
関わりについても柔軟に対応できるよ
う、センター内で協議する機会を設け
て、役割を決め支援を行うよう努めてい
る。

◎

養護者も何らかの疾患を抱えているなど
で、生活のしづらさがあり支援が必要な
事例も多いことから被虐待者、養護者、
家族等の関係者との面談を行うことで家
族全体の問題としてとらえ、市や関係機
関と連携して支援している。8050問題
等、養護者が65歳未満である場合、養
護者支援として市担当課、コミュニティ
ソーシャルワーカー等との連携体制を構
築し、支援するように努めている。

○

被虐待者、養護者、家族、関係者等への
事実確認を通じ、確認内容を元に虐待帳
票を作成し、虐待の全貌、課題を全体的
にとらえて支援が偏らないように対応し
ている。

◎

養護者の暴力等が見られたケースでは、
高齢者の生命の安全を優先して対応し、
養護者に対しては専門医の受診や訪問看
護の利用の対応をとっている。介護負担
軽減等の支援が必要なため、個別地域ケ
ア会議を開催し、ケアマネジャーやサー
ビス事業所、市担当課、保健所等必要な
関係機関と連携を図り支援している。

④
高齢者虐待防止について地域住民や関係機関等と連携できる
ネットワークを構築している。（３段階評価） ◎

地域に出向いた際には、センターのチラ
シや広報紙を配布し、センターの役割の
周知とネットワーク構築を図っている。
虐待につながる可能性が考えられる事例
についての支援の検討を既存の会議体等
で行うことで、多様な機関のネットワー
クを構築するができ、虐待防止につなげ
ている。

◎

早期に対応できるよう、普段から民生委
員や介護保険事業所と連携を図ってい
る。通報を受けた際あるいは関わる中で
虐待の可能性を否定できない状況の場合
は、本人や家族を取り巻く関係機関と随
時情報共有し、役割分担をして、ネット
ワークを構築している。

○

民生委員交流会や事業所の連絡会など情
報共有できる時間を設けており、事業所
の懇親会などを開催し、関係機関とは日
頃から話しやすい環境づくりを構築して
いる。

◎

警察、介護保険事業所、民生委員、校区
コミュニティ協議会、校区福祉委員会、
医療機関等の関係機関と常に連携してお
り、高齢者虐待防止についての連携ネッ
トワークを構築している。

○

地域住民、介護・医療事業者、民生委員
を中心に関係づくりを構築し、高齢者虐
待の把握や対応時の協力、協働ができる
関係性を保っている。

◎

高齢者の虐待防止するためにも地域住
民、民生委員や介護保険事業所、保健所
及び障害者相談支援センター等とのネッ
トワークを構築している。警察からの通
報があった事例では、センター内にて情
報確認を行い、地区の代表者とともに自
宅訪問と実態調査を行っている。引き続
き地域での見守りと情報共有を依頼し、
必要時連絡が取れあうようにしている。

⑤
虐待の通報を受けたときは市町村担当課などの関係機関と連
携・協働し、問題解決を図っている。 〇

虐待の通報を受けた際には、市担当課と
情報共有し、関係機関と協働しながら検
討し問題解決を図っている。

〇

虐待通報を受けた際は、迅速に市への報
告と事実確認を行っている。コアメン
バー会議での協議を経て支援方針を共有
のうえ、市担当課やケアマネジャー、介
護保険事業所、医療機関や保健所、民生
委員等関係機関と情報共有、役割分担を
して問題解決を図っている。

〇

通報の内容等により、緊急であれば電話
連絡及び会議開催等の打診を行い、疑い
であれば受付票の活用など連携の取り方
を考慮し、協働し問題解決を図ってい
る。 〇

高齢者虐待に関する通報を受けた時は、
疑いの段階から直ちに市担当課と連携
し、課題解決に向けて協働している。

○

事実確認時は各関係機関と情報共有を行
い、適正に対応している。

〇

虐待の通報があった際には、市担当課へ
報告し情報共有を行い、問題解決に向け
た支援を行っている。

３．高齢者虐待防止への取組みができているか。

高齢者虐待の問題では、認知症や要介護の高齢者等が虐待の被害に遭いやすいとされており、地域包括支援センターは、権利擁護事業として関係機関等と連携し高齢者虐待の問題に取り組んでいく必要があります。問題についての普及啓発活動を行い、関係者や地域住民の問題意識を高めていくこと、相談・通報に対しては、関係機関と連携しながら情報収集、実態把握を行い、緊
急性の判断や支援方法の検討、家族全体の支援を考えていくことが重要です。
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【

解
釈
】

①
認知症に関する制度や社会資源等を把握し、相談内容に即し
た助言・紹介等を行っている。 〇

認知症ケアパス等の資料を活用したり、
認知症カフェや認知症初期集中支援チー
ム等も相談内容に応じて紹介している。
認知症に関する最新情報があればセン
ター内で回覧等を行い共有している。 〇

国の示す認知症施策や市の動向等を随時
共有し、知識や相談対応の資質向上に努
めている。市の認知症施策について、ケ
アパスやその他パンフレットを用いて説
明、情報提供を行っている。 〇

若年性認知症、認知症に関する支援制度
など専門の相談窓口から情報を得て、医
療機関の紹介や入院等、個々に応じた支
援を行っている。認知症の相談ではケア
パスを活用し説明、圏域外の認知症カ
フェなども含め社会資源についての情報
提供も適宜行っている。

〇

認知症に関する制度や社会資源を把握し
たら、回覧等でセンター内で共有しファ
イリングやラックに配架することで、相
談時に内容に即した助言・紹介ができる
ようにしている。 ○

相談時には認知症ケアパスを元にSOS
キーホルダーの交付、認知症初期集中支
援チーム、医療機関受診等、資源の案内
を実施している。

〇

認知症に関する制度や地域の社会資源等
の情報をファイルにまとめ、内容に即し
た情報提供を行っている。

②
圏域内の地域住民や商店会・企業等に認知症への理解を深め
てもらうための啓発活動（認知症サポーター養成講座等）を
行っている。（３段階評価）

◎

認知症サポーター養成講座を、居場所や
店舗と協力し住民対象に実施している。
また、圏域内の銀行から講座の依頼があ
り実施予定である。チームオレンジサ
ポーターのボランティア養成に向けて、
独自のアンケートや広報紙の郵送など継
続的な啓発に努めている。

◎

図書館の職員に「認知症サポーター養成
講座」を、住民に向けて「認知症サポー
ターステップアップ講座」を工夫して開
催している。
老人会からの依頼を受け、圏域内で関り
のある折り紙の得意な福祉用具専門員を
講師に、折り紙を通して認知症予防を行
うとともに、「折り鶴プロジェクト」の
取り組みを推進している。

〇

認知症サポーター養成講座を関係機関向
け（スーパーや金融機関等）に開催予定
している。その際にステップアップ講座
の周知を行い、ステップアップ講座の開
催につなげていく。

〇

圏域内の店舗・企業等へは見守り110
番協力店舗の依頼や評価表持参時、個別
事例の対応時に認知症について説明し、
理解を深めてもらえるよう努めている。
また、新規店舗へは事業説明に加え認知
症サポーター養成講座を行っていること
も合わせて伝えている。

〇

見守り110番協力店舗の挨拶回りの際
には認知症サポーター養成講座の開催提
案をチラシを元に実施している。
第2層協議体の会議にて、チームオレン
ジの活動趣旨を説明し、認知症ステップ
アップ講座の開催を提案したところ、あ
らためて認知症サポーター養成講座から
の開催を希望されたため、来年2月に開
催予定である。

◎

地域の商業施設での認知症サポーター養
成講座及び認知症講座を支援しており、
現時点で従業員約100名の認知症サ
ポーターを養成している。今後、他の企
業に対して社員向けへの認知症サポー
ター養成講座も企画している。

③
認知症の疑いがある人や初期の認知症高齢者を早期発見し、
支援するためのネットワークを構築している。（３段階評
価）

◎

必要時、圏域内外の認知症診断が可能な
クリニックにつなぎ、早期診断・早期治
療につながるようネットワークを構築し
ている。認知症等の当事者の居場所とし
て、ネットワークや家族会につなぐとと
もに、必要に応じ、認知症カフェに同行
し家族会につないでいる。必要に応じ
て、認知症初期集中支援チームを発動
し、家族とも協力しながら対応してい
る。

◎

見守り110番協力店舗や民生委員と連
携を図っている。実際に、開業医や金融
機関、UR都市機構、スーパーや配食
サービス事業所等から相談を受け、未把
握の要支援高齢者の把握や、支援介入に
繋がっている。

◎

見守り110番事業、センター周知用の
名刺など地域の店舗や自治会館、薬局、
銀行等に協力を依頼いして気になる高齢
者などの情報を伝えてもらえるようネッ
トワークを構築している。民生委員交流
会など認知症の事例の共有のネットワー
クの構築に努めている。 ◎

毎年、見守り110番協力店舗を訪問し
ており、見守り110番からの数件の通
報につながっている。民生委員や関係機
関等の既存のネットワークから把握でき
る体制が構築できている。民生委員との
同行訪問を行うなどして本人の不安軽減
に努めながら実態把握を行い、制度につ
なげる支援を行っている。9月、個別地
域ケア会議を実施し、近隣からの情報提
供で介護申請に繋がらないケースは見守
りを継続している。

○

地域住民、介護、医療事業者、民生委員
を中心に関係づくりを構築し、早期発
見・支援対応時の協力、協働を頂ける関
係性を作っている。

◎

地域住民に向けて認知症サポーター養成
講座や認知症456を開催する中で、早
期発見、早期治療の必要性を促してい
る。各自治会や集会所には独自のラック
に、認知症の気づきチェックリストを配
置し日頃より取り組めるよう整備してい
る。また見守り110番協力店舗や民生
委員、地域の方、医療機関からの相談も
多く迅速に実態把握を行い関係機関との
ネットワークの構築に努めている。

④
地域で認知症高齢者とその家族を支えるための仕組みづくり
など社会資源の集約と開発に努めている。（３段階評価） ◎

認知症カフェの参加者の声で、新たに家
族会を発足している。メンバーにはス
テップアップ講座の受講を案内し、家族
を支える仕組みづくりを行っている。医
療機関の認知症外来など認知症に関する
社会資源を集約し、認知機能低下が疑わ
れる相談に対して、情報提供をしてい
る。認知症の当事者が認知症サポーター
ステップアップ講座のアドバイザーとし
て参加した際には、中核症状への具体的
な支援方法を学ぶ機会となっている。

◎

認知症の症状に関する相談を受けた際
は、認知症初期集中支援チームの情報提
供し、活用の提案をしている。
高齢での転入者や、地元高齢者が閉じこ
もり傾向にあるという地域課題を踏まえ
て立ち上げた「住まい地域連絡会」で
は、構成メンバーの居場所やよりどこ
ろ、認知症カフェや図書館、UR都市機
構での各々の活動状況について情報交
換、情報共有をしている。

〇

休止中の認知症カフェを訪ねてセンター
に来所された家族のケースがあり、認知
症の方、その介護者の居場所が急務に必
要と考えている。センターと協働で、地
域の医療機関などの協力も踏まえ、認知
症カフェの場所づくりに取り組んでい
く。 〇

「介護者家族の会」にて認知症の方を介
護している方と介護していた方の通いの
場として広がりつつある。毎年２回開催
している。

◎

認知症に関わる社会資源を取りまとめ、
早期・継続支援で協働できるように、地
域との関係性強化を図っている。また、
病院とコラボし認知症カフェを今年度よ
り開催している。アンケートを実施し振
り返りを行い、本人と家族の通いの場と
なることを目指している。 ◎

第2層協議体で、100歳になっても元
気！『脳も体もイキイキと』65歳から
の健康づくりプロジェクトを立ち上げ校
区コミュニティ協議会会長をはじめ民生
委員や地域住民の参加のもと認知症サ
ポーター養成講座や認知症すごろくを開
催しており、地域で認知症高齢者やその
家族を支えるの仕組みつくりを強化して
いる。また、家族が認知症に関する情報
を得られるよう、自治会館や集会所等に
独自のラックを配置し、認知症ケアパ
ス、自分でできる認知症の気づきチェッ
クリストを常設している。

⑤
人的資源（認知症サポーター等）を活用し、認知症カフェ等
の充実を図るとともに、それらが有機的に機能するよう支援
を行っている。（３段階評価）

◎

認知症サポーターステップアップ講座を
開催し、チームオレンジサポーターを育
成している。また講座では、認知症当事
者が活躍されている。チームオレンジサ
ポーターを圏域内認知症カフェなどの居
場所等へ繋いで、支援の充実をサポート
している。地域の各種会議では、チーム
オレンジサポーターの説明をし、連携や
活躍の場所を増やしている。

◎

圏域内に展開する認知症カフェ運営事業
所や居場所を運営する事業所と連携を
図っている。圏域内の認知症カフェ、地
域住民の通いの場からオレンジサポー
ターの受け入れ先として了解を得てい
る。

〇

人的資源の活用に関しては、今後、ス
テップアップ講座の開催を実施し、既存
の社会資源で機能するように取り組んで
いく。

〇

認知症カフェではキャラバンメイトや認
知症サポーターでもある介護職員が運営
しているため今後のチームオレンジのつ
なぎ先の候補として情報収集を行うとと
もに、有機的に機能するように部会等で
情報交換を行っている。介護者家族の会
では現在介護をしている家族に会の趣旨
を伝え、スタッフとして運営に協力を求
めている。

〇

認知症カフェにて認知症サポーター受け
入れを調整している。他の受け入れ先と
して近隣圏域のサロン等も紹介してい
る。

◎

100歳になっても元気！『脳も体もイ
キイキと』65歳からの健康づくりプロ
ジェクトでは、コロナ禍で中止している
既存の認知症カフェ再開を目指してい
る。また、校区コミュニティ協議会と協
同し、自治会に認知症カフェの機能を
持ってもらうよう企画している。その為
の人材として、各校区ごとに認知症サ
ポーター・講師・認知症カフェ運営者を
集める事でより地域に特化した認知症の
支援が行われるよう図っている。

４．認知症高齢者等にやさしい地域づくりの推進に取り組んでいるか。

新オレンジプランの基本的な考え方は、認知症の人や家族の視点を重視しながら、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会の実現を目指すこととされています。認知症の理解についての普及・啓発活動及び認知症の容態に応じた医療・介護及び生活支援を行うために必要な機関が有機的に連携できるネッ
トワークを形成するとともに、認知症の人やその家族を支援する体制の構築などが求められています。
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【

解
釈
】

①
介護支援専門員の相談窓口を設け、積極的に相談に応じてい
る。 〇

ケアマネジャーからの来所・電話相談を
受付け、必要に応じて同行訪問を行って
いる。経過確認として、ケアマネジャー
が来所したときや電話の際には聞き取り
を行い、経過記録に記載している。 〇

主任ケアマネジャーに限らず複数の職種
が包括的・継続的ケアマネジメントとし
てケアマネジャーの相談に応じている。

〇

ケアマネジャーの相談窓口である旨を事
務所カウンター、相談室に掲示してい
る。ケアマネジャー来所や事業所訪問時
等に声かけをし、センター側から積極的
にケースの内容や課題、困りごと、その
後の経過等の聞き取り相談に応じてい
る。

〇

窓口を設置し、相談対応行っている。電
話でも積極的に相談を受けており、ケア
マネジャーの支援を行っている。

〇

電話での相談や窓口での相談を随時受け
付けている。

〇

ケアマネジャーや介護サービス事業者等
の専用相談窓口を設置し、積極的に相談
に応じている。また、定期的に地域のケ
アマネジャーが集まる機会となる場を開
催し、様々な相談に対応できるようにし
ている。

②
地域にあるインフォーマルサービスについて情報を把握し、
その活動内容や特徴、連絡先などがいつでも誰でも利用でき
るよう整理しておくなど、連携体制を作っている。

〇

民生委員・第2層協議体・ケアマネ
ジャー等と意見交換を行い、地域資源の
把握・確認・整理を行っている。支援者
に提供できる情報についてはファイル管
理し、整理している。事業所等の運営状
況が変わっていることがあるため、聞き
取りを行い情報を更新している。

〇

地域資源情報を暮らしまるごとべんり
ネットに集約している。自費サービス
等、独自に集約した情報は、ケアマネ
ジャーから個別に問い合わせがあった際
には、必要な情報を提供できるようにし
ている。
また、活動性が低下している高齢者に対
し、一般介護予防事業や地域の活動の場
を示したフローチャートを作成してい
る。

〇

地域の社会資源、地域活動の一覧表等の
ファイルを作成、相談室に配置するとと
もに活動内容等の情報把握に努めてい
る。また情報は随時更新し誰でも窓口に
連絡して利用できるよう体制を整備して
いる。居宅連絡会開催時に移動スーパー
や運動教室等の情報を共有、提供してい
る。

〇

サービス毎にファイルを作成し、情報提
供できるように準備している。

〇

窓口に閲覧資料を用意している。各小学
校区のフォーマル・インフォーマルサー
ビスは、一覧表を作成し随時更新してい
るほか、「暮らしまるごとべんりネッ
ト」についても随時追加・更新を実施し
ており、各種相談等で活用している。 〇

地域の社会資源情報を種類ごとにファイ
ルにしている。定期的に更新し、誰でも
利用できるように整理している。

③
介護支援専門員に対して様々な情報を提供する仕組みをつく
り、情報支援をしている。（３段階評価） ◎

アンケートの集計結果から、ケアマネ
ジャーが「もっと知りたい」「学びた
い」という情報・知識などに関して、個
別に対応するだけではなく、計画的に研
修などで提供できるよう事業計画に組み
込み、実施している。ケアマネジャーが
知りたいと思っていても学ぶ機会があま
りない内容について、枚方市介護支援専
門員連絡協議会圏域コンダクターとも意
見交換をしながら研修として実施し有効
な情報支援となっている。

◎

地域資源情報を、暮らしまるごとべんり
ネットに集約し、事業所連絡会等で周
知・活用を促している。チラシ（枚方市
SNS社会資源情報）を配布し、最新の
情報を把握するための多様なツールを案
内している。また、認知症施策検討チー
ムで作成した認知症初期集中支援チーム
の紹介動画等を活用し、事業所連絡会に
て周知するための企画を進めている。

◎

新しい情報や社会資源、事業所情報など
ケアマネジャーへの情報提供媒体として
紙媒体の交付やFAX、公式LINE、また
毎月広報紙等で情報発信をしている。公
式LINEは一般向けとは別にケアマネ
ジャー、事業所向けにアカウントを作り
法定外研修、枚方市介護支援専門員連絡
協議会主催のBCP（事業継続計画）、
ケアマネジメント、高齢者の精神疾患等
の研修や社会資源案内情報を発信してい
る。

〇

研修会や介護者家族の会などの案内を配
布して情報提供を行っている。また、主
任ケアマネ部会で作成した令和6年度改
正に関する資料を周知し情報提供を行う
など、情報を入手した場合は、研修会や
伝達の場を設けるなどの情報提供の仕組
みを構築しており、適宜情報支援を行っ
ている。

〇

年４回広報紙を圏域の居宅介護支援事業
所に送付している。（担当圏域の第２層
協議体での活動や、研修会の案内や開催
報告など）地域で頻発している消費者被
害など、タイムリーな情報はFAXにて
発信している。  令和６年１０月に民生
委員と第１２圏域のケアマネジャーとの
懇談会を開催し、情報提供の提供を行っ
ている。

◎

電話やFAX、対面時以外にも、メール
での情報提供や広報紙やLINEアカウン
ト等のツールを活用するなど、ケアマネ
ジャーに対して様々な媒体や方法を用い
て情報提供を行っている。また、ケアマ
ネジャー向けの研修案内やお役立ち情報
を掲載した情報誌をセンター独自で作成
し、圏域や委託先等のケアマネジャーに
提供している。さらには、地域のケアマ
ネジャーが集える場を定期的に開催し、
その時々に沿ったテーマの情報提供を
行っている。

④
支援困難事例を抱える介護支援専門員に対して、スーパービ
ジョン（支持的・教育的支援）による介護支援専門員自身の
援助の振り返りを支援している。（３段階評価）

◎

ケアマネジャーの実務経験年数に応じた
懇話会を継続して開催している。懇話会
の実施によりケアマネジャーが直面して
いる問題から地域課題が表出され、その
課題にかかわる事例検討を第８圏域連携
会議の中で行い、フィードバックするこ
とでケアマネジャーの燃え尽きや抱え込
みを予防するよう支援している。

◎

支援困難事例の相談があった際には同行
訪問にて助言を行っている。また事業所
からの情報を有効に活用し、市や保健
所・専門職・地域との連携が有効に働く
よう個別地域ケア会議の提案やサービス
担当者会議・カンファレンスへの出席、
主治医等との連携を通じて、ケアマネ
ジャーに対し後方支援を行っている。

◎

普段からケアマネジャーへ同行訪問をす
ることやサービス担当者会議に参加する
ことを伝えている。支援困難と思われる
ケースに対し定期的に情報共有してい
る。支援の振り返りだけでなくケアマネ
ジャーの精神的負担や不安感等心理面の
支援も併せて行っている。

〇

ケアマネジャーから相談があった支援困
難事例に対し、個別地域ケア会議を行い
支援を継続している。一定期間経過後に
センターとケアマネジャーとで振り返り
の機会を設け、ケアマネジャー自身の援
助の振り返り支援を行う予定にしてい
る。

〇

支援困難事例を担当されているケアマネ
ジャーに対して、適時同行訪問するなど
状況の確認をし、振り返りやアドバイス
を行っている。

◎

相談があったケアマネジャーに対して、
他制度の理解ができるように支援し、関
係機関や各専門職と連携が図れるよう働
きかけている。その過程においてケアマ
ネジャーへの支援の目標、計画を立て、
支援の経過を追い、ケアマネジャー自身
が気づきや振り返りができるようにスー
パービジョンを行っている。

⑤
ケアプランの作成について助言・指導を行っている。また、
困難事例等の相談に対し事例検討や個別ケア会議の提案を行
い、その開催を支援している。（３段階評価）

◎

支援困難事例等については個別指導を
行っている。8050問題における、子ど
も世代への支援についてケアマネジャー
から継続的に相談を受けていたため、事
例検討会を提案・実施につなげている。
また、圏域内のインフォーマルな社会資
源について情報提供を行い、ケアプラン
作成やプラン内容の充実につなげてい
る。 ◎

個別地域ケア会議の提案やサービス担当
者会議・カンファレンスへの出席を通じ
て、ケアマネジャーに対し後方支援を
行っている。会議後も随時状況確認して
ケアマネジャーのフォローや関係機関間
の意見調整を行っている。居宅介護支援
事業所内での管理者から担当ケアマネ
ジャーへのスーパービジョンに繋がるよ
う、管理者にも会議への参加を促してい
る。
要介護になって居宅のケアマネジャーに
引き継いだケースにおいても、必要に応
じて相談や提案等フォローを行ってい
る。

〇

ケアプランの目標設定等について助言・
指導を行っている。定期的に認知症や虐
待等について事例検討会を開催し、ケー
スについての相談、意見交換、振り返り
の場を作っている。支援困難事例等に対
し、サービス担当者会議の参加や個別地
域ケア会議を開催することを普段からケ
アマネジャーに伝え、状況に応じて会議
開催を提案をしている。 ◎

ケアマネジャーからケアプランの作成に
ついて質問に対し、助言・指導を行って
いる。また支援困難事例に対し個別地域
ケア会議を提案し開催している。今期は
９月に開催し、現在も支援を継続してい
る。

○

地域とケアマネジャーが連携出来るよう
に、個別地域ケア会議の開催支援を行っ
ている。

◎

ケアマネジャーからの相談を随時受け付
け、ケアプラン作成等について助言や指
導を行っている。支援困難事例の相談に
対しては、個別地域ケア会議を提案・開
催し、ケアマネジャーを支援している。

⑥　
個々の介護支援専門員が孤立しないように、介護支援専門員
同士のネットワークを構築し、互いの悩みや必要な情報交
換、意見交換がができる場を設けている。（３段階評価）

◎

対面形式としている「とら３」（初任
者・中堅・ベテラン職員合同懇話会）
は、茶話会として開催し、親睦を深めれ
るよう企画している。また、地域課題に
ついての意見交換をする場となってい
る。打ち合わせ段階から枚方市介護支援
専門員連絡協議会圏域コンダクターにも
入ってもらい意見をもらうことで、ケア
マネジャーの横のつながりが効果的に生
まれるように企画し、実施している。

◎

ケアマネジャー同士のネットワークのみ
ならず居宅サービス事業所及び施設との
連携関係を構築していく為に、圏域内の
全事業所対象に連絡会を開催している。
枚方市介護支援専門員連絡協議会圏域コ
ンダクターを中心に圏域内の居宅介護支
援事業所間で座談会を定期開催するとと
もに、枚方市介護支援専門員連絡協議会
圏域コンダクターの活動についても適宜
相談、助言を行っている。

○

定期的に事例検討会や研修会、交流会を
開催し、他のケアマネジャー・居宅介護
支援事業所からの情報や意見、提案等を
受ける機会を作っている。ケアマネ
ジャー来所時や研修、連絡会開催時、フ
リートークタイムや相談タイム等情報交
換・意見交換ができる場を設けている。

◎

第１２圏域と合同で研修会を開催してい
る。９月２７日には枚方市介護支援専門
員連絡協議会の枚方市介護支援専門員連
絡協議会圏域コンダクターと連携し研修
会を開催している。研修会でグループ
ワークを行うことで意見交換ができる場
を設け、ケアマネジャー同士のコミュニ
ケーションが活発となりネットワークが
構築できるよう支援している。

◎

枚方市介護支援専門員連絡協議会圏域コ
ンダクターと共催で事例検討会を開催し
ており、毎年、特定事業所加算を取って
いない事業所にも参加を呼びかけて横の
繋がりをつくっている。介護事業所連絡
会やケアマネジャー懇談会を開催し、意
見交換の場を持ってる。第11圏域のセ
ンターと、枚方市介護支援専門員連絡協
議会の圏域コンダクターとの共催による
合同研修会を開催している。

◎

地域のケアマネジャー同士が集い、情報
交換や、意見等を気軽に話し合える場と
して、枚方市介護支援専門員連絡協議会
圏域コンダクターと連携し、連絡会を定
期的に開催し、ケアマネジャー同士の繋
がりを支援している。「白い椅子プロ
ジェクト」についても継続して取り組ん
でおり、圏域のケアマネジャーと共にプ
ロジェクトを進めていくことで、枚方市
介護支援専門員連絡協議会圏域コンダク
ターを中心にケアマネジャー同士のネッ
トワークの構築を強化することにつな
がっている。

１．介護支援専門員に対して日常的に指導・助言を行っているか。
【事業実施計画】（包括的・継続的ケアマネジメント支援）

要援護高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるためには、個々の高齢者の状況やその変化に応じて継続的にフォローアップしていく「包括的・継続的ケアマネジメント」の確立が必要であり、医療・介護・地域内の生活支援（インフォーマルサービス）などを総合的に活用し、包括的・継続的ケアマネジメントを行う介護支援専門員の育成は重要です。地域包括支援センターは、介
護支援専門員へのインフォーマルサービスの情報提供や、知識の吸収・スキルアップのための研修、困難事例等の相談や指導、孤立化しがちな介護支援専門員に対するフォローなどを行うことで介護支援専門員の育成に努める必要があります。
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１．介護支援専門員に対して日常的に指導・助言を行っているか。

⑦

介護支援専門員のニーズに応じた研修会を開催し、知識の吸
収やマネジメント技術の向上を図っている。また、事業所に
幅広い研修情報を提供し、介護支援専門員に対し受講支援を
行っている。（３段階評価）

◎

ニーズにあった研修テーマを以前の研修
後アンケートの蓄積データから、見出し
ている。また、「けあまねとらの巻運営
委員会」のメンバーに、ケアマネジャー
にとってより必要となる知識・技術につ
いて意見を伺い、一緒に研修を企画して
いる。多職種との活発な意見交換は主任
ケアマネジャーに必要な能力の研鑽であ
り、「とらの巻運営委員会」の中でト
レーニングをしたりグループワークのマ
ニュアルの見直しを継続して行い、新た
なメンバーも戸惑いなく参加してもらえ
るよう努めている。

◎

「介護報酬改定」をテーマに事業所連絡
会を行っている。居宅介護支援事業所の
みならず、他職種の改定部分についても
共有し、スムーズに連携ができるように
する機会としている。また認知症施策検
討チームで作成した認知症初期集中支援
チームの紹介動画等を活用し、事業所連
絡会にて専門職に向けて周知していく機
会として企画を進めている。他圏域で開
催予定の研修等の情報があれば、圏域内
の居宅介護支援事業所に情報提供し参加
を促している。

◎

毎年３月に居宅事業所連絡会（座談会）
を開催し、居宅介護支援事業者のニーズ
に合わせながら次年度の研修等について
相談し年間予定を決め実施している。
ニーズから「みなさんはこんなときどう
していますかケアマネあるあるカード」
を作成し、研修時意見交換行いバーンア
ウトを防ぐとともに情報の交換と共有
行っている。ケアマネジャー来所や電話
があったとき等にニーズを聞き取り、次
回の研修会企画の際に検討している。

◎

過去に主任ケアマネ部会において実施し
たアンケートで医療分野についての研修
会の希望があったことから、5月に介護
保険事業者向け研修「糖尿病について」
を開催、８月にケアマネジャー向け研修
「心不全について」を開催している。

○

センター受付に研修チラシを設置してい
る。令和５年１２月に「総合事業の理解
と活用について」、令和６年８月に病院
の心疾患認定看護師を講師に迎え、ケア
マネジャーのニーズに応じた法定外研修
を実施している。また、他圏域での研修
についてもFAXにて、随時、情報提供
をしている。

◎

ケアマネジャーのニーズに応じた研修会
等を企画している。今年度は医療・介
護・障害の法改正の年であり、ケアマネ
ジャーの関心が一番高かったことから、
介護保険法改正の勉強会や医療保険や医
療系サービスとの研修会を開催してい
る。また、ケアマネジャーに向けての研
修案内については、FAXやメール、
LINE等以外にも、センター（圏域）、
枚方市介護支援専門員連絡協議会（枚方
市）、大阪介護支援専門員協会（大阪府
下全域）の研修案内を網羅したケアマネ
ジャー向けの研修情報誌「研修＆お役立
ち情報」を独自で作成し、ケアマネ
ジャーに情報提供し、受講支援をしてい
る。

⑧
圏域内の居宅介護支援事業所が作成した介護予防サービス計
画を抽出し、地域ケア会議でその検証をしている。（３段階
評価）

◎

自立支援型地域ケア会議への事例提出は
ケアマネジャーに依頼している。内容に
関しては、介護保険以外の他機関連携を
テーマにした事例をだしてもらい、様々
な施策の活用方法を検討をしている。必
要に応じて個別地域ケア会議にて協議で
きるよう支援している。また、地域課題
を抽出して、形にしていくことの重要性
を再認識できるように多職種の参加を促
している。

◎

圏域にて自立支援型地域ケア会議を定期
的に開催し、ICF（国際生活機能分類）
に基づいたケアマネジメントにより、自
立支援の視点の定着とアセスメント力の
向上を図っている。サービス事業所にも
会議の参加を呼びかけ、支援方針の統一
に努めている。事前に、事例提供するケ
アマネジャーと打ち合わせを重ね、イ
メージを共有することで地域課題の抽出
と解決策を検討している。毎回積み上げ
た地域課題と解決策については、年度末
に評価している。6か月後に評価を行っ
て同会議にて各ケースの報告を行ってい
る。

〇

自立支援型地域ケア会議の開催時に、圏
域内の薬局・居宅介護支援事業所に案内
し、事例について検討・意見交換を行っ
ている。会議時はなるべく全ての参加者
から意見・提案等発言いただき、そこか
ら地域課題抽出、インフォーマルサービ
スについて情報共有・意見交換を行って
いる。１２月以降は居宅介護支援事業所
が作成した介護予防サービス計画を検証
する予定。

〇

自立支援型地域ケア会議を開催し委託事
例を積極的に取り上げ、検証をしてい
る。

○

自立支援支援型地域ケア会議にて居宅介
護支援事業所の事例を使用している。

◎

圏域内の居宅介護支援事業所が作成した
プランを抽出し、自立支援型地域ケア会
議を開催して検証を行っている。今年度
の自立支援型地域ケア会議では圏域内の
３か所の居宅介護支援事業所の介護予防
サービス計画を抽出し、検証している。
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当課評価 (⑧～⑬) 資料③－１

パナソニックエイジフリー大阪高齢者生協アイリスみどり 大潤会 東香会

【

解
釈
】

①
会議や研修会等を開催し、医療と介護の連携体制を構築して
いる。（３段階評価） ◎

これまで開催した研修後のアンケート集
計データから、待合室懇談会の開催場所
を決定している。認知症の治療をテーマ
にし、第６圏域と合同で待合室懇談会を
おこなっている。また、アルコール依存
症の方への対応を定例的に重ねること
で、専門医療機関との関係性が強くな
り、講師の依頼へとつながっている。地
域課題を抽出し、情報発信を継続するこ
とで医療機関との関係を新たに関係構築
できている。

◎

在宅事業所・施設系事業所合同での連絡
会にて、圏域の地域ケア会議に医療機
関・各校区の民生委員・UR都市機構・
介護保険事業所を招集し、メンバー間で
地域の課題等を共有している。
圏域内の医療機関・薬局への巡回を行
い、センターの周知や連携についての協
力要請、地域ケア会議や多職種連携研究
会への参加依頼を行っている。
病院が主催する会議に参加し、訪問診療
の現状や訪問看護の活動について共有
し、多職種間での交流・意見交換を行っ
ている。

◎

待合室懇談会を開催して、クリニックの
特徴等を聞き、意見交換を行っている。
圏域内の薬局へ自立支援型地域ケア会議
や多職種連携研究会等の案内を行い、関
係構築を図っている。圏域内クリニック
へ広報紙を持参したり、多職種連携研究
会の案内を行っている。新しく設立した
施設やこれから設立する事業所等の情報
についても把握し、速やかに内覧会への
参加やセンターに関する情報提供などを
行っている。

◎

第12圏域と合同で介護保険事業者向け
研修「糖尿病について」を病院にて医
師・管理栄養士を講師として開催、８月
にケアマネジャー向け研修「心不全につ
いて」を別の病院で心不全認定看護師を
講師として開催している。また医療・介
護それぞれの専門職に協力を得て多職種
連携研究会の一環として「介護者家族の
会」を開催。連携体制の構築の一環につ
ながっている。

◎

自立支援型地域ケア会議には、病院の相
談員と薬剤師に参加してもらい連携体制
を構築している。第11圏域と合同で介
護保険事業者向けに「糖尿病患者の支援
について」の研修会を開催している。ま
た、「心疾患を持つ高齢者の支援」につ
いて病院の看護師より事例を交えた講義
とあわせて、グループワークによる意見
交換を実施した。第11圏域と合同で、
歯科医院での待合室懇談会を開催し、医
師とケアマネジャーの意見交換を行って
いる。

◎

医療と介護の連携を図るために、今年度
は関連する医療制度の理解と医療系サー
ビスとの連携をテーマにした医療・介護
連携研修会を開催している。介護保険や
医療保険の法改正の年でもあり、ケアマ
ネジャーの関心度も高く、圏域以外のケ
アマネジャーからも参加があった。ま
た、医療系サービスとの連携事例の紹介
も行い、医療・介護の連携を図ってい
る。

②

地域の医療・介護関係者及び多職種が一同に参加できる場を
設けることで、相互理解を深め連携できるネットワークを構
築している。また、ネットワークが有機的に機能できるよう
に連携上の課題を抽出し、改善に努めている。（３段階評
価）

◎

多職種連携研究会事務局会議（月1回）
にて連携上の課題を抽出し、企画立案を
行っている。昨年の多職種連携研究会で
はポストコロナの多職種連携をテーマ
に、各関係機関のコロナ渦での必要な連
携について意見交換をおこなっている。
今年度は「認知症に関する意思決定支
援」をテーマにしている。 ◎

多職種連携研究会は、昨年度のアンケー
ト結果から意見の多かった、「8050問
題」をテーマに開催し、高齢世帯の相談
において、家族への支援も必要となる
ケースである。8050問題について、地
域住民も含めて、地域で起きている問題
とは何か、それに対してどう手を差し伸
べる事ができるのかを一緒に考えていく
機会としている。

○

３月に多職種連携研究会を開催し、「も
しバナゲーム」にて「余命半年」を疑似
体験することで対象者に寄り添う気持ち
や気づきを得たり、連携の必要性等意見
交換行い、医療と介護の連携の関係構築
を図れるよう理解を深めている。10月
に災害時対応等について「避難所運営
ゲーム　HUG」体験開催を予定してい
る。 多職種連携研究会終了後交流会を
企画し、より、近しい関係構築に努めて
いる。

◎

３月に地域の多職種を対象に報告会を開
催し、その中でKJ法を用いて課題の抽
出を行い、各職種でできる対策について
の話し合いを行うなどネットワークがよ
り有機的に機能するよう改善に務めてい
る。１０月1０日には歯科の新棟で歯科
医師とケアマネジャーとの「待合室懇談
会」を開催予定にしている。 ○

多職種連携研究会を開催し、「認知症高
齢者の支援について」を題材に、病院の
認知症認定看護師より、認知症外来、初
期集中支援チームについての講座、担当
地域内の居宅介護支援事業所からの事例
を使用し、認知症高齢者への支援アプ
ローチについて、介護保険事業者、薬剤
師等と意見交換を実施している。 ◎

地域の医療・介護関係者による多職種連
携の事務局会議を定期的に開催し、ネッ
トワークを構築している。地域の医療・
介護関係者及び多職種が一堂に参加でき
る場として「津田南校区の避難訓練」に
参加している。参加したことで災害時の
取り組みなど、地域と多職種との相互理
解やネットワークが築けている。また、
地域の砂防ダムの見学や医療機関で実施
している災害訓練に参加するなど、今後
も定期的にネットワークが有機的に機能
できるよう取り組んでいる。

③
介護事業者とのネットワークを構築し、事業者の知識吸収や
スキルアップを図るための研修を行っている。（３段階評
価）

◎

懇談会や事例検討会、多職種連携研究会
などは、多様な関係機関に参加を促し、
多面的なネットワークが構築できるよう
に取り組んでいる。看取りを実践する医
療機関との意見交換を行うことで、医療
機関の役割を知り、スキルアップを図っ
ている。 ◎

関係機関間での連携強化を目的に在宅事
業所・施設系事業所合同での連絡会を開
催している。
1回目は介護報酬改定について共有を行
い、2回目は認知症初期集中支援チーム
の紹介動画を活用し、ケアマネジャーに
限らず、介護保険事業所にも事業につい
て周知する機会として企画を進め、事業
者のスキルアップを図っている。

○

５月に居宅介護支援事業所ケアマネ
ジャー対象に「権利擁護」に関する講座
を開催し、合意形成等について学んだ。
６月「感染症」に関する講座では、病院
の感染管理認定看護師を講師として、感
染症についての講義とともに、マスクや
防護服に着脱方法、第５類移行後の感染
拡大対策等を学び、知識の吸収に努めて
いる。

◎

センターとして様々な局面で介護保険事
業所とのネットワークは形成できてお
り、その上でお互いに共通の認識が持て
るように研修を実施している。「糖尿病
について」の研修で、糖尿病に関する基
礎知識の向上を図っている。

◎

令和６年１月に介護保険事業所連絡会
（全体）を開催し、「避難場所や日頃の
備え」をテーマに意見交換を行ってい
る。令和6年５月に第11・12圏域合同
で介護保険事業所の介護職員やケアマネ
ジャーが心疾患や糖尿病を持つ利用者の
支援時の留意点について研修会を行って
いる。 令和６年10月に民生委員とケア
マネジャーとの懇談会を開催し、一人暮
らし高齢者等の支援に繋げている。

◎

訪問介護事業所、通所介護事業所それぞ
れの事業者が気軽に集え、意見交換や勉
強会ができる場として、また、介護事業
者同士がネットワーク構築をより進めて
いける為に「ヘルパー編」「デイサービ
ス編」として交流会や意見交換会を開催
し、介護事業者間のネットワーク構築を
図っている。今回は意見交換会と「口腔
ケアについて」と「防犯について」の勉
強会を行い、事業者の知識吸収やスキル
アップを図っている。

④
入院・退院時の円滑な連携のために、関係機関や関係者との
調整や支援を行うとともに、地域における支援体制の整備・
拡充を行っている。（３段階評価）

◎

退院前カンファレンスにケアマネジャー
と同行訪問し、共にアセスメントを行う
とともに、地域資源への接続や支援体
制、方向性の検討についてのアドバイス
を行い、円滑な医療との入退院時連携に
取り組んでいる。地域の医療機関の情報
をタイムリーに把握し、センター内で情
報共有を行っている。

◎

入院中にサービス担当者会議・カンファ
レンスへ出席し在宅復帰に向けて関係機
関と連携している。圏域内の病院との入
退院における連携は確立されており、リ
ハビリテーション職との情報共有により
円滑に在宅生活が送れるようにしてい
る。
入退院時、介護保険サービスだけでは充
足できないニーズについて、インフォー
マルサービスの活用や介護サービス事業
所の協力により、地域での生活にスムー
ズを送れるよう支援している。
圏域内の医療機関・薬局への巡回を行
い、診療における課題の共有やセンター
の周知や連携についての協力要請を行っ
ている。

◎

入院時、情報提供や情報共有を行ってい
る。退院前カンファレンスには積極的に
参加し、スムーズに在宅復帰ができるよ
う努めている。事業所担当者のカンファ
レンスへの参加検討や出席依頼、他科受
診への支援等、病院と連携し円滑に在宅
生活が送れるよう支援を行っている。

◎

８月にケアマネジャー向け研修「心不全
について」をＢ病院で心不全認定看護師
を講師として開催し、心不全ケアパスの
周知に努めたことで退院後の利用者の生
活状況の把握や主治医との連携が図りや
すくなることを知る機会となっている。
このような研修会や多職種連携研究会を
通して医療・介護の専門職同士の顔の見
える関係ができており、地域での連携強
化に繋がるよう努めている。

○

日頃から圏域の病院との意見交換や協力
を継続しながら関係性の強化を図り、急
な入退院時の連携強化を図っている。心
不全の悪化を予防し、入退院を繰り返さ
ないように、地域病院が作成をしている
レインボー手帳の情報を提供し、利用を
促している。

◎

相談に応じて、医療機関とも連携を取り
ながら、情報共有、家屋調査や退院カン
ファレンスへの参加等、円滑に在宅復帰
できるようにケアマネジャーや介護サー
ビス事業者、必要に応じて関係機関と調
整・連携を行い、地域で安心して暮らせ
るように支援を行っている。また、今年
度は地域の入院設備のある医療機関の医
療ソーシャルワーカーと話し合いを行
い、地域における支援体制の整備・拡充
に努めている。

２．在宅医療・介護連携推進体制構築が図れたか。

高齢者が住み慣れた地域で暮らすことができるよう、主治医と介護支援専門員との連携はもとより、他の様々な職種との多職種協働や地域の関係機関との連携を図ることが大切です。
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